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4) Baseball fi eld
Wings 90 m, center 110 m, all grass surface outfield

(1) Adhere to the sports facility guidelines.
(2) The usage hours are 8:30 to 20:00.
(3) When using during or after rain, fully take into account the ground condition before use.
(4) After using, always perform surface compaction and leveling to return to the original 

condition.

【Baseball field guidelines】

Note: There is no nighttime lighting equipment.

Baseball fi eld

(5) 1.  Training gym (Note: Located on the east side of the extracurricular activities facilities 
(club house))

Equipped with 12 diff erent types of training equipment

Number Name Number of 
machines

1 Treadmill 3
2 Arc trainer 3
3 Stationary bike 4
4 Abdominals 1
5 Back extension 1
6 Torso rotation 1
7 Rowing machine 1
8 Chest press 1
9 Lat pulldown 1

10 Arm curl 1
11 Seated leg press 1
12 Chest fl y machine 1

Training Gym
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　2）ウェイト系トレ－ニングジム（※課外活動施設（クラブハウス）の東側に位置しています）
トレーニング機器 5 種設置

No. 名　　称 台数
1 パワーラック 1
2 アブドミナルボード 1
3 フラットベンチ 1
4 アジャスタブルベンチ 1
5 ダンベルセット　1㎏～ 10㎏ 1

（1）　体育施設使用心得及び遵守すること。
（2）　使用時間は，平日の 8 時 30 分～ 21 時 00 分までとする。
（3）　室内では，各自が事故防止に努めるとともに，他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
（4）　上履きを使用し，外履きは，下足箱に入れること。
（5）　使用後は，清掃を行い，常に清潔を保つこと。
（6）　使用後は，空調停止・消灯を確認し，退室すること。

【トレーニングジム使用心得】

（2）① 1）　課外活動共用施設　
共同利用を原則とした課外活動専用施設です。
課外活動団体がその活動上必要と認められる場合に限

り，｢課外活動共用施設規則」に基づき使用を許可します。
現在，主に特定の文化系団体が使用しています。

1 階 2階

課外活動共用施設
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2.  Training Gym for weight traing (Note: Located on the east side of the extracurricular activities 
facilities (club house))
Equipped with 5 diff erent types of training equipment

Number Name Number of 
machines

1 Power rack 1
2 Abdominal board 1
3 Flat bench 1
4 Adjustable bench 1
5 Dumbbell set 1㎏～ 10㎏ 1

(1) Adhere to the sports facility guidelines.
(2) The usage hours are weekdays 8:30 to 21:00 / Weekdays.
(3) While inside the room, everyone should work to prevent accidents and not behave in a 

way that bothers other people.
(4) Use indoor shoes, and place your outdoor shoes in the shoe box.
(5) After using, clean up; always keep the place clean.
(6) After using, check that the air conditioner and lights are off  before leaving the building.

【Training gym guidelines】

(2) ① 1) Extracurricular activities shared facilities
These are facilities exclusive for extracurricular 

activities that are for shared use.
If it is deemed that it is needed for the activities of 

a particular extracurricular activities group, usage is 
permitted based on the “extracurricular activities shared 
facilities rules”.

Currently, it is mainly used by certain cultural groups. Extracurricular activities 
shared facilities
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① 2）課外活動集会棟
課外活動団体の会合および練習等のため，共同で使用します。
鍵の貸出は，学生課学生係で行っています。

1 階 2階

（2）②　課外活動施設（クラブハウス）　
各課外活動団体の活動内容に柔軟に対応した施設で，ミーティングや備品置場等の使用を目的

としています。部室においては，特定の課外活動団体に対して，その利用に必要であると認めら
れた場合，貸出をします。集会室は，全ての課外活動団体に対して，利用の必要性が認められた
場合に使用を許可します。集会室の使用予約及び鍵の貸出は，学生課学生係で行っています。

10 11

DN DN

2 階

UP UP

1 階
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① 2)Extracurricular activities assembly hall
Shared use for meetings and practices of extracurricular activity groups.
Loaning of the key is handled by the Student Aff airs Section of the Student Aff airs Division.

1F 2F

(2)-2 Extracurricular activities facilities (club house) 
This facility can flexibly meet the needs of the activities of each extracurricular activities 

group, and it is used for the purpose of meetings, equipment storage, etc. Clubrooms can be 
loaned out to particular extracurricular activities groups if it is deemed that there is a need for 
them to use. Assembly rooms can be permitted for use by all extracurricular activities groups 
if it is deemed that there is a need for them to use. Usage reservations and loaning of keys for 
assembly rooms are handled by the Student Section of the Student Aff airs Division.

2F

(3)

1F

Assembly Assembly
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（3）（独）国立乗鞍青少年交流の家
（独）国立乗鞍青少年交流の家は，団体生活を通して，自主性に満ちた健全な青年の育成を図

ることを目的とし設置されたものです。課外活動団体の合宿，研究室のセミナ－研修等に利用可
能です。

なお，詳細については下記へ問い合わせてください。
＊所在地 ･ 問い合わせ先　「（独）国立乗鞍青少年交流の家」
〒 506-0815　岐阜県高山市岩井町 913　　TEL：0577-31-1013　FAX：0577-31-1025

Ⅴ- 5．課外活動用具の貸出
学生課では，下記の課外活動用用具類の貸出を行っています。「施設・物品使用願」を学生課学生

係に提出し，許可を受け利用してください。これらの物品は，全学生の共同利用としていますので，
他の利用者に迷惑をかけないよう返却期限を守り，使用後は必ず手入れを行ってください。なお，
万一物品を破損した場合は使用者が修理し，紛失した場合は使用者が弁償となります。

スポ－ツ用具 映写・音響機器 その他用具
硬式テニスラケット
バドミントンラケット
卓球ラケット
ソフトボール用具
バレーボール
バスケット
フットサルボール
サッカーボール

※ コードリール
※ アンプセット
　 拡声器
※ マイクスタンド

※ 行事用テント
※ 簡易ステージ
※ クロスボードパネル

※「映写・音響用具」と「その他」の用具は，課外活動団体の活動にのみ貸出します。

Ⅴ- 6．ボランティア活動について
近年，ボランティア活動がますます必要とされる社会情勢となっています。
ボランティア活動とは，各人の自由な意志によって，個人が持っている能力，労力あるいは財産を

もって社会に貢献することをいい，活動の範囲は，老人福祉，医療介護，自然保護（清掃等）の推進
災害時の支援活動など多岐にわたります。
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(3) (Independent Association) National Norikura Youth Friendship Center
National Norikura Youth Friendship Center was established with the aim of nurturing 

healthy and self-motivated youths through group activities. It can be used by extracurricular 
activities groups for camp outings, and by research offi  ces for research seminars, etc.

Contact the following for details:
*  Address and contact details: “(Independent Association) National Norikura Youth 
Friendship Center”

913 Iwai-machi, Takayama-shi, Gifu-ken, 506-0815  Tel: 0577-31-1013 Fax: 0577-31-1025

V-5. Borrowing Equipment for Extracurricular Activities
The Student Aff airs Division provides the loaning of the following equipment for extracurricular 

activities. Submit a “Facility/equipment usage request” to the Student Section of the Student 
Aff airs Division (Counter 5) to get permission to use the facility/equipment. Since these items are 
shared by all students, you should adhere to the return time in order not to cause trouble to other 
users, and clean them up after use. Note that if an item is broken, the user will be responsible for 
repair, and if an item is lost, the user will pay compensation.

Sports equipment Projector/acoustic equipment Other equipment
Hardball tennis rackets 
Badminton rackets 
Table tennis rackets
Softball equipment
Volleyballs
Basketballs
Futsal balls
Soccer balls

* Extension cord reel
* Amplifi er set
* Loud speaker
* Microphone stand

* Tents for events
* Simple stage
* Cross board panel

*  “Projector/acoustic equipment” and “Other equipment” can only be loaned out to 
extracurricular activities groups for their activities.

V-6. Volunteer Activities
Recently, there has been a growing need in society for volunteer activities.
Volunteer activities refer to the free contribution to society of one’s abilities, labor or other 

assets. The scope of activities is diverse and often includes senior citizen welfare assistance, medical 
care, promoting the preservation of nature (trash cleanup, etc.), and support services during a 
disaster.
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VI．附属図書館
本学のほぼ中央に位置する 3 階建の建物に附属図書館がありま

す。1 階がグループ学修可能なコラボレーションエリアや女性支
援エリアなどが設置されたマルチプラザ，2・3 階が図書・雑誌な
どを配架した図書館エリアとなっています。

　開館時間・提供サービス・利用方法等は変更がある場合があります。
最新の情報は図書館ホームページをご確認ください。
https://lib.tut.ac.jp/

VI-1．開 館 時 間（通常開館）

通常期間 月～金 9:00～ 20:00
※開館時間の詳細は，
　図書館ホームページの
　開館カレンダーをご覧ください。

春期・夏期
休業期間

月～金 9:00～ 17:00

土・日・祝　休館日
・2・3 階図書館エリアへの入室には学生証が必要です。
・夏季一斉休業日，年末年始などは完全休館。毎月の書架整理日や蔵書点検日は 2・3 階のみ休館。
・通常開館時間以外は特別開館（無人開館）（閲覧や貸出が可能）を実施しています。
　（完全休館日や，特別開館から通常開館への切り替え時間を除く）
・1 階マルチプラザは 24 時間利用可能です。（完全休館日を除く；特別開館時は学生証で入館）

　「図書館利用ガイダンス」を受講された方のみ，特別開館時の 2・3階図書館エリアの利用が
できます。
　特別開館時に利用する方は「図書館利用ガイダンス」を受講し，必ず利用方法を確認してく
ださい。
　ガイダンスは図書館ホームページから受講してください。

VI-2．貸　　　出

資料の種類 貸出冊数 貸出期間

一般図書 7冊まで 20日以内　※次の予約者なしの場合 1回延長可能

視聴覚資料 3 点まで 3日以内
・資料と学生証をカウンターへお持ちください。
・一般図書は 2 階の図書自動貸出返却装置でも貸出できます。延長はマイライブラリからもできます。

VI-3．返　　　却

・ 正面玄関横のブックポストか 2 階の図書自動貸出返却装置で返却してください。カウンター（通常
開館時間帯のみ）でも返却できます。（但し，破損防止のため，視聴覚資料や付属資料（CD-ROM）
などは入れないこと。通常開館時間帯に，カウンターの図書館職員へ手渡しで返却してください。）
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VI. University Library
There is a university library in the 3-story building that is located 

virtually in the center of the university.
The university library has a multi-plaza on the 1st fl oor off ering a 

space for group study, such as a collaboration area and a Women’s 
Lounge, and the 2nd and 3rd fl oors are the library area that contains 
books, magazines, etc.

The opening hours, provided services and usage methods, etc. may change.
Please check the library homepage for the latest information.
https://lib.tut.ac.jp/index_e.html

VI-1. Library Opening Hours regular hours opening

Regular
Semester

Mon ～ Fri 9:00～ 20:00 * For more in format ion about 
Library Opening hours, please visit 
Library Home Page for Calendar 
of Opening hours.Vacation Mon ～ Fri 9:00～ 17:00

Sat. Sun. Holidays: Closed
・Student ID is required to enter the library area on the 2nd and 3rd fl oor.
・ The library is closed during the summer holidays, the New Year holidays, etc. Only the 2nd and 

3rd fl oors are closed on monthly shelf sorting and inventory days.
・ After-hours openings (unmanned openings)(available for viewing and lending) are held outside of 

normal opening hours. (Except the fully closed days and switching time from after-hours opening 
to normal opening hours,)

・ The Multi Plaza on 1st fl oor is available 24 hours a day. (Except on  the fully closed days, Student 
ID is required for after-hours opening.)

The 2nd and 3rd fl oor library area (during Library After-hours) can be used by people who 
have taken the “Library Usage Guidance” lecture. If you plan to use the library during after-
hours opening, please be sure to attend the “Library Usage Guidance” and understand how 
to use the library. Please take it through the library homepage.

VI-2. Borrowing Materials

Types of Material Number of Books Lending Period

General Material Up to 7 books
Within 20 days *1 extension available, 
if the books are not reserved

Audio-visual Material Up to 3 items Within 3 days
*Show your ID card with the material you intend to borrow at the counter.
* General Materials can be borrowed using the self-check machine on the 2nd fl oor. 
 You can also extend the borrowing book from MyLibrary.

VI-3. Returning Borrowed Materials

Please return borrowed books into the book return box installed next to the front door of the 
library or using the self-check machine  on the 2nd fl oor. You can also return it at the counter (only 
during opening hours). (To prevent damage, Audio-visual Materials and attached materials (CD-
ROM) must not put into the book return box. Please hand them over to the library staff at the 
counter during regular opening hours.)
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VI-4．施　　　設

・ 1 階にミーティングルーム，2・3 階にグループ研究室，個室があります。利用を希望する際は予約
手続きをしてください。（先着順）図書館ホームペ－ジから WEB 予約システムが利用できます。

・ 1 階に女性専用更衣室兼パウダールーム，多機能ルーム（男女共学生証で利用可），女性専用休憩室
（設置：授乳室・ソファ）があります。予約不要です。カウンターにお申し出ください。（多機能ル
ームを除く。）施設利用は通常開館時間帯のみ。

VI-5．複　　　写

■カラーコピー機（校費用　2 階）
・指導教員から図書館専用のコピーカードを受け取りコピーしてください。
※ 図書館内の文献を複写するときは，著作権法が適用されます。各複写機横に備え付けの用紙「文献

複写申込書」に記入して提出のうえ，複写をしてください。

VI-6．パ ソ コ ン / 無線ＬＡＮ

■情報メディア基盤センタープリンター（1 階）
・ワークステーションエリア内に設置しています。PC からの印刷と USB からの印刷が可能です。
■ポスター印刷用大判プリンター（1 階）
・ ワークステーションエリア内に設置しています。利用には各年度ごと「大判プリンター利用申請」

が必要です。図書館ホームページにある専用のフォームから申請してください。
・課外活動用に印刷したい場合，利用ごとに申請と学生課での確認が必要です。
■ CD-ROM 利用端末（2 階）
・2 階に設置している CD-ROM 利用端末で利用できます。
■無線 LAN
・ 全館で無線 LAN が利用可能です。利用するには情報メディア基盤センターが発行するアカウント

が必要です。詳細は「Ⅶ．情報メディア基盤センター」を参照してください。
■情報コンセント
・1 階ミーティングルームで利用できます。

VI-7．Ｗｅｂサービス

■図書館ホームページ　https://lib.tut.ac.jp/
・ 図書館ホームページでは，図書館からのお知らせや開館カレンダー，利用案内，施設予

約サイトなどを掲載しています。その他に次の機能が利用できます。
■資料の検索（OPAC）
・ 図書・雑誌・視聴覚資料などの検索ができます。OPAC の検索結果画面の所在に「図」と付くもの

が図書館配架資料です。請求記号の番号順に配架しています。
■マイライブラリ
・ 貸出中図書の確認・貸出延長・学外からの複写物や図書の取寄依頼（ILL サービス・豊橋市図書館

図書の取寄せ依頼）・学生購入希望図書依頼などが可能です。



-109-

Ⅵ 

附
属
図
書
館

V
I U

ni
ve
rs
ity
 L
ib
ra
ry

-109-

VI-4. Facilities

On the 1st fl oor, there are two meeting rooms. On the 2nd and 3rd fl oor, there are two group 
study rooms, and six study cubicles. Please make a reservation procedure if you wish to use. You 
can use web reservation system. (Reservations are on a fi rst-come-fi rst-served basis). There is also a 
women’s dressing room, a tatami room (available for both men and women  with student card), and 
a women’s relaxation room (with a nursing room and sofa) on the 1st fl oor. Reservations are not 
required.  Please inquire at the counter. (Excluding tatami room.) The facilities cannot be used during 
after-hours opening.

VI-5. Copiers

■ Color copiers (for offi  cial use, 2nd fl oor)
・If students need to use this copier, please obtain the Xerox card from your supervisor.
*  If you want to make a photocopy of some material in library, please make sure to fi ll the “Photocopy 
application form” next to each copier and submit it.

VI-6. Computers / Wireless LAN

■ Information and Media Center education printers (1st fl oor)
 ・There is a printer installed in the workstation area.  Printing from a PC or USB is possible.
■ Large-sized printers for posters (1st fl oor)
・ Large-sized printers are located in the workstation area. A “Large-sized printer usage application 

form” must be submitted to the library every year. Please apply using the dedicated form on the 
library website.

・ If you wish to print for extracurricular activities, you must apply for each use and have it 
confi rmed by the Student Aff airs Offi  ce.

■ CD-ROM Terminal (2nd fl oor)
・You can use CD-ROM terminal set up on the 2nd fl oor.
■ Wireless LAN
・ Wireless LAN is available throughout the building. An account issued by the Information and 

Media Center is required to use it. Refer to “VII Information and Media Center” for more details.
■ LAN Connect
・You can use it in the meeting room on the 1st fl oor.

VI-7. Online services

■ Library homepage (Eng.)  https://lib.tut.ac.jp/index_e.html
・ Announcements from the library, opening calendar, library guide, online reservation site 

for facilities etc. are posted on the library website. Besides that, the following functions 
are also available.

■ Search for materials (OPAC)
・ Use OPAC to search for books, magazines, Audio-visual Materials, etc. Materials that are 

indicated as “library” in the location column of the OPAC result screen are located in the library. 
Materials are arranged in order of the call mark.

■ My library
・ Confi rmation of loaned book · Extension of lending period · Request for photocopies and books 

from outside the university(InterLibrary loan (ILL) Services; Toyohashi City Library Book order 
request)· Student book purchase request can be done through the system.
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■電子資料の利用
・ 「電子ジャーナル」「電子ブック」「論文検索ユーティリティ」（文献情報検索関連データベース）の

項目をご利用ください。OPAC でも購入している電子資料が検索できます。TUT Link では，購入
分以外の無料の電子資料も含めて検索できます。一部資料は学外からも利用できます。学外からの
利用については図書館ホームページをご覧ください。

・下記の「電子資料の公正利用の注意」を守って利用してください。

電子資料の公正利用の注意
禁止事項 ・手動またはプログラムを利用して，短時間のうちに大量にダウンロードすること。
  ・個人の調査・研究以外の目的で利用すること。
  ・ダウンロードした記事を第三者へ複製・再配布すること。
  ・その他著作権を侵害する行為を行うこと。
このような行為（特に機械的及び網羅的ダウンロード）が認められた場合には，大学全体が
利用停止になります。十分注意してご利用ください。

VI-8．注意事項

☆　 学生証は，必ず本人が使用し，他人に貸したり他人から借りたりしないでください。1
枚の学生証を使い，複数で入館しないでください。

☆　 携帯電話は電源を切るかマナーモードなどで音を切り，図書館エリア内で通話はしない
でください。図書館 3 階では私語を慎んでください。その他のエリアも他の利用者の迷
惑になるような大声で話さないようにしてください。

☆　 2・3 階図書館エリア・1階情報ラウンジは密閉できるフタ付き容器の飲み物のみ可とし
ています。ワークステーションエリアは飲食禁止です。許可された以外の飲食物を持っ
ている時は鞄の中にしまうか，カウンターに預けてください。それ以外のエリアは飲み
物可，デッキでは食べ物も可です。

☆　 席を離れる際は貴重品は必ず携帯し，盗難にご注意ください。私物（かばんやパソコン
類など）を置いたまま，長時間席を離れないようにしてください。1 階にコイン式ロッ
カーがあります。

☆　 故意又は過失により設備，機器等を損傷し，又は資料を紛失もしくは損傷した場合は弁
償していただきます。ご注意ください。

☆　空調は 24 時間稼働しています。天窓を開けた場合は閉めてお帰りください。

【お問い合わせ】図書館1階カウンター，またはEmail:service@offi  ce.tut.ac.jp　　tel: 0532-44-6564 / 6565

★　 1 階に設置されているメタバース VR ラボ，テック交流スペースの利用については，各担当教員
にお問い合わせください。
・メタバース VR ラボ：3 系北崎教授（Email: mich@cs.tut.ac.jp）
・ テック交流スペース：次世代半導体・センサ科学研究所・3 系兼務垣内教授 
（Email:kakiuchi.yohei.sw@tut.jp）
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■ Using electronic materials
・ Please use the categories items of “Electronic Journals”, “Electronic books”, and “Search for 

articles” (databases related to academic information search).You can also search for electronic 
materials purchased via OPAC. From TUT Link, you can also search for free electronic materials 
apart from those purchased. Some materials can also be used from off -campus. Please refer to the 
library homepage for usage from off -campus.

・Please follow the “Precautions for fair use of electronic materials”

Precautions for fair use of electronic materials
Prohibitions
　・Massive downloading in short time manually or by using a program.
　・Use for any purpose other than academic research and education.
　・Reproduction and distribution to others.
　・The act of violating on the copyright law.
If any improper use happened (especially mechanical and exhaustive download) even it is a 
personal violation, the usage of whole university will be stopped as a penalty. Please use it 
with caution.

VI-8. Attention

☆　 Please use your own ID card. Do not lend your ID card or borrow another person’s ID 
card. Please pass through the gate one by one.

☆　 Switch off your mobile phone or turn it into silent mode. Do not make phone calls 
inside the library area. Please be quiet on the 3rd fl oor of the library. Even in other 
places, please do not speak loudly which will annoy to other users.

☆　 Only drinks in containers with lids that can be sealed are allowed at the 2nd and 
3rd library area and in the Information Lounge. No food or drink is allowed in the 
workstation area. If you are carrying food or beverages other than those permitted, 
please put them away in your bag or leave them at the counter. Beverages are allowed 
in all other areas, and food is allowed on the outside deck.

☆　 When you leave your seat, please carry your valuables and pay attention to theft. Do not 
leave your seat for a long time with personal items (bags, personal computers, etc.) placed.

☆　 If you damage any facilities or equipment by intention or negligence, or lose or damage 
the materials, you will be required to compensate. Please be careful.

☆　 Air conditioning is in operation. If you open the window, please close it when you go 
home for security reasons.

For details on each subject, please refer the library homepage.
[For inquiries]
The counter on the 1st fl oor of the library, or service@offi  ce.tut.ac.jp　tel: 0532-44-6564 / 6565

★　 Please contact each instructor regarding the use of the Metaverse VR Lab and Open 
Technology Space located on the 1st fl oor.
Metaverse VR Lab: Prof. Kitazaki, Dept. of Computer Science and Engineering
(Email:mich@cs.tut.ac.jp)
Open Technology Space: Prof. Kakiuchi, IRES²･Dept. of Computer Science and Engineering
(Email:kakiuchi.yohei.sw@tut.jp)
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VII．情報メディア基盤センター
情報メディア基盤センターは，演習やレポート作成などに利用できる教育用情報システム，研究用

の大規模な計算を行うことができるクラスタシステム，これらのシステムを利用するためのアカウン
ト情報を一元的に管理するユーザ認証基盤システム，およびキャンパスネットワークなどからなる大
学情報基盤を管理・運営して，教育と研究を総合的に支援しています。

VII-1．アカウントについて
VII-2．教育用情報システムの利用
VII-3．メールの利用
VII-4．キャンパスネットワークの利用
VII-5．包括ライセンスソフトウェアの利用
VII-6．研究用情報システムの利用
VII-7．ネットワーク利用上の注意
VII-8．その他

VII-1．アカウントについて
学内の情報システムおよびネットワークを利用するには，利用者を識別するためのアカウント（ア

カウント名とパスワード）が必要です。各自のアカウントは，入学時に配布した「ユーザ認証情報通
知書」を確認してください。アカウントは，利用者を識別するための非常に重要な情報ですから，絶
対に他人に教えてはいけません。

-  このアカウントで，教育用情報システム，メール，履修登録システム（「Ⅱ -16．WEB による履
修登録」を参照），研究用情報システム，ネットワークシステムなどが利用できます。

- アカウントの秘密を守るように注意してください。
 ⮚　アカウント（特にパスワード）は，他人に教えてはいけません。
 ⮚　他人にアカウントを貸してはいけません。他人のアカウントを借りてもいけません。
 ⮚　推測されにくいパスワードを使ってください。
 　　⯎パスワードには，アルファベット大文字・小文字，数字，記号を 3 種類以上混ぜてください。
 　　⯎12 文字以上の長さのパスワードを使ってください。
 　　⯎パスワードは個人設定ページ（https://imc.tut.ac.jp/confi g）で変更できます。
 ⮚自分のパスワードを，他人に盗み見られないようにしてください。
 ⮚パスワードを忘れた場合は，セルフパスワードリセット
 　（https://imc.tut.ac.jp/passwordreset）を行ってください。
 ⮚パスワードは，他のサービスへは絶対に使い回さないでください。

- アカウントの利用条件
 ⮚　計算機及びネットワーク利用に関するガイダンスを受講し，受講確認テストに合格してください。
 情報セキュリティについてのガイダンス（INFOSS 情報倫理コース）を受講してください。
  本ガイダンスの受講確認テストに合格するまで，履修登録システムにログインできず，履

修登録もできません。受講方法は，e-Learning システム Moodle（https://lms.imc.tut.
ac.jp）を参照してください。
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VII. Information and Media Center
The Information and Media Center manages and operates the education information system 

that can be used for learning, creating reports, etc., the cluster system that can be used to perform 
large-scale calculations for research, the user authentication system that centrally manages account 
information for using these systems, and the university information infrastructure that is composed 
such as of the campus network, and provides comprehensive assistance for education and research.

VII-1. Accounts
VII-2. Using the Education Information System
VII-3. Using Email
VII-4. Using the Campus Network
VII-5. Using Comprehensive Software Licenses
VII-6. Using the Research Information System
VII-7. Cautions When Using the Network
VII-8. Others

VII-1. Accounts
In order to use the information systems and networks within the university, it is necessary to 

have an account for identifying the user (account name and password). For your account details, 
check the “Account Information of Toyohashi University of Technology” that is distributed when 
you enrolled. Since accounts are extremely important information for identifying the user, do not 
allow anyone to access your account details under any circumstances.

-  The account allows you to use services such as the education information system, email, course 
registration system (see “II-16. Course Registration Via the Web”), research information system, 
and network systems.

- Take care to ensure the secrecy of your account.
 ⮚　Do not tell your account (and particularly your password) to anyone else.
 ⮚　Loaning your account to another person is forbidden. Borrowing accounts is also forbidden.
 ⮚　Use a password that is diffi  cult to guess.
 　　⯎ Your password must contain a mixture of upper and lower-case letters, numbers, and 

symbols.
-  You can change your password at the personal settings page (https://imc.tut.ac.jp/

confi g).
 ⮚　Do not allow anyone else to see your password.
 ⮚　 If you forget your password, please reset own yourselves from the quick menu “How to 

reset own password” on the IMC website.
 ⮚　Do not use the same password for other services under any circumstances.
- Account usage criteria
 ⮚　Please take the guidance about using computers. 
 ⮚　 Please also take the guidance of information security (INFOSS information ethics course).
 　　 You will not be able to login to the course registration system or register for 

courses until you have passed the test for this guidance. For details on how to 
take guidance, refer to the e-Learning system Moodle (https://lms.imc.tut.ac.jp/).
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VII-2．教育用情報システムの利用
情報メディア基盤センターが提供する教育用情報システムは，多数の演習用端末からなる教育用端

末システム，本学および他大学・高専と連携した教育を実施できる e-Learning システムからなりま
す。教育用端末システムは，以下の場所に設置されています。

- 情報メディア基盤センター
 ⮚　開館利用時間
 　　⯎平日 8:30 ～ 18:00　※土日祝日は閉館
 ⮚　端末設置場所
 　　⯎第 1 端末室
 　　⯎第 2 端末室
 　　⯎マルチメディア教室
- その他
 ⮚　端末設置場所
 　　⯎機械工学系実験実習工場
 ⮚　利用時間などについては，担当部局の指示にしたがってください。

端末室の利用方法は，情報メディア基盤センターのウェブページ（https://imc.tut.ac.jp/
Guide）を参照してください。

これらの一部端末室には，A3 または A4 のカラー・モノクロ印刷に対応した複合機が設
置されており，講義資料やレポートの印刷・スキャンに利用することができます。また，複合機では，
USB メモリに入った PDF ファイルを直接印刷できます。ただし，印刷枚数については，1 人あたり年
間 300 枚（モノクロ印刷の場合）までという上限が設定されています。上限を超えて印刷する必要が
ある場合は，「印刷利用枚数の拡大申込書」の提出が必要となります。印刷枚数の上限，提出方法等
は，情報メディア基盤センターのウェブページ（https://imc.tut.ac.jp/Guide）でご確認ください。
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VII-2. Using the Education Information System
The education information system provided by the Information and Media Center consists of an 

education terminal system made up of several learning terminals and an e-Learning system that 
can perform education linking our university with other universities and technical colleges. The 
education terminal system is located in the following location.

- Information and Media Center
 ⮚　Opening hours
 From Monday to Friday 8:30 to 18:00  ※ Closed on weekends and holidays
 ⮚　Location
 　　⯎Computer Room1 
 　　⯎Computer Room2 
 　　⯎Multimedia Classroom 
- Other
 ⮚　Location
 　　⯎Mechanical Engineering Experimental Technology

For details on how to use the terminal rooms, refer to the Information and Media 
Center website (https://imc.tut.ac.jp/en/Guide).

These terminal rooms are equipped with MFPs (multifunctional peripherals) that support A3 or 
A4 color and monochrome printing, and can be used for printing and scanning lecture material and 
reports. Furthermore, you can also directly print PDF fi les contained on a USB fl ash drive from 
the MFPs. However, you have an upper limit for the number of pages you can print in a year. If 
you want to print beyond the upper limit, you must submit “Application Form for Expanding the 
Number of Prints” to IMC offi  ce. For further details, please visit the website of Information Media 
Center (https://imc.tut.ac.jp/en/Guide).



-117--117-

VII-3．メールの利用
情報メディア基盤センターは，教職員と学生が利用できるメールシステムを提供しています。
メールアドレス： surname（.middle name）.givenname.**@tut.jp
メールサーバ： https://gmail.com 
メールボックス容量： 制限なし
詳しい利用方法は，情報メディア基盤センターのウェブページ（https://imc.tut.ac.jp/

mail/index）を参照してください。このアドレス宛のメールは，スマートフォンから直接
受信できます。

教務関連の情報はこのアドレス宛に送信されるので，必ず設定して下さい。
設定方法は https://imc.tut.ac.jp/mail/gmail-app を参照して下さい。

VII-4．キャンパスネットワークの利用
本学のキャンパスには，学術利用を目的とする高度なキャンパスネットワークが整備されています。キ

ャンパスネットワークは，学術情報ネットワーク（SINET）を通じて，インターネットに接続されています。
学内では，ほぼ全域で無線 LAN を利用することができます。利用方法については，情

報メディア基盤センターのウェブページ（https://imc.tut.ac.jp/network/wlan）を参照し
てください。

学内キャンパスネットワークからしかアクセスできないサーバなどを，学外のネットワー
ク（学生寮を含む）から利用する際に便利な VPN サービスを提供しています。設定方法は，
情報メディア基盤センターのウェブページ（https://imc.tut.ac.jp/network/vpn）を参照して
ください。

VII-5．包括ライセンスソフトウェアの利用
本学の学生は，以下のソフトウェアを無償で利用することができます。利用資格，インストール方

法，利用方法などの詳細は，必ず情報メディア基盤センターのウェブページをよく確認してください。
卒業や退学などの理由で本学の学生ではなくなった場合は，これらのソフトウェアをアンインストー
ルする必要（一部例外を除きます）がありますので，よく注意してください。

- Microsoft 包括ライセンスプログラム
 ⮚　 詳しくは，情報メディア基盤センターのウェブページ（https://imc.tut.ac.jp/MicrosoftLicense）

を参照
 ⮚　提供ソフトウェア
 　　⯎Microsoft Offi  ce（Windows/macOS/iOS/Android）
 　　⯎Microsoft Windows（アップグレードライセンス）
- Microsoft Azure Dev Tools for Teaching
 ⮚　 詳しくは，情報メディア基盤センターのウェブページ（https://imc.tut.ac.jp/

Microsoftlicense/AzureDevTeaching）を参照
 ⮚　提供ソフトウェア
 　　⯎Windows Client/Windows Server（教育研究目的の利用に限る）
 　　⯎Visual Studio 
 　　⯎Visio
 　　⯎その他
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VII-3. Using Email
The Information and Media Center provides an email system that can be used by faculty 

members and students.
Email address: surname (.middle name). givenname.**@tut.jp
Email server: https://gmail.com
Mailbox Capacity: unlimited
For details on how to use it, refer to the Information and Media Center website 

(https://imc.tut.ac.jp/mail/index). 
You can receive messages addressed to this email address with your smartphone directly.

Because important notifi cations related to education, etc. will be sent to this address, we strongly 
recommend you to set up your smartphone so. Please refer https://imc.tut.ac.jp/en/mail/
gmail-app for the setup procedure.

VII-4. Using the Campus Network
The campus of our university is equipped with an advanced campus network for academic use. 

The campus network is connected to the Internet via the Science Information Network (SINET).
On campus, wireless LAN also can be used almost everywhere. For details on how to use it, refer 

to the Information and Media Center website (https://imc.tut.ac.jp/en/network/wlan). 
We provide a VPN service useful for accessing services that can only be accessed 

from the on-campus network from an off -campus network (student dormitory, etc.). For 
details on how to set it up, refer to the Information and Media Center website (https://
imc.tut.ac.jp/en/network/vpn).

VII-5. Using Comprehensive Software Licenses
Every student is able to use the following software free of charge. You must thoroughly check 

the Information and Media Center website for details such as usage criteria, installation methods, 
and usage methods. Take care because if you stop being a student of the university for reasons such 
as graduation or withdrawing from the university, this software needs to be uninstalled (there are 
some exceptions).

- Microsoft comprehensive license program
 ⮚　 Refer to the Information and Media Center website （https://imc.tut.ac.jp/en/

MicrosoftLicense）for details.
 ⮚　Provided software
 　　⯎Microsoft Offi  ce（Windows/macOS/iOS/Android）
 　　⯎Microsoft Windows (Upgrade license)
- Microsoft Azure Dev Tools for Teaching Microsoft Imagine
 ⮚　 Refer to the Information and Media Center website （https://imc.tut.ac.jp/en/

Microsoftlicense/AzureDevTeaching） for details.
 ⮚　Provided software
 　　⯎Windows Client/Windows Server (Limited to uses for educational and research purposes)
 　　⯎Visual Studio
 　　⯎Visio
 　　⯎And others
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- アンチウイルスソフト
 ⮚　 詳しくは，情報メディア基盤センターのウェブページ（https://imc.tut.ac.jp/network/antivirus）

を参照
 ⮚　提供ソフトウェア
 　　⯎WithSecure キャンパスライセンス

VII-6．研究用情報システムの利用
情報メディア基盤センターは，大規模なシミュレーション計算を行うための研究用クラスタシステ

ムと，研究用端末を提供しています。研究用クラスタシステムは，Infi niBand により高速に結合され
た多数の演算ノードからなる x86-64 アーキテクチャのクラスタシステムです。システムソフトウェア
としては，並列計算に対応したコンパイラ，科学技術計算ライブラリ，および線形・非線形構造解析，
計算流体力学などの商用応用ソフトウェアを用意しています。

これらの研究用情報システムの利用方法ついては，情報メディア基盤センターのウェブ
ページ（https://imc.tut.ac.jp/research/index）を参照してください。

VII-7．ネットワーク利用上の注意
キャンパスネットワークを用いた行為は，個人の環境とは異なり，学外からは大学が行ったことに

見えます。また，インターネットには悪意を持った人も多くいます。利用の際の心構えとして，自分
が被害に遭わない，他人に迷惑をかけないようにしましょう。

- セキュリティ対策は万全に！
インターネット上では，様々な不正プログラムが流通しています。不正プログラムの目的とし

ては，システムの破壊，データの改竄，重要情報の詐取（クレジットカード番号やキャッシュカ
ード番号，暗証番号，パスワードなど），迷惑メールの中継送信サーバとしての悪用，他システ
ムを攻撃する際の踏台にする，などがあります。多くの不正プログラムは，正規プログラムのセ
キュリティホールを利用しています。

パーソナルコンピュータを学内ネットワークに接続する場合は，最新のセキュリティフィック
スを適用し，かつ，アンチウィルスソフトウェアをインストールしてください。情報メディア基
盤センターでも，アンチウィルスソフトウェアを提供しています。

- フィッシングにひっかからない！
金融機関などからの正規のメールを装い，偽装したウェブサイトへ誘導し，クレジットカード

番号や口座の暗証番号などを搾取する手口です。メールの送り主を詐称して，ちょっとだけ違う
ドメイン名を使ったりします。
（正）www.shinseibank.com
（偽）www.shinsei-bank.com

中には本物の Web サイトに誘導し，ポップアップだけ偽装する巧妙なものもあります。金融機
関が，カード番号や暗証番号などの重要情報をメールで確認することはありません。
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- Anti-virus software
 ⮚　 Refer t o the Information and Media Center website (https://imc.tut.ac.jp/en/

network/antivirus） for details.
 ⮚　Provided Software
 　　⯎WithSecure Campus License

VII-6. Using the Research Information System
The Information and Media Center provides a cluster system for research for performing large-

scale simulations and terminals for research. The research cluster system is an x86-64 architecture 
cluster system consisting of many computation nodes connected at high speed by InfiniBand. 
Commercial application software such as compilers that support parallel calculations, science and 
technology computation libraries, linear and non-linear structural analysis, and computational fluid 
dynamics are provided as system software.

For details on how to use these research information systems, refer to the Information 
and Media Center website (https://imc.tut.ac.jp/en/research/index).

VII-7. Cautions When Using the Network
Not like in a personal environment, actions performed using the campus network will appear as if 

the actions were performed by the university from outside. Furthermore, there are many malicious 
people on the Internet. When using the Internet, be careful not to suff er damage and not to bother 
other people.

- Make sure all security measures are taken!
There are a variety of malicious programs circulating the Internet. The aims of these 

malicious programs include damaging systems, data falsification, stealing sensitive information 
(credit card numbers, cash card numbers, PIN numbers, passwords, etc.), malicious use as a 
relay transmission server for spam mail and as a staging platform for attacks on other systems. 
Many malicious programs use security holes in legitimate programs.

When connecting your personal computer to the campus network, apply the latest security 
patches and install anti-virus software. The Information and Media Center also provides anti-
virus software.

- Do not fall for phishing!
An email purporting to be an official email from a financial institution, etc., can lead the 

victim to a disguised website and steal the victim’s credit card number or bank account PIN 
code, etc. The email sender can be impersonated by using a domain name slightly different 
from the correct one.

Correct: www.shinseibank.com
Disguised: www.shinsei-bank.com

Some phishing methods are sophisticated. They lead the victim to an authentic website but 
disguise only a popup window. Financial institutions never check important information such as 
credit card numbers and PIN numbers by email.
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-  ウェブで，個人情報（クレジットカード番号や暗証番号など）を入力する場合は，暗号化されて
いることを確認！

URL が https:// で始まっていること，ウェブブラウザに鍵マークが表示されていること，の 2
点を必ず確認してください。証明書の受け入れを求めてくるサイトは怪しいので，絶対に受け入
れないようにしてください。

- ファイル交換ソフト（P2P）は使わない！
Winny，Share，BitTorrent などの P2P ソフトウェアを利用して，著作権があるデータ（有料

ソフトウェア，映画，音楽，ゲームなど）を不正ダウンロードする事態を避けるため，本学では，
キャンパスネットワークでの P2P ソフトウェアの利用を禁止しています。

- SNS（X（旧 Twitter）や Facebook など）やウェブ掲示板（2ch など）の書き込みは慎重に！
キャンパスネットワークを通じて SNS やウェブ掲示板に書き込むと，学外からは，大学関係

者による書き込みであるように見えます。仲間だけしか見ていないと油断して不適切な発言を書
き込まないように，大学生としての品位を保つように注意してください。

- ログの記録
トラフィック状況やログイン履歴などは記録されています。何か事故があった場合には，事後

であっても，解析・追跡できるようになっています。やっていないことの証明にもなります。

VII-8．その他
-  情報メディア基盤センターを利用するときは，以下の注意点を守ってください。違反する場合は

アカウントを停止することがあります。
 ⮚　玄関で靴をスリッパに履き替えます。整理整頓を心掛けてください。
 ⮚　 教室では飲食をしない，居眠りをしない，ゲームや動画視聴をしないなど，他の利用者の邪

魔にならないようマナーを守り，静かに教育目的の利用をしてください。
- 問い合わせ先
 ⮚　利用に関する技術的なこと：supports@imc.tut.ac.jp
 ⮚　利用に関する事務的なこと：内線 6639　（事務室） 　offi  ce@imc.tut.ac.jp
 ⮚　ウェブページ：https://imc.tut.ac.jp/
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-  When entering personal information (such as credit card numbers and PIN numbers) on the 
web, check that it is encrypted!

Always check the two points that the URL begins with https:// and that a lock icon is 
displayed in the web browser. Sites that prompt the user to accept a certificate are suspicious 
and should never be accepted.

- Do not use file-sharing (P2P) software!
In order to avoid illegal downloading of copyright data (commercial software, videos, music, 

games, etc.) by using P2P software such as Winny, Share, and BitTorrent, our university 
prohibits the usage of P2P software on the campus network.

- Be careful when posting on SNS (X (formerly Twitter), Facebook, etc.) and web forums (2ch, 
etc.)!

If you post to SNS or web forums via the campus network, it will appear as if the post was 
made by someone connected to the university from outside. Take care to maintain your dignity 
as a university student by not posting inappropriate comments that should only be viewed 
among friends.

- Recorded logs
Traffi  c conditions and log-in history are recorded. This makes it possible to analyze and trace 

when some kind of incident occurs, even after the incident. They can also verify that you have 
not caused any trouble.

VII-8. Others
-  When using the Information and Media Center, adhere to the following cautions. If you violate 

any of these, your account may be suspended.
 ⮚　At the entrance, change out of your shoes into slippers. Stay clean and tidy.
 ⮚　 In the classroom, adhere to manners such as not sleeping, not playing games, not watching 

videos, etc. in order not to cause problems for other users, and use quietly for educational 
purposes.

- Inquiry
 ⮚　Technical issues related to usage:  supports@imc.tut.ac.jp
 ⮚　 Administrative issues related to usage: Extension 6639 (admin offi  ce) offi  ce@imc.tut.ac.jp
 ⮚　Website: https://imc.tut.ac.jp/en/
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Ⅷ．国際交流

Ⅷ - 1．海外危機管理 ･海外渡航届
近年，国際交流の進展とともに学生の皆さんの海外での活動機会がより多くなってきています。海

外での留学・研修は実に多くの成果をもたらしますが，それと同時に多くの危険にも遭遇しうること
も忘れないでください。海外へ渡航する際には，報道及び渡航先最寄りの日本大使館・総領事館から
最新の情報を入手するとともに，外務省が実施している渡航登録サービス（たびレジ，在留届）へ必
ず登録してください。また，本学では，渡航先で災害 ･ 事件 ･ 事故等があった場合の学生の安否確認
を行う目的で「海外渡航届」の提出を義務づけています。海外渡航が決定した場合には，下記のウェ
ブサイトを参照の上，「海外渡航届」を必ず提出してください。

https://student.offi  ce.tut.ac.jp/international/travel-notifi cation/

Ⅷ - 2．学生の海外留学 ･国際交流プログラム
本学では，「国際的視野をもった技術者 ･ 研究者の育成」を目標の一つとして，活発的な国際交流

活動を進めています。参加費用の援助を受けられる場合もありますので，下記のプログラム ･ 制度を
積極的に活用してください。

なお，最新の海外留学・国際交流プログラムについての情報は，tut global ホームページ
等に掲載する他，一部は教務情報システムや E メールでも配信しています。

国際交流・留学（tut global ／留学情報）https://www.tut.ac.jp/international/
下記のプログラムに興味 ･関心のある場合は，早めに教務課連携教育支援係，教務課教育企画係，学

生課留学生支援係までご相談ください。海外実務訓練等に関する情報は教務課連携教育支援係，ダブル
ディグリープログラムは教務課教育企画係，交換留学や短期海外派遣は学生課留学生支援係にお問合せ
ください。

なお，プログラム内容および相談先は変更される場合がありますので注意してください。

（1）本学の主な海外留学 ･研修プログラム
事業名 対象 内容

海外研修等特別
支援制度に基づ
く短期派遣，羽
ばたけ！ TUT
プログラム

全学年 学生交流・企業視察・現地大学訪問・歴史文化施設視察等，多彩
な活動を体験できるプログラム。

（派遣例）
・ニューヨーク研修　・シリコンバレー研修
・交流協定校への派遣

交流協定校によ
る短期プログラム

各種プログラム
による

海外の交流協定校が主催する短期プログラム。

交流協定校との
交換留学

受入大学による 海外の交流協定校で，1 ～ 2 学期の間，科目履修・研究を行うプ
ログラム。

単位取得型　
シームレス交換
留学派遣

博士前期課程・
博士後期課程

指定の交流協定校にて 1 ～ 2 学期の間，科目履修・研究指導等の
教育を受けるプログラム。奨学金有り。
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VIII. International Exchange

VIII-1. International Crisis Management and Report of Temporary Leave
In recent years, opportunities for activities overseas for students has grown as international 

exchange has spread. Although study and training abroad provide many real benefi ts, do not forget 
that at the same time they also come with risks. When traveling overseas, get the latest information 
from the news or the nearest Japanese embassy or consulate general at your travel destination, 
and always register with the travel registration services (Travel Registry, Overseas Residential 
Registration) operated by the Ministry of Foreign Aff airs. Moreover, it is your duty to submit a “Report 
of Temporary Leave” for the purpose of checking that students are safe if there is a disaster, incident, 
etc. at your travel destination. If you have decided on international travel, you must submit a “Report 
of Temporary Leave” on line: https://student.offi  ce.tut.ac.jp/international/travel-notifi cation/

VIII-2. Student International Study and International Exchange Programs
Our university actively promotes international exchange activities, with “cultivating engineers 

and researchers who have an international perspective” as one of the goals. Since assistance for 
participation costs may also be available, make sure to actively use the following programs and 
systems.

Note that information about the latest international study and international exchange programs 
is posted on the university websites such as “TUT global” , and some is also distributed by the 
KYOMU JOHO SYSTEM and/or email.

International Relations (tut global: study abroad portal site)
https://www.tut.ac.jp/english/international/
If you are interested in the following programs, contact Global Engagement Center 

or the Educational Affairs Division or the International Student Section as early as possible. 
Information about overseas internships is also provided by the Educational Aff airs Division.

Also, please be aware that programs and contact information may change.

(1) Main international study and training programs of the university
Project name Qualifi ed Applicant Details

“TUT Leap 
Forward to the 
World (Habatake 
TUT)” Programs

both 
undergraduate 
and graduate 

students

Short-term study abroad programs that allow students to experience a wide 
range of activities, including student exchanges, campus tours, company 
visits, historical tours, and short internships.

Short term programs 
at partner universities

varies depending 
on the programs

Short-term programs organized by TUT partner universities abroad.

Student Exchange 
Programs

varies depending 
on the hosting 
universities

Non-degree seeking, study abroad opportunities to take classes and/or 
engage in research as an exchange student for one ‒ two semesters at a 
TUT partner universities.

“Seamless” Student 
Exchange Program

graduate 
students

Non-degree study abroad opportunities to take classes and/or engage in 
research as an exchange student for one ‒ two semesters at designated 
TUT partner universities.
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ダブルディグリー・
プログラム

■博士前期課程
・機械工学専攻
　 シュトゥットガルト

大学
・ 情報・知能工学
専攻

　東フィンランド大学
　バンドン工科大学
■博士後期課程
・情報・知能工学専攻
　東フィンランド大学

本学の博士前期課程又は後期課程に入学と同時に，海外の大学院
の修士・博士課程に入学し，それぞれの大学にて 1 年以上の教育・
研修指導を受け，修了要件を満たした場合，両大学院の学位を取
得できるプログラム。

近未来クロスリ
アリティ技術を
牽引する光イ
メージング情報
学国際修士プロ
グラム（IMLEX 
プログラム）

博士前期課程
情報・知能工

学専攻

日本と EU の 3 大学（東フィンランド大学（フィンランド），ルー
ヴェン・カトリック大学（ベルギー），サンテティエンヌ・ジャ
ン・モネ大学（フランス））との共同修士課程プログラム。
本学博士前期課程に入学後，9 月より 1 年間 EU の大学の修士課
程を履修し，その後本学にて半年履修後，修士論文の執筆を行う
2 年半のプログラム。
3 か国を歴訪し，複数の学位取得を目指します。

実務訓練（海外） 学部 4 年次 学部 4 年次の実務訓練の海外での実施。
課題解決型長期
実務訓練

学部 4 年次
（博士前期課程

進学予定者）

学部 4 年次 1 月～博士前期課程 1 年次 6 月初旬の約 5 か月の長期
にわたって行う専門性の高い実務訓練。

グローバルキャ
リア開発実習

博士前期課程 海外でのキャリア実習

（2）学内外の海外留学支援制度
学内の奨学金

奨学金名 支援対象
海外実務訓練等支援奨学金 実務訓練，グローバルキャリア開発実習
豊橋技術科学大学海外研修生制度 実務訓練，グローバルキャリア開発実習
海外研修等特別支援制度 羽ばたけ TUT 海外研修プログラム

学外の奨学金
官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム～
日本政府／外国政府機関による奨学金
日本／外国の地方自治体による奨学金
日本／外国の民間財団による奨学金
留学先の奨学金制度

※支援対象は変更になる可能性があります。最新の情報を入手するようにしましょう。

日本学生支援機構 HP「海外留学のための奨学金」
https://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_search/
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D o u b l e  d e g r e e 
programs

■Master’s program
・ Department of Mechanical 

Engineering
　University of Stuttgart
・ Department of Computer 

Science and Engineering
　 University of Eastern 

Finland
　 Bandung Institute of 

Technology
■Doctoral programs
・ Department of Computer 

Science and Engineering
　 University of Eastern 

Finland

This is a program where students who enroll in either a Master’s or 
Doctoral program are simultaneously enrolled in the partner university. 
Students who satisfy the graduation requirements will receive a degree from 
both universities.

International Master 
of Science Program 
i n  Imag i ng  a nd 
Light in Extended 
Rea l i t y  ( IMLEX 
program)

Master’s program
Department of 

Computer Science 
and Engineering

Japan-EU joint master’s program. It is implemented by 4 universities, 
University of Eastern Finland and Toyohashi University of Technology (Japan), 
University Jean Monnet Saint-Etienne (France) and KU Leuven (Belgium)
After you are enrolled in TUT, the program starts in September. You will 
study overseas for a year. Then you come back to TUT and take a master’s 
course for six months and master thesis research follows. It is a two and half 
year program aiming at receiving EU Joint-degree and TUT degree.

Internship fourth year 
undergraduate

Perform fourth year undergraduate Internship overseas.

P r o j e c t - b a s e d 
internship

fourth year 
undergraduate

(for students planning 
to continue to a 

Master’s program)

A highly specialized long-term internship lasting 5 months from January of 
the Fourth year until the beginning of June in the fi rst year of the Master’s 
program.

Internship in Foreign 
Countries

Master’s program Overseas internship

(2)  International study assistance systems inside and outside the university
scholarships inside the university

Scholarship name Provides assistance for
Internship assistance scholarship Internship, internship in foreign countries
Toyohashi University of Technology 
overseas training system 

Internship, internship in foreign countries

Toyohashi University of Technology-
Sponsored Short-Term Study Abroad 
Scholarship Programs

“TUT Leap Forward to the World (Habatake TUT)” Programs

Scholarships outside the university
Japan Public-Private Partnership Student Study Abroad Program - TOBITATE! Young Ambassador 
Program
Scholarships from Japanese and foreign government agencies 
Scholarships from local municipalities in Japan and other countries
Scholarships from Japanese and international private foundations
The scholarship system at the study destination

*  The areas that scholarships provide assistance for can change. Please make sure to obtain the 
most up-to-date information.

Japan Student Services Organization homepage “Scholarships for studying abroad”
https://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_search/





Ⅸ 

学
内
諸
規
則

Ⅸ　学内諸規則
（２０２５年３月１日現在）

最新の規則は大学公式ホームページ（http://www.tut.ac.jp/gakusoku/）に載っています。

1．学則
2．学生規則
3．学生規則第 7条に規定する学生団体の設立及び更新の承認に係る基本方針
4．学生表彰規程
5．学生表彰実施細則
6．学生の文書等の掲示及び配布に関する取扱要領
7．体育施設使用規程
8．課外活動施設夜間照明設備使用要領
9．課外活動共用施設規程
10．課外活動共用施設「課外活動集会棟」の運用について
11．課外活動用具貸出要領
12．入学料免除及び徴収猶予取扱規程
13．授業料等の免除及び徴収猶予取扱規程
14．豊橋奨学金規則
15．豊橋奨学金細則
16．学部，博士前期課程に係る優秀学生経済的支援制度に関する規程
17．学生宿舎規程
18．グローバルアセンブリールーム内集会室の使用方法・使用心得
19．国際交流会館規程
20．国際交流会館細則
21．福利厚生施設の多目的室使用要領
22．学生交流会館使用心得
23．附属図書館利用規程
24．附属図書館特別利用要項
25．職業紹介業務運営規程
26．学生の懲戒に関する規程
27．構内交通規制に関する内規
28．学生の構内における車両の登録，通行及び駐車等に関する定め
29．ハラスメントの防止等に関する規程
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　1．豊橋技術科学大学学則 
（昭和 53 年 4 月 1 日制定）

目次
　第 1 章　総則
　　第 1 節　目的及び自己評価等（第 1 条～第 1 条の 4）
　　第 2 節　組織（第 2 条～第 7 条）
　　第 3 節　職員の種類等（第 8 条～第 9 条）
　　第 4 節　運営組織（第 10 条・第 11 条）
　　第 5 節　学年，学期及び休業日（第 12 条～第 14 条）
　第 2 章　学部
　　第 1 節　修業年限等（第 15 条・第 16 条）
　　第 2 節　入学（第 17 条～第 23 条）
　　第 3 節　教育課程及び履修方法等（第 24 条～第 29 条の 3）
　　第 4 節　卒業及び学位授与（第 30 条・第 31 条）
　　第 5 節　休学，転学，留学及び退学（第 32 条～第 38 条）
　第 3 章　大学院
　　第 1 節　修業年限等（第 39 条・第 40 条）
　　第 2 節　入学等（第 41 条～第 44 条）
　　第 3 節　教育課程及び履修方法等（第 45 条～第 49 条の 7）
　　第 4 節　課程の修了及び学位授与（第 50 条・第 51 条）
　　第 5 節　休学，留学，転学及び退学等（第 52 条～第 55 条）
　第 4 章　通則
　　第 1 節　賞罰（第 56 条・第 57 条）
　　第 2 節　学生宿舎（第 58 条）
　　第 3 節　 検定料，入学料，授業料及び寄宿料（第 59 条～第

61 条）
　　第 4 節　 科目等履修生，研究生，外国人留学生等（第 62 条～

第 66 条）
　　第 5 節　公開講座（第 67 条）
　　第 6 節　特別の課程（第 68 条）
　　第 7 節　学則の改廃（第 69 条）
　　　附　則

　　　第 1 章　総則
　　　　第 1 節　目的及び自己評価等
　（目的）
第 1 条　豊橋技術科学大学（以下 ｢本学｣ という。）は，教育基本

法（平成 18 年法律第 120 号）及び学校教育法（昭和 22 年法律
第 26 号）に基づき，実践的，創造的かつ指導的技術者・研究者
を育成するとともに，次代を切り拓く技術科学の研究を推進す
ること，さらに社会的多様性を尊重し，地域社会との連携を強
化することを目的とする。

　（自己評価等）
第 1 条の 2　本学は，その教育研究水準の向上を図り，前条の目

的及び社会的使命を達成するため，本学における教育研究活動
等の状況について自ら点検及び評価を行い，その結果を公表す
るものとする。

2 　前項の点検及び評価の項目及び体制に関し必要な事項は，別
に定める。

3 　第 1 項の点検及び評価の結果について，本学以外の者による
検証を行うものとする。

4 　前項の他，本学の教育研究活動等の総合的な状況について，
学校教育法等の規定に基づき認証評価を受けるものとする。

　（教育研究等の状況の公表）
第 1 条の 3　本学は，教育及び研究並びに組織及び運営の状況を

公表するものとする。
　（卒業認定及び学位授与に関する方針等）
第 1 条の 4　本学は，前条の目的を踏まえて，本学及び学部にお

いて，次の各号に掲げる方針を定め，公表するものとする。
（1）卒業又は修了の認定及び学位授与に関する方針
（2）教育課程の編成及び実施に関する方針
（3）入学者の受入れに関する方針

　　　　第 2 節　組織
　（学部，課程，目的及び収容定員）
第 2 条　本学に，工学部を置く。

2 　工学部に次の課程を置く。
課　程　名 目　　　　　的

機械工学課程
　

　機械工学課程では，機械工学の基盤となる力
学，制御，システム工学，材料工学，生産加工，
エネルギー変換学等の諸学問について基礎的知
識を有し，それらの知識を生産技術（ものづく
り）に展開できる意欲と能力を持った実践的・
創造的・指導的能力を備えた技術者，持続的発
展可能型社会に貢献できる挑戦的技術者を養成
する。

電気・電子情報
工学課程
　

　電気・電子情報工学課程では，電気・電子工
学分野の発展を支える電子電気材料やエネルギ
ーシステムなどの基盤技術分野や，集積化した
電子デバイスやセンサー分野，無線通信システ
ムや情報ネットワークなどの情報通信技術分野
で活躍できる実践的・創造的・指導的能力を備
えた技術者，持続的発展可能型社会に貢献でき
る挑戦的技術者を養成する。

情報・知能工学
課程
　

　情報・知能工学課程では，次世代の高度・大
規模情報システムを構築するための技術及び人
間の知能処理のメカニズムと応用などの技術を
修得し，指導的・先導的に企画・設計・開発・
保守管理まで，基礎技術に裏付けされた，あら
ゆる産業分野において先端情報システムのアイ
デアの創造から情報システム構築・運営までを
担うことのできる実践的・創造的・指導的能力
を備えた技術者，持続的発展可能型社会に貢献
できる挑戦的技術者を養成する。

応用化学・生命
工学課程
　

　応用化学・ 生命工学課程では， 物質科学及び
生命科学分野に関する基礎的知識を持ち，それ
らの知識を専門として深めることにより，次世
代を支える技術として展開できる意欲と能力を
持った実践的・創造的・指導的能力を備えた技
術者，持続的発展可能型社会に貢献できる挑戦
的技術者を養成する。

建築・都市シス
テム学課程
　

　建築・都市システム学課程では，都市・地域
の建築・社会基盤施設及びそれらをとりまく環
境を，将来を見据えてデザインするとともに，
それらをシステムとしてマネジメントするため
の能力を有する実践的技術者の養成を目指す。
そのために，建築分野と社会基盤分野の専門技
術をバランスよく修得し，人文・社会科学的な
知識も備え，それらを社会問題の解決に応用で
きる実践的・創造的・指導的能力を備えた技術
者，持続的発展可能型社会に貢献できる挑戦的
技術者を養成する。

3 　工学部の収容定員は，次のとおりとする。
課　程　名 第1年次の入学定員 第3年次の入学定員 総　定　員

機械工学課程 　 20 人 　　 95 人 　　　 270 人
電気・電子情報工学課程 15 　80 　　220
情報・知能工学課程 15 　80 　　220
応用化学・生命工学課程 20 　55 　　190
建築・都市システム学課程 10 　50 　　140

計 80 360 1,040
　（大学院）
第 3 条　本学に，大学院を置く。
　（工学研究科及び課程）
第 4 条　大学院に，工学研究科を置き，博士課程とする。
2 　博士課程は，これを前期 2 年及び後期 3 年の課程に区分し，
前期 2 年の課程は，これを修士課程として取扱う。

3 　この学則において，前項の前期 2 年の課程は「博士前期課程」
といい，後期 3 年の課程は「博士後期課程」という。
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　（課程及び専攻の目的）
第 4 条の 2　博士前期課程は，学部と一貫した体系のもとに，高

度の技術開発を主眼として，学際的な協力を基盤に教育研究を
行うことを目的とする。

2 　博士前期課程に，次の専攻を置く。
専　攻　名 目　　　　　的

機械工学専攻 　機械工学専攻では，機械工学に関する専門的
知識を有し，それら個別の知識・技術を統合化
させ，先進なものづくりや独創的な機械・装置・
システムの開発・設計に応用し得る実践的な能
力に加え，グローバル社会において必要な，海
外インターンシップ，MOT コース，コミュニ
ケーション能力養成講座，さらに，技術移転・
特許など知財能力を養成するマネジメント講座
を用意し，実践的・創造的・指導的能力を備え
た国際的に活躍できる上級技術者・研究者，持
続的発展可能型社会に貢献できる挑戦的技術者・
研究者を養成する。

電気・電子情報
工学専攻

　電気・電子情報工学専攻では，学部での基礎
教育を踏まえ，らせん型一貫教育の下，電気・
電子工学分野の発展を支える材料・プロセス，
エネルギーシステム，集積デバイス及び情報通
信システムなどの技術分野に精通し，実践的・
創造的・指導的能力に加え，高度技術開発能力
を備えた国際的に活躍できる上級技術者・研究
者，持続的発展可能型社会に貢献できる挑戦的
技術者・研究者を養成する。

情報・知能工学
専攻

　情報・知能工学専攻では，情報・知能工学に
関する網羅的かつ専門的知識を有し，それらを
先進的な基礎技術，並びに応用システム構築に
関する高度な技術開発・設計を行うことのでき
る実践的・創造的・指導的能力を備えた国際的
に活躍できる上級技術者・研究者，持続的発展
可能型社会に貢献できる挑戦的技術者・研究者
を養成する。

応用化学・生命
工学専攻

　応用化学・生命工学専攻では，物質科学及び
生命科学分野に関する専門的知識並びにその周
辺分野についての幅広い学識を有し，実践的・
創造的・指導的能力を備えた国際的に活躍でき
る上級技術者・研究者，持続的発展可能型社会
に貢献できる挑戦的技術者・研究者を養成する。

建築・都市シス
テム学専攻

　建築・都市システム学専攻では，都市・地域
の建築・社会基盤施設及びそれらをとりまく環
境を，将来を見据えてデザインするとともに，
それらをシステムとしてマネジメントするため
の高度な能力を有する実践的・創造的・指導的
能力を備えた国際的に活躍できる上級技術者・
研究者，持続的発展可能型社会に貢献できる挑
戦的技術者・研究者を養成する。

3 　博士後期課程は，専攻分野について，研究者として自立して
先導的技術科学の研究活動を行い，又はその他の高度に専門的
な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる
豊かな学識を養うことを目的とする。

4 　博士後期課程に，次の専攻を置く。
専　攻　名 目　　　　　的

機械工学専攻 　機械工学専攻では，機械工学に関する最先端
の高度な専門知識と研究開発能力を有し，それ
らを安全で快適な社会の維持・発展に役立つ機
械システムとして構築できるシステムインテグ
レーション能力をもった技術者・研究者を養成
する。さらに，国際舞台で活躍できる十分なコ
ミュニケーション能力をもち，世界に対して，
高いレベルの研究成果を公表・発信するととも
に，国際的共同・連携研究で活躍できる高度上
級技術者・研究者を養成する。

電気・電子情報
工学専攻

　電気・電子情報工学専攻では，電気・電子情
報工学分野の発展を支える電子電気材料やエネ
ルギーシステムなどの基盤技術分野や，集積化
した電子デバイスやセンサー分野，無線通信シ
ステムや情報ネットワークなどの情報通信技術
分野に精通し，高度な研究・開発能力及びその
基礎となる豊かな学識を備えた，電気・電子情
報工学分野の新しい時代を切り拓く研究者，技
術者の養成を目的とし，博士前期課程に直結し，
技術に極めて強い国際的なリーダーとして活躍
できる高度上級技術者・研究者を養成する。

情報・知能工学
専攻

　情報・知能工学専攻では，情報・知能工学分
野に関する広範囲にわたる最先端の高度な専門
知識と研究開発能力，及びその基礎となる豊か
な学識を備え，グローバルな視点で本専攻の目
的に記述した分野での新しい時代を切り拓く創
造的研究者・指導的技術者を養成する。そのた
め，博士前期課程に含まれる 2 つのコースで技
術的に専門性を極めたのち，博士後期課程では
さらに国際的な視点と独創性を兼ね備え，リー
ダーシップを発揮できる高度上級技術者・研究
者を養成する。

応用化学・生命
工学専攻

　応用化学・生命工学専攻では，物質科学及び
生命科学に関する専門知識と研究・開発能力及
び周辺分野についての幅広い学識を備え，今後
の持続的発展可能型社会の構築に求められる先
導的な技術開発や応用化学・生命工学分野にお
ける研究の最前線において国際的に活躍できる
高度上級技術者・研究者を養成する。

建築・都市シス
テム学専攻

　建築・都市システム学専攻では，建築・社会
基盤分野における幅広い知識と高度な実践力を
合わせ持つ指導的技術者であると同時に，新し
い研究を自ら開拓・遂行することによって，国
際社会に新たな価値を生み出す力を有する高度
上級技術者・研究者を養成する。

　（専攻及び収容定員）
第 4 条の 3　工学研究科の収容定員は，次のとおりとする。

博士前期課程 博士後期課程
専　攻　名 入学

定員
総定
員　

専　攻　名 入学
定員

総定
員　

機 械 工 学 専 攻 人
105

人
210

機械工学専攻 人
8

人
 24

電気・電子情報工学専攻  85 170 電気・電子情報工学専攻 7  21
情報・知能工学専攻  85 170 情報・知能工学専攻 8  24
応用化学・生命工学専攻  65 130 応用化学・生命工学専攻 6  18
建築・都市システム学専攻  55 110 建築・都市システム学専攻 5  15

計 395 790 計 34 102
　（研究所）
第 5 条　本学に，次の研究所を置く。

名称 目　　　　　的
次世代半導体・
センサ科学研究所
　

　技術科学の探求と応用，すなわち，次世代半
導体技術及びセンシング技術を基盤とした「エ
レクトロニクス革新技術」を，ロボティクス，
情報通信，ライフサイエンス，農業工学，環境，
防災及び次世代モビリティ等の先端的応用分野
との融合研究を通じて，社会実装にまで展開す
るとともに，国内外の課題解決に貢献すること
を目的とする。

2 　前項の研究所に関する事項は，別に定める。
　（リサーチセンター）
第 5 条の 2　本学に，リサーチセンターを置くことができる。
2 　前項のリサーチセンターに関する事項は，別に定める。
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　（共同利用教育研究施設）
第 5 条の 3　本学に，次の共同利用教育研究施設を置く。

名称 目　　　　　的
グローバルネッ
トワーク推進セ
ンター

　国内外の高等教育等機関や学内部局との連携
及び協力を通じて，国際的な教育研究交流活動
を支援し，技術科学の国際拠点化を推進するこ
とを目的とする。 

教育研究基盤セ
ンター

　高度大型分析計測機器類及び工作機械類等の
各種共同利用機器を集中的に整備・管理・保守
し，提供することにより，技術科学に係わる教
育・研究の一層の推進・発展を支援することを
目的とする。　

情報メディア基
盤センター

　計算機を利用する教育及び研究の支援，学内
ネットワークの管理・運用並びに学内の情報処
理の総合的な調整を行うことを目的とする。

健康支援センター 　保健管理及び健康支援並びにこれらに関する
教育及び研究を行うとともに，学生，職員の心
身の健康の保持増進を図ることを目的とする。

IT 活用教育セ
ンター

　情報技術「Information Technology」を活用
した教育を実践・普及させるため，授業のデジ
タルコンテンツ化の支援，IT を用いた学生の
学習の習慣化及び IT 活用教育の質向上を推進
することを目的とする。

産学共創キャリ
ア教育センター

　学内関係部局，地域・社会及び国内外の産業
界・団体等との連携を図りながら，学部から博
士後期課程まで一貫した体系的な産学共創キャ
リア教育により，学生の主体的なキャリア形
成，生涯を通じたキャリア発達を促すことに全
学的に取り組むことを目的とする。

2 　前項の共同利用教育研究施設に関する事項は，別に定める。
　（附属図書館）
第 6 条　本学に，附属図書館を置く。
2 　附属図書館に関する規則は，別に定める。
　（教員組織）
第 7 条　教育研究上の目的を達成するために，必要な教員組織を

置く。
2 　前項の教員組織については，別に定める。

　　　　第 3 節　職員の種類等
　（職員の種類）
第 8 条　本学に，学長，副学長，学長特別補佐，学長補佐，教授，

准教授，講師，助教，助手，事務職員，技術職員及び看護職員
を置く。

2 　前項のほか，本学に必要な職員を置くことができる。
3 　学長は，校務をつかさどり，本学職員を統督する。
4 　副学長は，学長を助け，命を受けて校務をつかさどる。
5 　学長特別補佐は，学長の命を受けて，本学の管理運営に関す
る特別な重要事項について従事する。

6 　学長補佐は，学長の命を受けて，本学の管理運営に関する重
要事項について従事する。

7 　教授は，専攻分野について，教育上，研究上又は実務上の特
に優れた知識，能力及び実績を有する者であって，学生を教授
し，その研究を指導し，又は研究に従事する。

8 　准教授は，専攻分野について，教育上，研究上又は実務上の
優れた知識，能力及び実績を有する者であって，学生を教授し，
その研究を指導し，又は研究に従事する。

9 　講師は，教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
10　助教は，専攻分野について，教育上，研究上又は実務上の知

識及び能力を有する者であって，学生を教授し，その研究を指
導し，又は研究に従事する。

11　助手は，その所属する組織における教育研究の円滑な実施に
必要な業務に従事する。

12　事務職員は，庶務，会計，図書等の事務に従事する。
13　技術職員は，技術に関する職務に従事する。
14　看護職員は，看護に関する職務に従事する。

　（客員教授等）
第 8 条の 2　学長は，常時勤務の教育職員以外の職員で本学の教

授若しくは研究に従事する者又は外国人研究員のうち，適当と
認められる者に対して客員教授又は客員准教授（以下「客員教
授等」という。）の称号を付与することができる。

2 　客員教授等に関し必要な事項は，別に定める。
　（名誉教授）
第 9 条　本学に教授（学長及び副学長を含む。）として多年勤務し

た者であって，教育上又は学術上特に功績があった者に対して，
名誉教授の称号を授与することができる。

2 　名誉教授に関し必要な事項は，別に定める。

　　　　第 4 節　運営組織
　（教授会等）
第 10 条　本学に，学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）の規定に

より，教授会を置く。
2 　教授会に関し必要な事項は，別に定める。
第 11 条　本学に，学長が必要と認めた場合には，本学の教学面に

係る事項を審議する機関として，委員会を置くことができる。
2 　委員会に関し必要な事項は，別に定める。

　　　　第 5 節　学年，学期及び休業日
　（学年）
第 12 条　学年は，4 月 1 日に始まり，翌年 3 月 31 日に終わる。

ただし，後学期入学にあっては，10 月 1 日に始まり，翌年 9 月
30 日に終わる。

　（学期）
第 13 条　学年を次の学期に分ける。

（ 1 ）前学期　4 月 1 日から 9 月 30 日まで
（ 2 ）後学期　10 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで
2 　前項の規定にかかわらず，学長が必要と認めるときは，学期
の開始日及び終了日を臨時に変更することができる。

3 　第 1 項に定める学期のうち授業を行う期間については，前半
期と後半期に分けることができる。

　（休業日）
第 14 条　授業を行わない日（以下「休業日」という。）は，次の

各号に掲げるとおりとする。
（ 1 ）日曜日及び土曜日
（ 2 ）国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定

する休日
（ 3 ）本学の開学記念日　10 月 1 日
（ 4 ）春季休業日
（ 5 ）夏季休業日
（ 6 ）冬季休業日
2 　前項第 4 号から第 6 号までに規定する休業日の期間は，年度
ごとに定める。

3 　学長が必要と認めるときは，第 1 項の規定にかかわらず，臨
時に休業日を定め，又は休業日であっても臨時に授業を行う日
とすることができる。

　　　第 2 章　学部
　　　　第 1 節　修業年限等
　（修業年限等）
第 15 条　学部の修業年限は，4 年とする。
2 　第 3 年次に入学した者の在学すべき年数は，2 年とする。
3 　第 2 年次に入学した者の在学すべき年数は，3 年とする。
　（在学年限）
第 16 条　第 1 年次入学者については，8 年を超えて在学すること

ができない。ただし，第 1 年次及び第 2 年次を通算した期間に
あっては 4 年，第 3 年次及び第 4 年次を通算した期間にあって
は 4 年とする。

2 　第 3 年次入学者については，4 年を超えて在学することがで
きない。

3 　第 2 年次入学者については，6 年を超えて在学することがで
きない。ただし，第 2 年次においては 2 年，第 3 年次及び第 4
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年次を通算した期間にあっては 4 年とする。

　　　　第 2 節　入学
　（入学の時期）
第 17 条　入学の時期は，学年の始めとする。
　（入学の資格）
第 18 条　本学の第 1 年次に入学することのできる者は，次の各号

の一に該当するものとする。
（ 1 ）高等学校を卒業した者
（ 2 ）中等教育学校を卒業した者
（ 3 ）通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者
（ 4 ）外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者又

はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
（ 5 ）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものと

して認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
（ 6 ）専修学校の高等課程（修了年限が 3 年以上であることその他

の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学
大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了
した者

（ 7 ）文部科学大臣の指定した者
（ 8 ）高等学校卒業程度認定試験規則（平成 17 年文部科学省令第

1 号）による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（同規則
附則第 2 条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和
26 年文部省令第 13 号）による大学入学資格検定に合格した者
を含む。）

（ 9 ）学校教育法第 90 条第 2 項の規定により大学に入学した者で
あって，大学における教育を受けるにふさわしい学力があると
認めたもの

（10）本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業
した者と同等以上の学力があると認めた者で，18歳に達したもの

2 　本学の第 3 年次に入学することのできる者は，次の各号の一
に該当するものとする。

（ 1 ）高等専門学校を卒業した者
（ 2 ）短期大学を卒業した者
（ 3 ）専修学校の専門課程（修業年限が 2 年以上であることその他

の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。）を修了した
者（学校教育法第 90 条第 1 項に規定する者に限る。）

（ 4 ）高等学校の専攻科の課程（修業年限が 2 年以上であることそ
の他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。）を修了
した者（学校教育法第 90 条第 1 項に規定する者に限る。）

（ 5 ）外国の高等専門学校を卒業した者
（ 6 ）外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有

するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられ
た教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該
課程を我が国において修了した者（学校教育法第 90 条第 1 項に
規定する者に限る。）

（ 7 ）外国において，学校教育における 14 年の課程を修了した者
（ 8 ）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国におい

て履修することにより当該外国の学校教育における 14 年の課程
を修了した者

（ 9 ）本学において，個別の入学資格審査により，前 8 号のいずれ
かと同等以上の学力があると認めた者で，20 歳に達した者

3 　本学の第 2 年次に入学することができる者は，外国において，
学校教育における 13 年の課程を修了した者とする。

　（入学の出願）
第 19 条　本学に入学を志願する者は，入学願書に所定の検定料及

び別に定める書類を添えて願い出なければならない。
　（入学者の選考）
第 20 条　前条の入学志願者については，別に定めるところにより

教授会の議を経て選考を行う。
　（入学手続及び入学許可）
第 21 条　前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は，所

定の期日までに所定の書類を提出するとともに，所定の入学料
を納付しなければならない。

2 　学長は，前項の入学手続を完了した者（入学料免除の申請を

受理した者を含む。）に入学を許可する。
　（転入学，再入学）
第 22 条　本学に転入学，再入学を志願する者があるときは，教育

に支障のない限り，選考のうえ教授会の議を経て学長が相当年
次に入学を許可することがある。

2 　前項の規定により，入学を許可された者の既修得単位の取扱
い及び在学期間の通算については，教授会の議を経て学長が決
定する。

　（課程間の移籍）
第 23 条　本学の学生で他の課程に移籍を志願する者があるとき

は，選考のうえ教授会の議を経て学長が当該課程の相当年次に
移籍を許可することがある。

2 　前項の規定により，移籍を許可された者の既修得単位の取扱
い及び在学期間の通算については，教授会の議を経て学長が決
定する。

　　　　第 3 節　教育課程及び履修方法等
　（教育課程の編成方法等）
第 24 条　第 1 条の 4 に規定する卒業認定・学位授与の方針及び教

育課程編成・実施の方針に基づき，必要な授業科目を開設し，
体系的に教育課程を編成するものとする。

2 　教育課程は，各授業科目を必修科目，選択科目及び自由科目
に分けこれを各年次に配当して編成するものとする。

3 　授業科目の単位数及び履修方法等は，別に定める。
　（実務訓練）
第 24 条の 2　社会との密接な接触を通じて，指導的な技術者とし

て必要な人間性の陶冶を図るとともに，実践的な技術感覚を体
得させることを目的として，実務訓練を履修させるものとする。

2 　実務訓練の実施に関し必要な事項は，別に定める。
　（単位の計算方法）
第 25 条　授業科目の単位数を定めるに当たっては，1 単位の授業

科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもって構成することを
標準とし，授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，授業
時間外に必要な学修等を考慮して，おおむね 15 時間から 45 時
間までの範囲で，次の基準により単位数を計算するものとする。

（ 1 ）講義及び演習については，15 時間から 30 時間までの範囲で
別に定める時間の授業をもって 1 単位とする。

（ 2 ）実験，実習及び実技については，30 時間から 45 時間までの
範囲で別に定める時間の授業をもって 1 単位とする。ただし，
特定の分野における個人指導による実技の授業については，別
に定める時間の授業をもって 1 単位とすることができる。

（ 3 ）1 の授業科目について，講義，演習，実験，実習及び実技の
うち 2 以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに
当たっては，その組み合わせに応じ，前 2 号に規定する基準を
考慮して本学が定める時間の授業をもって 1 単位とする。

2 　前項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究，卒業制作等
の授業科目については，これらの学修の成果を評価して単位を
授与することが適切と認められる場合には，これらに必要な学
修等を考慮して，単位数を定めることができる。

　（授業期間）
第 26 条　各授業科目の授業は，十分な教育効果を上げることがで

きるよう 8 週，10 週，15 週その他別に定める期間を単位として
行うものとする。

　（授業の方法）
第 26 条の 2　授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のい

ずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 　文部科学大臣が別に定めるところにより，前項の授業を，多
様なメディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の
場所で履修させることができる。

3 　第 1 項の授業を外国において履修させることができる。前項
の規定により，多様なメディアを高度に利用して，当該授業を
行う教室等以外の場所で履修させる場合についても同様とする。

4 　文部科学大臣が別に定めるところにより，第 1 項の授業を校
舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
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　（単位の授与）
第 27 条　一の授業科目を履修した者に対しては， 試験その他別に定

める方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。
　（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等）
第 28 条　教育上有益と認めるときは，別に定めるところにより他

の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得し
た単位を，教授会の議を経て，60 単位を超えない範囲で本学に
おける授業科目の履修により修得したものとみなすことができ
る。ただし，第 3 年次入学者については，原則として，30 単位
を超えないものとする。

2 　前項の規定は，外国の大学又は短期大学に留学する場合，外
国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が
国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課
程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付
けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するもの
の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場
合について準用する。

　（大学以外の教育施設等における学修）
第 28 条の 2　教育上有益と認めるときは，短期大学又は高等専

門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修
（平成 3 年文部省告示第 68 号）を，教授会の議を経て，本学に
おける授業科目の履修とみなし，別に定めるところにより単位
を与えることができる。

2 　前項により与えることができる単位数は，前条により本学に
おいて修得したものとみなす単位数と合わせて 60 単位を超えな
いものとする。ただし，第 3 年次入学者については，原則とし
て，30 単位を超えないものとする。

　（入学前の既修得単位等の認定）
第 28 条の 3　教育上有益と認めるときは，本学の第 1 年次に入学

する前に大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）
において履修した授業科目について修得した単位（大学設置基
準（昭和 31 年文部省令第 28 号）第 31 条第 1 項に定める科目等
履修生及び同条第 2 項に定める特別の課程履修生として修得し
た単位を含む。）を，教授会の議を経て，本学に入学した後の本
学における授業科目の履修により修得したものとみなすことが
できる。

2 　教育上有益と認めるときは，本学の第 1 年次に入学する前に
行った前条第 1 項に規定する学修を，教授会の議を経て，本学
における授業科目の履修とみなし，別に定めるところにより単
位を与えることができる。

3 　前 2 項により修得したものとみなし，又は与えることのでき
る単位数は，編入学，転学等の場合を除き，本学において修得
した単位以外のものについては，前 2 条により本学において修
得したものとみなす単位数と合わせて 60 単位を超えないものと
する。

4 　教育上有益と認めるときは，本学の第 2 年次に入学する前に
行った学修を，教授会の議を経て，本学における授業科目の履
修とみなし，単位を与えることができる。

　（入学前に一定の単位を修得した者の修業年限の通算）
第 28 条の 4　大学の学生以外の者が，本学において一定の単位を

修得した後に本学に入学する場合で，当該単位の修得により本
学の教育課程の一部を履修したと認められるときは，教授会の
議を経て，その単位数等に応じて，相当期間を本学の修業年限
の 2 分の 1 を超えない範囲で修業年限に通算することができる。

2 　前項に規定する修業年限の通算は，第 62 条に規定する科目等
履修生及び第 68 条に規定する特別の課程履修生（いずれも大学
の学生以外の者に限る。）として，本学において一定の単位を修
得した者に対し，第 28 条の 3 の規定により，本学に入学した後
に修得したものとみなすことのできる当該単位数，その修得に
要した期間その他本学が必要と認める事項を勘案して行うもの
とする。

　（成績の評価）
第 29 条　授業科目の試験の成績は，S，A，B，C 及び D の 5 種

の評語をもって表し，S，A，B 及び C を合格とする。

　（成績評価基準等の明示）
第 29 条の 2　本学は，学生に対して，授業の方法及び内容並びに

1 年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 　学修の成果に係る評価並びに卒業の認定に当たっては，客観
性及び厳格性を確保するため，学生に対してその基準をあらか
じめ明示するとともに，当該基準にしたがって適切に行うもの
とする。

　（教育内容等の改善のための組織的な研修等）
第 29 条の 3　本学は，授業の内容及び方法の改善を図るための組

織的な研修及び研究を実施するものとする。
2 　本学は，指導補助者（ 教員を除く。）に対し，必要な研修を
行うものとする。

　　　　第 4 節　卒業及び学位授与
　（卒業）
第 30 条　本学の学部におおむね 4 年（第 2 年次入学者については

おおむね 3 年，第 3 年次入学者についてはおおむね 2 年）以上
在学し，別に定める所定の授業科目を履修し，130 単位以上を
修得した者については，教授会の議を経て，学長が卒業を認定
する。

2 　第 3 年次入学者の卒業を認定するに当たって，前項の規定を
適用するときは，65 単位以下を第 1 年次及び第 2 年次において
修得したものとみなすことができる。

3 　第 1 項に規定する卒業の要件として修得すべき 130 単位のう
ち，第 26 条の 2 第 2 項の授業の方法により修得した単位数は，
60 単位を超えないものとする。ただし，第 3 年次入学者につい
ては，原則として，30 単位を超えないものとする。

　（学位授与）
第 31 条　卒業した者には，学士の学位を授与する。
2 　学位の授与に関し必要な事項は，別に定める。

　　　　第 5 節　休学，転学，留学及び退学
　（休学）
第 32 条　疾病その他特別の理由により，引き続き 2 か月以上修学

することができない者は，学長の許可を得て休学することがで
きる。

2 　疾病のため修学が適当でないと認められる者については，学
長は休学を命ずることができる。

　（休学期間）
第 33 条　休学期間は，通算して 2 年以内とする。
2 　休学期間は，第 16 条に定める在学年限に算入しない。
　（復学）
第 34 条　休学期間中に，その理由が消滅したときは，学長の許可

を得て復学することができる。
　（転学）
第 35 条　他の大学への入学又は転入学を志願しようとする者は，

学長の許可を受けなければならない。
　（留学）
第 36 条　外国の大学又は短期大学で学修することを志願する者

は，教授会の議を経て学長が留学を許可することがある。
2 　前項の許可を得て留学した期間は，第 30 条に定める在学期間
に含めることができる。

3 　第 28 条の規定は，外国の大学又は短期大学へ留学する場合に
準用する。

　（退学）
第 37 条　退学しようとする者は，学長の許可を受けなければなら

ない。
　（除籍）
第 38 条　次の各号の一に該当する者は，教授会の議を経て学長が

除籍する。
（ 1 ）第 16 条に定める在学年限を超えた者
（ 2 ）第 33 条に定める休学期間を超えて，なお修学できない者
（ 3 ）死亡又は行方不明の者
（ 4 ）入学料の免除又は徴収猶予を申請した者のうち，免除若しく

は徴収猶予が不許可になった者又は半額免除若しくは徴収猶予
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が許可になった者で，所定の期日までに入学料を納付しない者
（ 5 ）授業料の納付を怠り，督促してもなお納付しない者

　　　第 3 章　大学院
　　　　第 1 節　修業年限等
　（標準修業年限）
第 39 条　博士課程の標準修業年限は，5 年（博士前期課程におけ

る 2 年を含む。）とする。
2 　博士前期課程の標準修業年限は，2 年とする。
3 　前項の規定にかかわらず，学長が教育研究上の必要があると
認める場合には，専攻又は学生の履修上の区分に応じ，前項の
標準修業年限を超えることができ，その履修上の区分及び標準
修業年限は，次の表のとおりとする。

履修上の区分 適用専攻等 標準修業年限 在学年限
大学の世界展開力強化事業

「近未来クロスリアリティ
技術を牽引する光イメージ
ング情報学国際修士プログ
ラム（IMLEX）」（4 月入学
者に適用する）

情 報・ 知 能
工学専攻

2 年 6 月 5 年

　（在学年限）
第 40 条　博士前期課程の学生は，4 年を超えて在学することがで

きない。
2 　前項の規定にかかわらず，前条第 3 項に該当する学生の在学
年限は，前条第 3 項の表に掲げる期間とする。

3 　博士後期課程の学生は，6 年を超えて在学することができな
い。

4 　前 3 項の規定にかかわらず，第 49 条の 2 の規定により履修を
認められた大学院の学生の在学年限は，別に定める。

　　　　第 2 節　入学等
　（入学の時期）
第 41 条　博士前期課程の入学の時期は，学年の始めとする。ただ

し，特別の必要があると認める場合は，教授会の議を経て学長
が後期の始めとすることができる。

2 　博士後期課程の入学の時期は，学期の始めとする。
　（入学資格）
第 42 条　大学院に入学できる者は，次の各号の一に該当する者と

する。
（ 1 ）学校教育法第 83 条に定める大学を卒業した者
（ 2 ）学校教育法第 104 条第 4 項の規定により学士の学位を授与さ

れた者
（ 3 ）外国において，学校教育における 16 年の課程を修了した者
（ 4 ）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国におい

て履修することにより当該外国の学校教育における 16 年の課程
を修了した者

（ 5 ）我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国
の学校教育における 16 年の課程を修了したとされるものに限
る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置
付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するも
のの当該課程を修了した者

（ 6 ）外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合
的な状況について，当該外国の政府又は関係機関の認証を受け
た者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部
科学大臣が別に指定するものに限る。）において，修業年限が 3
年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信
教育における授業科目を我が国において履修することにより当
該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位
置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおい
て課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する
学位を授与された者

（ 7 ）専修学校の専門課程（修了年限が 4 年以上であることその他
の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学
大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了
した者

（ 8 ）文部科学大臣の指定した者
（ 9 ）学校教育法第 102 条第 2 項の規定により大学院に入学した者

であって，本学大学院において，大学院における教育を受ける
にふさわしい学力があると認めたもの

（10）本学大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒
業した者と同等以上の学力があると認めた者で，22 歳に達した
もの

（11）大学に 3 年以上在学した者又は外国において学校教育におけ
る 15 年の課程を修了した者，外国の学校が行う通信教育におけ
る授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学
校教育における 15 年の課程を修了した者若しくは我が国におい
て，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育にお
ける 15 年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するも
のとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育
施設で，文部科学大臣が別に定めるものの当該課程を修了した
者で，所定の単位を優れた成績をもって修得したものと，本学
大学院が認めたもの

2 　博士後期課程に入学できる者は，次の各号の一に該当する者
とする。

（ 1 ）修士の学位を有する者又は専門職学位を有する者
（ 2 ）外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授

与された者
（ 3 ）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国におい

て履修し，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与さ
れた者

（ 4 ）我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当
該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であっ
て，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し，修
士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

（ 5 ）国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の
実施に伴う特別措置法（昭和 51 年法律第 72 号）第 1 条第 2 項
に規定する 1972 年 12 月 11 日の国際連合総会決議に基づき設立
された国際連合大学（次号及び第 162 条において「国際連合大
学」という。）の課程を修了し，修士の学位に相当する学位を授
与された者

（ 6 ）外国の学校，第 4 号の指定を受けた教育施設又は国際連合大
学の教育課程を履修し，大学院設置基準第 16 条の 2 に規定する
試験及び審査に相当するものに合格し，修士の学位を有する者
と同等以上の学力があると認められた者

（ 7 ）文部科学大臣の指定した者
（ 8 ）本学大学院において，個別の入学資格審査により，修士の学

位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で，24 歳に達
したもの

　（入学の出願及び入学者の選考等）
第 43 条　入学の出願，入学者の選考，入学手続及び入学許可につ

いては，第 19 条から第 21 条までの規定を準用する。
　（転入学，再入学）
第 44 条　他の大学院の学生が本学大学院に転入学を志願するとき

又は本学大学院を退学した者が再入学を志願するときは，教育
に支障のない限り，選考のうえ，教授会の議を経て，学長が入
学を許可することがある。

2 　前項の規定により入学を許可された者の既修得単位の取扱い
及び在学期間の通算については，教授会の議を経て，学長が決
定する。

　　　　第 3 節　教育課程及び履修方法等
　（教育課程の編成方針）
第 45 条　大学院は，第 1 条 4 に規定する修了認定・学位授与の方

針及び教育課程編成・実施の方針に基づき必要な授業科目を開
設するとともに学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指
導」という。）の計画を策定し，体系的に教育課程を編成するも
のとする。

2 　教育課程の編成に当たっては，専攻分野に関する高度の専門的
知識及び能力を修得させるとともに，当該専攻分野に関連する分
野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
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　（教育方法）
第 45 条の 2　大学院の教育は，授業科目の授業及び研究指導によ

って行うものとする。
2 　教育上特別の必要があると認められる場合には，夜間その他
特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当
な方法により教育を行うことができる。

　（博士課程教育リーディングプログラム）
第 45 条の 3　本学大学院において編成する教育課程のほか，本学

大学院に優秀な学生を俯瞰力と独創力を備え広く産学官にわた
りグローバルに活躍するリーダーへと導くための教育を行うた
め，博士課程教育リーディングプログラムを開設する。

2 　博士課程教育リーディングプログラムに関し必要な事項は，
別に定める。

第 46 条　削除
　（授業科目，単位数及び履修方法等）
第 47 条　授業科目の単位数及び履修方法等は，別に定める。
　（単位の計算方法，授業期間，授業の方法，単位の授与等）
第 48 条　単位の計算方法，授業期間，授業の方法，単位の授与及

び学業成績の評価については，第 25 条から第 27 条まで及び第
29 条の規定を準用する。

　（他大学院における授業科目の履修等）
第 49 条　教育上有益と認めるときは，他の大学院との協議に基づ

き，当該大学院の授業科目を履修させることができる。
2 　前項の規定により修得した単位については，教授会の議を経
て，15 単位を限度として，修了の要件となる単位として認める
ことができる。

3 　前 2 項の規定は，外国の大学院に留学する場合に準用する。
　（長期にわたる教育課程の履修）
第 49 条の 2　大学院の学生が，職業を有している等の事情により，

標準修業年限を超えて一定の期間にわたり教育課程を計画的に
履修し修了すること（以下「長期履修」という。）を希望する旨
を申し出たときは，その計画的な履修を認めることができる。

2 　長期履修に関し必要な事項は，別に定める。
　（他大学院等における研究指導）
第 49 条の 3　教育研究上有益と認めるときは，他の大学院又は研

究所等との協議に基づき，大学院の学生が，当該他の大学院又
は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めること
ができる。ただし，博士前期課程の学生について認める場合に
は，当該研究指導を受ける期間は，1 年を超えないものとする。

　（入学前の既修得単位等の認定）
第 49 条の 4　教育上有益と認めるときは，本学大学院の第 1 年次

に入学する前に大学院（外国の大学院を含む。）において履修し
た授業科目について修得した単位（大学院設置基準（昭和 49 年
文部省令第 28 号）第 15 条に定める科目等履修生及び特別の課
程履修生として修得した単位を含む。）を，教授会の議を経て，
本学大学院に入学した後の本学大学院における授業科目の履修
により修得したものとみなすことができる。

2 　前項により修得したものとみなすことができる単位数は，転
学等の場合を除き，本学大学院において修得した単位以外のも
のについては，15 単位を超えないものとし，かつ，第 49 条第 1
項（同条第 3 項において準用する場合を含む。）及び第 49 条の
7 第 2 項により本学大学院において修得したものとみなす単位
数と合わせて 20 単位を超えないものとする。

　（成績評価基準等の明示）
第 49 条の 5　大学院は，学生に対して，授業及び研究指導の方法

及び内容並びに 1 年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ
明示するものとする。

2 　学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当た
っては，客観性及び厳格性を確保するため，学生に対してその
基準をあらかじめ明示するとともに，当該基準にしたがって適
切に行うものとする。

　（教育内容等の改善のための組織的な研修等）
第 49 条の 6　大学院は，授業及び研究指導の内容及び方法の改善

を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

　（大学院以外の教育施設等における学修）
第 49 条の 7　教育上有益と認めるときは，学校教育法第 105 条及

び学則第 68 条の規定により大学院が編成する特別の課程（履修
資格を有する者が，学校教育法第 102 条第 1 項の規定により大
学院に入学することができる者であるものに限る。）における学
修を，教授会の議を経て，本学大学院における授業科目の履修
とみなし，別に定めるところにより単位を与えることができる。

　　　　第 4 節　課程の修了及び学位授与
　（課程修了の要件）
第 50 条　博士前期課程の修了の要件は，大学院に 2 年以上在

学し，別に定める所定の授業科目 30 単位以上を修得し，か
つ，必要な研究指導を受けた上，当該課程の目的に応じ，修
士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終
試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，
第 49 条の 4 第 1 項の規定により修得した単位（入学資格を
有した後，修得したものに限る。）を本学大学院において修
得したものとみなす場合であって，当該単位の修得により大
学院の博士前期課程の教育課程一部を履修したと認めるときは，
当該単位数，その修得に要した期間その他を勘案して，1 年を
超えない範囲で大学院が定める期間在学したものとみなすこと
ができる（この場合においても，当該課程に少なくとも 1 年以
上在学しなければならない。）ものとし，また，優れた業績を上
げた者については，大学院に 1 年以上在学すれば足りるものと
する。

2 　博士課程の修了の要件は，大学院に 5 年（博士前期課程に
2 年以上在学し，当該課程を修了した者にあっては，当該課
程における 2 年の在学期間を含む。）以上在学し，別に定める
所定の授業科目 42 単位（博士前期課程における 30 単位を含
む。）以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博
士論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとする。
ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者につ
いては，大学院に 3 年（博士前期課程に 2 年以上在学し，当該
課程を修了した者にあっては，当該課程における 2 年の在学期
間を含む。）以上在学すれば足りるものとする。

3 　第 1 項ただし書の規定による在学期間をもって博士前期課程
を修了した者の博士課程の修了の要件は，大学院に博士前期課
程における在学期間に 3 年を加えた期間以上在学し，別に定
める所定の授業科目 42 単位（博士前期課程における 30 単位を
含む。）以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博
士論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとする。
ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者につ
いては，大学院に 3 年（博士前期課程における在学期間を含む。）
以上在学すれば足りるものとする。

4 　前 2 項の規定にかかわらず，学校教育法施行規則（昭
和 22 年 文 部 省 令 第 11 号 ） 第 156 条 の 規 定 に よ り， 大
学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学
位（学位規則（昭和 28 年文部省令第 9 号）第 5 条の 2 に
規定する専門職学位をいう。）を有する者と同等以上の
学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が，
博士後期課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は，大学
院（専門職大学院を除く。以下この項において同じ。）に 3 年

（専門職大学院設置基準（平成 15 年文部科学省令第 16 号）第
18 条第 1 項の法科大学院の課程を修了した者にあっては，2 年）
以上在学し，別に定める所定の授業科目 12 単位以上を修得し，
かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文を提出してその審
査及び最終試験に合格することとする。

　　ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者に
ついては，大学院に 1 年以上（標準修業年限が 1 年以上 2 年未
満の専門職学位課程を修了した者にあっては，3 年から当該 1
年以上 2 年未満の期間を減じた期間）在学すれば足りるものと
する。

　（学位授与）
第 51 条　博士前期課程を修了した者に対し修士の学位を，博士課

程を修了した者に対し博士の学位を授与する。
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2 　前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学
力があると認める者に対し博士の学位を授与することができる。

3 　学位の授与に関し必要な事項は，別に定める。

　　　　第 5 節　休学，留学，転学及び退学等
　（休学，復学，転学及び退学）
第 52 条　休学，復学，転学及び退学については，第 32 条，第 34

条，第 35 条及び第 37 条の規定を準用する。
　（休学期間）
第 53 条　博士前期課程における休学期間は，通算して 2 年以内と

する。
2 　博士後期課程における休学期間は，通算して 2 年以内とする。
3 　休学期間は，第 40 条に定める在学年限に算入しない。
　（留学）
第 54 条　外国の大学院で学修することを志願する者は，教授会の

議を経て，学長が留学を許可することがある。
2 　前項の許可を得て留学した期間は，第 50 条に定める在学期間
に含めることができる。

　（除籍）
第 55 条　次の各号の一に該当する者は，教授会の議を経て，学長

が除籍する。
（ 1 ）第 40 条に定める在学年限を超えた者
（ 2 ）第 53 条第 1 項及び第 2 項の休学期間を超えても，なお修学

できない者
（ 3 ）第 38 条第 3 号，第 4 号又は第 5 号に該当する者

　　　第 4 章　通則
　　　　第 1 節　賞罰
　（表彰）
第 56 条　表彰に価する行為があった学生は，学長が表彰すること

がある。
　（懲戒）
第 57 条　本学の規則に違反し，又は学生としての本分に反する行

為をした者は，教授会の議を経て，学長が懲戒する。
2 　前項の懲戒の種類は，退学，停学及び訓告とする。
3 　前項の退学は，次の各号の一に該当する者に対して行う。

（ 1 ）性行不良で改善の見込みがない者
（ 2 ）正当な理由がなくて出席常でない者
（ 3 ）本学の秩序を乱し，その他学生としての本分に著しく反した者

　　　　第 2 節　学生宿舎
　（学生宿舎）
第 58 条　本学に，学生宿舎を置く。
2 　学生宿舎に関し必要な事項については，別に定める。

　　　　第 3 節　検定料，入学料，授業料及び寄宿料
　（授業料等）
第 59 条　検定料，入学料，授業料及び寄宿料の額及び徴収方法は，

国立大学法人豊橋技術科学大学における授業料等に関する規程
（平成 16 年度規程第 75 号。以下「授業料等規程」という。）の
定めるところによる。

2 　科目等履修生，特別聴講学生，研究生及び特別研究学生の検
定料，入学料及び授業料の額及び徴収方法については，授業料
等規程の定めるところによる。

　（授業料等の免除及び徴収猶予）
第 60 条　経済的理由によって入学料，授業料及び寄宿料の納付が

困難であり，かつ，学業優秀と認められるとき，その他やむを
得ない事情があると認められるときは，別に定めるところによ
り，入学料，授業料及び寄宿料の全部若しくは一部を免除し，
又はその徴収を猶予することがある。

第 60 条の 2　前条に定めるもののほか，学長が特に必要と認める
ときは，別に定めるところにより，検定料，入学料，授業料の
全部若しくは一部を免除することができる。

　（納入した授業料等）
第 61 条　納入した検定料，入学料，授業料及び寄宿料は，返還し

ない。
2 　前項の規定にかかわらず，次の各号の一に掲げる額は納入し
た者の申出により返還する。

（ 1 ）前期分授業料徴収の際，後期分授業料を併せて納入した者が，
後期分授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合の，後期分
の授業料に相当する額

（ 2 ）入学を許可するときに授業料を納入した者が，入学する年度
の前年度 3 月 31 日までに入学を辞退した場合の，当該授業料に
相当する額

（ 3 ）検定料を納入した者が，個別学力検査出願受付後に大学入学
共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であることが
判明した場合の，学長が別に定める額

（ 4 ）その他学長が特に必要と認めた場合の，当該検定料，入学料，
授業料及び寄宿料に相当する額

　　　　第 4 節　科目等履修生，研究生，外国人留学生等
　（科目等履修生）
第 62 条　本学において，一又は複数の授業科目を履修することを

志願する者があるときは，本学の教育に支障のない場合に限り，
選考のうえ科目等履修生として入学を許可することがある。

2 　科目等履修生に対する単位の授与については，第 27 条の規定
を，成績の評価については第 29 条の規定を準用する。

　（特別聴講学生）
第 63 条　他の大学（大学院を含む。以下本条において同じ。）又

は短期大学の学生で，本学において授業科目を履修することを
志願する者があるときは，当該他大学又は短期大学との協議に
基づき，特別聴講学生として入学を許可することがある。

　（研究生）
第 64 条　本学において特別の専門事項について研究することを志

願する者があるときは，本学の教育研究に支障のない場合に限
り，選考のうえ，研究生として入学を許可することがある。

　（特別研究学生）
第 64 条の 2　他の大学院（外国の大学院を含む。以下本条におい

て同じ。）の学生で，本学大学院において研究指導を受けること
を志願する者があるときは，当該他の大学院との協議に基づき，
特別研究学生として入学を許可することがある。

　（外国人留学生）
第 65 条　外国人で，大学において教育を受ける目的をもって入国

し，本学に入学を志願する者があるときは，選考のうえ外国人
留学生として入学を許可することがある。

2 　前項の外国人留学生に対しては，第 24 条及び第 47 条に定め
る授業科目のほか，日本語科目及び日本事情に関する科目を置
くことがある。

　（その他）
第 66 条　本節に規定するもののほか，科目等履修生，特別聴講学

生，研究生，特別研究学生及び外国人留学生に関し必要な事項
については，別に定める。

　　　　第 5 節　公開講座
　（公開講座）
第 67 条　社会人の教養を高め，文化の向上に資するため，本学に

公開講座を開設することができる。

　　　　第 6 節　特別の課程
　（特別の課程）
第 68 条　本学の学生以外の者を対象として，学校教育法第 105 条

に規定する特別の課程を編成し，これを履修する者（以下「特
別の課程履修生」という。）に対し，単位を与えることができ
る。ただし，大学院の特別の課程履修生に対する単位認定につ
いては，履修資格を有する者が学校教育法第 102 条第 1 項の規
定により，大学院に入学することができる者であるものに限る。

2 　特別の課程履修生に対する単位の授与については，大学院が
編成する特別の課程履修生を除き，第 27 条の規定を準用する。
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3 　前 2 項に関し必要な事項は，別に定める。

　　　　第 7 節　学則の改廃
　（学則の改廃）　
第 69 条　この学則の改廃は，国立大学法人豊橋技術科学大学の規

則の種類及び制定等に関する規程（平成 16 年規程第 1 号）の規
定により，教授会，教育研究評議会及び経営協議会の議を経て
学長が行う。

　　　附　則
　（施行期日）
1 　この学則は，昭和 53 年 4 月 1 日から施行する。
　（在学年限の特例）
2 　特に学長が許可した場合は，当分の間，第 16 条の規定にかか
わらず，在学年限を 1 年延長することができる。

　（学生定員の経過措置）
3 　第 2条第 2 項の表に掲げる総定員は，同条同項の規定にかかわ
らず，昭和53年度から昭和55年度までは，次のとおりとする。
課程名　＼　年度 昭和 53 年度 昭和 54 年度 昭和 55 年度

エネルギー工学課程 　　 50 人 　　100 人 　　110 人
生産システム工学課程  50 100 110
電 気・ 電 子 工 学 課 程  50 100 110
情 報 工 学 課 程  50 100 110
物 質 工 学 課 程  50 100 110
建 設 工 学 課 程  50 100 110

計 300 600 660
　（入学定員の暫定措置）
4 　第 2 条第 2 項の表に掲げる第 1 年次の入学定員には，当分の
間，次に定める定員を含むものとする。

課　　　程 定　　　員
機械システム工学課程 　　　　 5 人
生産システム工学課程 　5
電気・電子工学課程 　5
情報工学課程 　5
物質工学課程 　5
建設工学課程 　5

計 30
　　　附　則（昭和 54 年 2 月 26 日）
　この学則は，昭和 54 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（昭和 54 年 6 月 6 日）
　この学則は，昭和 54 年 6 月 6 日から施行し，同年 4 月 1 日から

適用する。
　　　附　則（昭和 55 年 4 月 1 日）
1 　この学則は，昭和 55 年 4 月 1 日から施行する。
2 　第 4 条第 2 項の表に掲げる入学定員及び総定員は，同条同項
の規定にかかわらず，昭和 55 年度から昭和 57 年度までは，次
のとおりとする。

年　度

専攻名

昭和 55 年度 昭和 56 年度 昭和 57 年度
入学
定員

総定
員

入学
定員

総定
員

入学
定員

総定
員

エネルギー工学専攻 40 人 40 人 40 人 80 人 50 人 90 人
生産システム工学専攻 40 40 40 80 50 90
電気・電子工学専攻 40 40 40 80 50 90
情 報 工 学 専 攻 40 40 40 80 50 90
物 質 工 学 専 攻 40 40 40 80 50 90
建 設 工 学 専 攻 40 40 40 80 50 90

計 240 240 240 480 300 540
　　　附　則（昭和 56 年 3 月 31 日）
1 　この学則は，昭和 56 年 4 月 1 日から施行する。ただし，第
46 条の改正規定は，昭和 57 年 4 月 1 日から施行する。

2 　昭和 56 年度以前の大学院修士課程の入学者に係る課程の修了
の要件は，改正後の第 50 条の規定にかかわらず，なお従前の例
による。

　　　附　則（昭和 57 年 3 月 30 日）
　この学則は，昭和 57 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（昭和 58 年 7 月 30 日）
　この学則は，昭和 58 年 7 月 30 日から施行する。

　　　附　則（昭和 59 年 12 月 27 日）
　この学則は，昭和 60 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（昭和 60 年 3 月 27 日）
1 　この学則は，昭和 60 年 4 月 1 日から施行する。
2 　第 2条第 2 項の表に掲げる総定員は，同条同項の規定にかかわ
らず，昭和60年度から昭和62年度までは，次のとおりとする。
課程名　＼　年度 昭和 60 年度 昭和 61 年度 昭和 62 年度

エ ネ ル ギ ー 工 学 課 程 125 人 130 人 135 人
生産システム工学課程 125 130 135
電 気・ 電 子 工 学 課 程 125 130 135
情 報 工 学 課 程 125 130 135
物 質 工 学 課 程 125 130 135
建 設 工 学 課 程 125 130 135

計 750 780 810
　　　附　則（昭和 61 年 4 月 1 日）
1 　この学則は，昭和 61 年 4 月 1 日から施行する。
2 　昭和 61 年 3 月 31 日に大学院修士課程に在学している学生に
ついては，この学則の規定にかかわらず，なお従前の例による。

3 　第 4 条の 3 の表に掲げる博士後期課程の総定員は，同条同項
の規定にかかわらず，昭和 61 年度から昭和 62 年度までは，次
のとおりとする。

専攻名　＼　年度 昭和 61 年度 昭和 62 年度
材 料 シ ス テ ム 工 学 専 攻 6 人 12 人
シ ス テ ム 情 報 工 学 専 攻 　6 12

計 12 24
　　　附　則（昭和 62 年 4 月 1 日）
1 　この学則は，昭和 62 年 4 月 1 日から施行する。
2 　第 4 条の 3 の表に掲げる博士後期課程の総定員は，同条同項
の規定にかかわらず，昭和 62 年度から昭和 63 年度までは，次
のとおりとする。

専攻名　＼　年度 昭和 62 年度 昭和 63 年度
総 合 エ ネ ル ギ ー 工 学 専 攻 6 人 12 人
材 料 シ ス テ ム 工 学 専 攻 12 18
シ ス テ ム 情 報 工 学 専 攻 12 18

計 30 48
　　　附　則（昭和 63 年 3 月 14 日）
1 　この学則は，昭和 63 年 4 月 1 日から施行する。ただし，改正
後の第 2 条第 2 項の表中物質工学課程及び知識情報工学課程の
第 3 年次の入学定員に係る部分は，昭和 64 年 4 月 1 日から施行
する。

2 　第 2 条第 2 項の表に掲げる物質工学課程第 3 年次の入学定員
については，改正後の同条同項の規定にかかわらず，昭和 63 年
度は 40 人とし，知識情報工学課程第 3 年次の入学定員について
は，昭和 63 年度は 0 人とする。

3 　第 2条第 2 項の表に掲げる総定員は，同条同項の規定にかかわ
らず，昭和63年度から昭和65年度までは，次のとおりとする。

課　　　程 昭和 63 年度 昭和 64 年度 昭和 65 年度
エネルギー工学課程 140 人 140 人 140 人
生産システム工学課程 140 140 140
電気・電子工学課程 140 140 140
情 報 工 学 課 程 140 140 140
物 質 工 学 課 程 140 130 120
建 設 工 学 課 程 140 140 140
知 識 情 報 工 学 課 程 　10 　60 110

計 850 890 930
　　　附　則（平成 2 年 12 月 19 日）
　この学則は，平成 2 年 12 月 19 日から施行する。
　　　附　則（平成 3 年 3 月 27 日）
1 　この学則は，平成 3 年 4 月 1 日から施行する。
2 　第 4 条の 3 の表に掲げる総定員は，改正後の同条の規定にか
かわらず，平成 3 年度は，次のとおりとする。
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専攻名　＼　年度 平成 3 年度
エ ネ ル ギ ー 工 学 専 攻 　　　100 人
生 産 シ ス テ ム 工 学 専 攻 100
電 気・ 電 子 工 学 専 攻 100
情 報 工 学 専 攻 100
物 質 工 学 専 攻 　90
建 設 工 学 専 攻 100
知 識 情 報 工 学 専 攻 　50

計 640
　　　附　則（平成 3 年 6 月 26 日）
　この学則は，平成 3 年 7 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 3 年 12 月 18 日）
　この学則は，平成 3 年 12 月 18 日から施行する。
　　　附　則（平成 4 年 2 月 26 日）
　この学則は，平成 4 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 4 年 5 月 27 日）
　この学則は，平成 4 年 5 月 27 日から施行し，改正後の豊橋技術

科学大学学則の規定は，平成 4 年 5 月 1 日から適用する。
　　　附　則（平成 4 年 11 月 25 日）
　この学則は，平成 4 年 11 月 25 日から施行する。
　　　附　則（平成 5 年 2 月 24 日）
1 　この学則は，平成 5 年 4 月 1 日から施行する。
2 　平成 4 年度以前の学部入学者並びに平成 5 年度及び平成 6 年
度の学部 3 年次入学者に係る卒業要件は，改正後の第 30 条の規
定にかかわらず，なお従前の例による。

　　　附　則（平成 5 年 3 月 24 日）
　この学則は，平成 5 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 6 年 3 月 23 日）
1 　この学則は，平成 6 年 4 月 1 日から施行し，改正後の第 49 条
の 3 の規定は，平成 5 年 10 月 1 日から適用する。

2 　第 4 条の 3 の表に掲げる修士課程の総定員は，改正後の同条
の規定にかかわらず，平成 6 年度は，次のとおりとする。

専攻名　＼　年度 平成 6 年度
エ ネ ル ギ ー 工 学 専 攻 　　　100 人
生 産 シ ス テ ム 工 学 専 攻 100
電 気・ 電 子 工 学 専 攻 100
情 報 工 学 専 攻 100
物 質 工 学 専 攻 　80
建 設 工 学 専 攻 100
知 識 情 報 工 学 専 攻 107

計 687
3 　第 4 条の 3 の表に掲げる博士後期課程の総定員は，改正後の
同条の規定にかかわらず，平成 6 年度から平成 7 年度までは，
次のとおりとする。

専攻名　＼　年度 平成 6 年度 平成 7 年度
総 合 エ ネ ル ギ ー 工 学 専 攻 　　18 人 　　18 人
材 料 シ ス テ ム 工 学 専 攻 18 18
シ ス テ ム 情 報 工 学 専 攻 20 22

計 56 58
　　　附　則（平成 7 年 3 月 22 日）
1 　この学則は，平成 7 年 4 月 1 日から施行する。
2 　第 2 条第 2 項の表に掲げる総定員は，改正後の同条同項の規
定にかかわらず，平成 7 年度は，次のとおりとする。

専攻名　＼　年度 平成 7 年度
エ ネ ル ギ ー 工 学 課 程 　　　　　137 人
生 産 シ ス テ ム 工 学 課 程 　　140
電 気・ 電 子 工 学 課 程 　　137
情 報 工 学 課 程 　　140
物 質 工 学 課 程 　　120
建 設 工 学 課 程 　　136
知 識 情 報 工 学 課 程 　　120
エ コ ロ ジ ー 工 学 課 程 　　　70

計 1,000
3 　第 4 条の 3 の表に掲げる修士課程の総定員は，改正後の同条
の規定にかかわらず，平成 7 年度は，次のとおりとする。

専攻名　＼　年度 平成 7 年度
エ ネ ル ギ ー 工 学 専 攻 　　　100 人
生 産 シ ス テ ム 工 学 専 攻 100
電 気・ 電 子 工 学 専 攻 107
情 報 工 学 専 攻 100
物 質 工 学 専 攻 　80
建 設 工 学 専 攻 100
知 識 情 報 工 学 専 攻 114

計 701
4 　総合エネルギ－工学専攻，材料システム工学専攻及びシステ
ム情報工学専攻は，改正後の第 4 条の 3 の規定にかかわらず，
平成 7 年 3 月 31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学し
なくなる日までの間，存続するものとする。

5 　第 4 条の 3 の表に掲げる博士後期課程の総定員は，改正後の
同条の規定にかかわらず，平成 7 年度から平成 8 年度までは，
次のとおりとする。

専攻名　＼　年度 平成 7 年度 平成 8 年度
総 合 エ ネ ル ギ ー 工 学 専 攻 　12 人 　6 人
材 料 シ ス テ ム 工 学 専 攻 12 　6
シ ス テ ム 情 報 工 学 専 攻 14 　8
機械・構造システム工学専攻 　6 12
機 能 材 料 工 学 専 攻 　8 16
電 子・ 情 報 工 学 専 攻 　8 16
環 境・ 生 命 工 学 専 攻 　6 12

計 66 76
6 　改正後の第 45 条第 2 項の規定は，平成 7 年度大学院入学者か
ら適用する。

　　　附　則（平成 7 年 10 月 25 日）
　この学則は，平成 7 年 10 月 25 日から施行する。
　　　附　則（平成 8 年 3 月 27 日）
　この学則は，平成 8 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 9 年 3 月 26 日）
1 　この学則は，平成 9 年 4 月 1 日から施行する。
2 　第 4 条の 3 の表に掲げる修士課程の総定員は，改正後の同条
の規定にかかわらず，平成 9 年度は，次のとおりとする。

専攻名　＼　年度 平成 9 年度
機 械 シ ス テ ム 工 学 専 攻 　　　　97 人
生 産 シ ス テ ム 工 学 専 攻 100
電 気・ 電 子 工 学 専 攻 111
情 報 工 学 専 攻 100
物 質 工 学 専 攻 　80
建 設 工 学 専 攻 　96
知 識 情 報 工 学 専 攻 115
エ コ ロ ジ ー 工 学 専 攻 　50

計 749
3 　第 4 条の 3 の表に掲げる博士後期課程の総定員は，改正後の
同条の規定にかかわらず，平成 9 年度から平成 10 年度までは，
次のとおりとする。

専攻名　＼　年度 平成 9 年度 平成 10 年度
機械・構造システム工学専攻 　18 人 　18 人
機 能 材 料 工 学 専 攻 24 24
電 子・ 情 報 工 学 専 攻 30 36
環 境・ 生 命 工 学 専 攻 18 18

計 90 96
4 　平成 9 年 3 月 31 日に在学している学生については，改正後の
第 16 条，第 33 条，第 38 条，第 40 条，第 53 条及び第 55 条の
規定にかかわらず，なお従前の例による。

5 　附則（昭和 53 年 4 月 1 日制定）第 2 項の規定は，平成 9 年度
以降の入学者には適用しない。

　　　附　則（平成 10 年 4 月 1 日）
　この学則は，平成 10 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 10 年 11 月 25 日）
　この学則は，平成 10 年 12 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 11 年 3 月 24 日）
1 　この学則は，平成 11 年 4 月 1 日から施行する。



-139--139-

2 　第 2 条第 2 項の表に掲げる総定員は，改正後の同条同項の規
定にかかわらず，平成 11 年度から平成 13 年度までは，次のと
おりとする。

課　　　程 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度
機械システム工学課程 　129 人 　124 人 　119 人
生産システム工学課程 　135 130 125
電気・電子工学課程 　129 124 119
情 報 工 学 課 程 　135 130 125
物 質 工 学 課 程 　115 110 105
建 設 工 学 課 程 　127 122 120
知 識 情 報 工 学 課 程 　120 120 120
エコロジー工学課程 　120 120 120

計 1,010 980 950
　　　附　則（平成 11 年 10 月 27 日）
　この学則は，平成 11 年 10 月 27 日から施行する。
　　　附　則（平成 12 年 3 月 22 日）
　この学則は，平成 12 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 13 年 1 月 6 日）
　この学則は，平成 13 年 1 月 6 日から施行する。
　　　附　則（平成 13 年 4 月 1 日）
　この学則は，平成 13 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 14 年 3 月 27 日）
　この学則は，平成 14 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 14 年 10 月 23 日）
　この学則は，平成 14 年 10 月 23 日から施行する。
　　　附　則（平成 15 年 2 月 26 日）
　この学則は，平成 15 年 2 月 26 日から施行する。
　　　附　則（平成 15 年 4 月 23 日）
　この学則は，平成 15 年 4 月 23 日から施行し，改正後の豊橋技

術科学大学学則の規定は，平成 15 年 4 月 1 日から適用する。
　　　附　則（平成 15 年 9 月 19 日）
　この学則は，平成 15 年 9 月 19 日から施行する。
　　　附　則（平成 15 年 10 月 22 日）
　この学則は，平成 15 年 10 月 22 日から施行する。
　　　附　則（平成 16 年度学則第 1 号）
1 　この学則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
2 　豊橋技術科学大学組織及び運営規則（平成 9 年 12 月 17 日制
定）及び豊橋技術科学大学運営諮問会議規則（平成 12 年 2 月
23 日制定）は，廃止する。

　　　附　則（平成 16 年度学則第 2 号（平成 16 年 11 月 8 日））
　この学則は，平成 16 年 12 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 16 年度学則第 3 号（平成 17 年 3 月 18 日））
　この学則は，平成 17 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 17 年度学則第 1 号（平成 17 年 6 月 27 日））
　この学則は，平成 17 年 6 月 27 日から施行する。
　　　附　則（平成 17 年度学則第 2 号（平成 17 年 11 月 10 日））
　この学則は，平成 17 年 12 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 18 年度学則第 1 号（平成 18 年 9 月 25 日））
　この学則は，平成 18 年 10 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 18 年度学則第 2 号（平成 18 年 11 月 13 日））
　この学則は，平成 19 年 4 月 1 日から施行する。ただし，第 6 条

第 1 項及び第 42 条第 1 項第 2 号の改正規定並びに第 60 条の次
に 1 条を加える改正規定及び第 61 条第 2 項第 2 号の次に 1 号を
加える改正規定は，平成 18 年 12 月 1 日から施行する。

　　　附　則（平成 18 年度学則第 3 号（平成 19 年 3 月 13 日））
　この学則は，平成 19 年 4 月 1 日から施行する。ただし，改正後

の第 40 条第 3 項及び第 49 条の 2 の規定は，平成 20 年 4 月 1 日
から施行する。

　　　附　則（平成 19 年度学則第 1 号（平成 19 年 12 月 14 日））
　この学則は，平成 19 年 12 月 26 日から施行する。
　　　附　則（平成 19 年度学則第 2 号（平成 19 年 12 月 26 日））
　この学則は，平成 19 年 12 月 26 日から施行する。
　　　附　則（平成 19 年度学則第 3 号（平成 20 年 3 月 10 日））
　この学則は，平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 19 年度学則第 4 号（平成 20 年 3 月 26 日））
　この学則は，平成 20 年 4 月 1 日から施行する。

　　　附　則（平成 21 年度学則第 1 号（平成 21 年 6 月 26 日））
　この学則は，平成 21 年 10 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 21 年度学則第 2 号（平成 21 年 11 月 9 日））
　この学則は，平成 21 年 12 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 21 年度学則第 3 号（平成 22 年 3 月 19 日））
1 　この学則は，平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
2 　平成 22 年 3 月 31 日に工学部に在学している学生並びに平成
22 年度及び平成 23 年度の 3 年次入学者については，改正後の
第 2 条第 2 項の規定にかかわらず，なお従前の例による。

3 　第 2 条第 3 項の表に掲げる 3 年次の入学定員及び総定員は，
改正後の同条同項の規定にかかわらず，平成 22 年度から平成
24 年度までは，次のとおりとする。

課　程　名

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度
入学
定員

総
定
員

入学
定員

総
定
員

入学
定員

総
定
員3年次 3年次 3年次

機 械 工 学 課 程 　  20 　  40  95 155
電気・電子情報工学課程 　  15 　  30  80 125
知 能・ 情 報 工 学 課 程 　  15 　  30  80 125
環 境・ 生 命 工 学 課 程 　  20 　  40  55 115
建築・都市システム学課程 　  10 　  20  50  80
機械システム工学課程  37 104  37  94 　  47
生産システム工学課程  40 110  40 100 　  50
電 気・ 電 子 工 学 課 程  37 104  37  94 　  47
情 報 工 学 課 程  40 110  40 100 　  50
物 質 工 学 課 程  30  90  30  80 　  40
建 設 工 学 課 程  36 102  36  92 　  46
知 識 情 報 工 学 課 程  40 110  40 100 　  50
エ コ ロ ジ ー 工 学 課 程  40 110  40 100 　  50

計 300 920 300 920 360 980
4 　平成 22 年 3 月 31 日に大学院修士課程に在学している学生に
ついては，改正後の第 4 条，第 4 条の 2，第 39 条から第 41 条，
第 49 条の 3，第 50 条，第 51 条及び第 53 条の規定にかかわら
ず，なお従前の例による。

5 　第 4 条の 3 の表に掲げる博士前期課程の総定員は，改正後の
同条の規定にかかわらず，平成 22 年度は，次のとおりとする。

専攻名　／　年度 平成 22 年度
（博士前期課程） 　

機 械 工 学 専 攻 　　105 人
電 気・ 電 子 情 報 工 学 専 攻 　85
情 報・ 知 能 工 学 専 攻 　85
環 境・ 生 命 工 学 専 攻 　65
建 築・ 都 市 シ ス テ ム 学 専 攻 　55

（修士課程） 　
機 械 シ ス テ ム 工 学 専 攻 　47
生 産 シ ス テ ム 工 学 専 攻 　50
電 気・ 電 子 工 学 専 攻 　54
情 報 工 学 専 攻 　50
物 質 工 学 専 攻 　40
建 設 工 学 専 攻 　46
知 識 情 報 工 学 専 攻 　58
エ コ ロ ジ ー 工 学 専 攻 　50

計 790
　　　附　則（平成 22 年度学則第 1 号（平成 22 年 9 月 22 日））
　この学則は，平成 22 年 10 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 22 年度学則第 2 号（平成 23 年 3 月 29 日））
　この学則は，平成 23 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 23 年度学則第 1 号（平成 24 年 3 月 19 日））
1 　この学則は，平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
2 　機械・構造システム工学専攻，機能材料工学専攻，電子・情
報工学専攻及び環境・生命工学専攻は，改正後の第 4 条の 2 第
4 項の規定にかかわらず，平成 24 年 3 月 31 日に当該専攻に在
学する者が，当該専攻に在学しなくなる日までの間存続するも
のとする。

3 　平成 24 年 3 月 31 日に博士後期課程に在学している学生につ
いては，改正後の第 4 条の 2，第 4 条の 3，第 50 条第 2 項から
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第 4 項，第 6 項及び第 7 項の規定にかかわらず，なお従前の例
による。

4 　第 4 条の 3 の表に掲げる博士後期課程の総定員は，改正後の
同条の規定にかかわらず，平成 24 年度から平成 25 年度までは，
次のとおりとする。

専攻名　／　年度 平成 24 年度 平成 25 年度
（博士後期課程） 　 　

機 械 工 学 専 攻 　　 8 人 　 　16 人
電 気・ 電 子 情 報 工 学 専 攻  7  14
情 報・ 知 能 工 学 専 攻  8  16
環 境・ 生 命 工 学 専 攻  6  12
建築・都市システム学専攻  5  10

（博士後期課程） 　 　
機械・構造システム工学専攻  12  6
機 能 材 料 工 学 専 攻  16  8
電 子・ 情 報 工 学 専 攻  28  14
環 境・ 生 命 工 学 専 攻  12  6

計 102 102
　　　附　則（平成 25 年度学則第 1 号（平成 25 年 9 月 11 日））
　この学則は，平成 25 年 10 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 25 年度学則第 2 号（平成 26 年 3 月 18 日））
　この学則は，平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 26 年度学則第 1 号（平成 27 年 3 月 23 日））
　この学則は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 27 年度学則第 1 号（平成 28 年 3 月 14 日））　
1 　この学則は，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
2 　第 29 条の規定は，平成 28 年度学部第 1 年次入学者から順次
適用する。

3 　前項に掲げる以外の者，平成 28 年 3 月 31 日に在学している
学生については，改正後の第 29 条の規定にかかわらず，なお従
前の例による。

　　　附　則（平成 28 年度学則第 1 号（平成 28 年 6 月 23 日））　
　この学則は，平成 28 年 6 月 23 日から施行する。　
　　　附　則（平成 28 年度学則第 2 号（平成 29 年 3 月 17 日））　
　この学則は，平成 29 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 29 年度学則第 1 号（平成 30 年 3 月 15 日））　
　この学則は，平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 30 年度学則第 1 号（平成 31 年 1 月 31 日））　
1 　この学則は，平成 31 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 30 年度学則第 2 号（平成 31 年 3 月 19 日））
　この学則は，平成 31 年 4 月 1 日から施行する。　
　　　附　則（令和元（2019）年度学則第 1 号（令和元（2019）

年 6 月 27 日））
　この学則は，令和元（2019）年 6 月 27 日から施行する。
　　　附　則（令和元（2019）年度学則第 2 号（令和 2（2020）

年 1 月 30 日））
　この学則は，令和 2（2020）年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（令和元（2019）年度学則第 3 号（令和 2（2020）

年 3 月 19 日））
　この学則は，令和 2（2020）年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（令和 2（2020）年度学則第 1 号（令和 2（2020）年

11 月 6 日））
　この学則は，令和 2（2020）年 11 月 6 日から施行し，令和 2
（2020）年 4 月 1 日から適用する。

　　　附　則（令和 2（2020）年度学則第 2 号（令和 2（2020）年
11 月 19 日））

　この学則は，令和 3（2021）年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（令和 2（2020）年度学則第 3 号（令和 3（2021）年

3 月 18 日））
　この学則は，令和 3（2021）年 4 月 1 日から施行する。ただし，

改正後の第 28 条，第 28 条の 2 第 2 項，第 30 条第 3 項ただし書
きの規定は，令和 2（2020） 年 4 月 1 日から適用する。

　　　附　則（令和 2（2020）年度学則第 4 号（令和 3（2021）年
3 月 18 日））

　この学則は，令和 3（2021）年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（令和 3（2021）年度学則第 1 号（令和 4（2022）年

3 月 30 日））
　この学則は，令和 4（2022）年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（令和 4（2022）年度学則第 1 号（令和 5（2023）年

3 月 30 日））
　この学則は，令和 5（2023）年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（令和 5（2023）年度学則第 1 号（令和 6（2024）年

3 月 28 日））
　この学則は，令和 6（2024）年 4 月 1 日から施行する。

　2．豊橋技術科学大学学生規則 
　（昭和 53 年 4 月 1 日制定）
　　　第 1 章　趣旨
　（趣旨）
第 1 条　この規則は，本学学生（以下「学生」という。）の行為等

に関し，他に定めるもののほか，必要事項について定める。

　　　第 2 章　誓約書，身上調書 
　（誓約書） 
第 2 条　新たに学生となる者は，別記様式の誓約書に署名押印し，

入学手続のときに学長に提出しなければならない。
　（身上調書）
第 3 条　新たに学生となる者は，別に定める身上調書に本人の身

上に関する事項を記入し，入学手続のときに，学長に提出しな
ければならない。

2 　前項の身上調書の記載事項に変更があったときは，当該学生
は，速やかに，その旨を学長に届け出なければならない。

　　　第 3 章　学生証
　（学生証の所持）
第 4 条　学生は，学生証の交付を受け常に所持するとともに，本

学教職員（以下「教職員」という。）から請求があったときは，
これを提示しなければならない。

2 　学生証は，他人に貸与し，又は譲渡してはならない。
3 　学生証を所持しない者については，講義室，研究室，図書館
等本学施設の使用を制限することがある。

　（学生証の取扱い）
第 5 条　学生証を紛失したときは，直ちに届け出て，再交付を受

けなければならない。
2 　卒業，退学等により学生の身分を失ったとき又は有効期限が
経過したときは，直ちに学生証を返還しなければならない。

　　　第 4 章　健康診断
　（健康診断）
第 6 条　学生は，本学が行う健康診断を受診しなければならない。
2 　学生は，健康診断の結果に基づき，本学が行う保健衛生上の
指導，指示に従わなければならない。

　　　第 5 章　課外活動団体
　（設立承認）
第 7 条　学生が，課外活動団体を設立しようとするときは，課外

活動団体設立申請書を学長に提出し，承認を得なければならな
い。ただし，団体の設立に当たっては，当該団体の活動を継続
的に行うに足る学生の構成員数を有し，専任の教授，准教授及
び講師のうちから，顧問教員を定めなければならない。

2 　前項によって承認された団体が，団体を継続しようとすると
きは，毎年度 5 月末日までに，課外活動団体更新届を学長に提
出しなければならない。

　（活動の停止又は解散）
第 8 条　団体が，次の各号の一に該当するときは，学長は，当該

団体の活動停止又は解散を命ずることがある。
（ 1 ）豊橋技術科学大学学則（昭和 53 年 4 月 1 日制定。以下「学

則」という。）又は諸規則に違反した活動を行ったとき。
（ 2 ）団体活動中に事故が発生するなど，団体の運営が円滑に行わ

れなかったとき。
（ 3 ）団体構成員が，不祥事に関係し，それが団体活動に密接な関

連のあったとき。
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（ 4 ）長期にわたって，団体活動が行われなかったとき。
（ 5 ）団体活動が，本学の教育研究等の遂行に阻害を与え教職員の

指示に従わなかったとき。
2 　団体が，活動を停止又は解散するときは，速やかに，その旨
を学長に届け出なければならない。

　　　第 6 章　集会等
　（集会の届出）
第 9 条　学生又は学生の団体が，集会を開催しようとするときは，

あらかじめ責任者を定め，開催の 5 日前までに，学生集会届を
学長に提出し，承認を得なければならない。

　（集会の禁止又は解散）
第 10 条　前条により申請のあった集会が，次の各号の一に該当す

ると認められるときは，学長は，その集会の開催について中止
又は解散を命ずることがある。

（ 1 ）本学の教育研究等に支障があると認められるとき。
（ 2 ）本学の施設・設備・環境を損なうと認められるとき。
（ 3 ）集会の責任者又は参加者が，学則又は諸規則に違反した行為

を行ったとき。
　（募金・販売等）
第 11 条　学生又は学生の団体が，募金，販売等の金銭上の収受を

伴う行為をしようとするときは，前 2 条の規定を準用する。

　　　第 7 章　文書等の掲示・配布・拡声器の使用
　（文書の掲示・配布）
第 12 条　学生又は学生の団体が，学内において文書，ポスタ－，

立看板等（以下「文書等」という。）を掲示又は配布しようとす
るときは，所定の場所に限り行うことができる。

2 　文書等には，責任者の所属，学年，氏名及び掲示・配布年月
日を記載しなければならない。

3 　文書等の掲示又は配布期間は，原則として10日以内とし，当
該責任者は，その期間が終了したときは撤去しなければならない。

　（拡声器の使用）
第 13 条　学生又は学生の団体が，学内において拡声器等を使用し

ようとするときは，本学の教育研究等に支障を及ぼすことがな
い場合に限り許可することがある。

　　　第 8 章　諸施設の使用
　（諸施設の使用）
第 14 条　学生又は学生の団体が，体育施設その他の諸施設を使用

しようとするときは，当該諸施設の利用に係る規定の定めると
ころによるものとする。

　　　附　則
1 　この規則は，昭和 53 年 4 月 1 日から施行する。
2 　学生の意向聴取の領域，組織，方法等については，別に定める。
　　　附　則（昭和 54 年 12 月 26 日）
　この規則は，昭和 54 年 12 月 26 日から施行し，同年 4 月 1 日か

ら適用する。
　　　附　則（昭和 56 年 3 月 31 日）
　この規則は，昭和 56 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 6 年 9 月 22 日）
　この規則は，平成 6 年 9 月 22 日から施行する。
　　　附　則（平成 11 年 3 月 24 日） 
　この規則は，平成 11 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 15 年 3 月 26 日）
　この規則は，平成 15 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 16 年度規則第 17 号）
　この規則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 18 年度規則第 15 号（平成 19 年 2 月 13 日））
　この規則は，平成 19 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（令和元（2019）年度規則第 8 号（令和 2（2020）

年 3 月 23 日））
　この規則は，令和 2（2020）年 4 月 1 日から施行する。

　3．豊橋技術科学大学学生規則第 7条に規定する学生団体の 
　 　設立及び更新の承認に係る基本方針 
　豊橋技術科学大学学生規則第 7 条に規定する学生団体の設立及
び更新の承認に係る基本方針は，次のとおりとする。
1 　学生団体の設立及び更新は，次の事項の全てに該当する団体に
ついて，学生生活委員会の議を経て学長が承認することとする。

（ 1 ）課外活動の目的（団体生活を通じて心身の鍛練と人格の形成
を図り，もって社会生活に必要な自律性・協調性を修得するこ
と）に沿った活動を行うものであること。

（ 2 ）団体としての目標・目的を定めて活動するものであること。
（ 3 ）技能・技量・知識の向上を目指し，その成果を団体の外の者

に対して提示する機会を持った活動を行うものであること。
（ 4 ）全学の学生を対象とし，複数の学年に渡る構成員（正規生

10 名程度を目安とする。）を有し，課外活動の目的に沿って，
将来に渡って継続的に活動可能な組織を有していること。

（ 5 ）類似の活動を行う既存の承認団体がないこと。
（ 6 ）金銭の授受，収益を目的としないものであること。
2 　設立及び更新の承認を受けようとする団体は，「課外活動団体
設立申請書」または「課外活動団体更新届」に，下記の事項を
明記した当該団体の規約（会則）を添付することとする。

（ 1 ）団体設立の趣旨
（ 2 ）団体の活動目標・目的
（ 3 ）団体の活動内容
（ 4 ）団体の組織（役員構成・役割）
（ 5 ）団体の運営（団体としての意志の決定・共有・伝達の方法）
（ 6 ）その他当該団体の継続的活動に必要な事項
3 　設立の承認を受けた団体は，必ず，総部会に加盟することと
する。

4 　設立の初年度は，準団体として承認し，その後，活動の実績
等を勘案のうえ，それが良好である場合は，次年度以降，正団
体として承認する。

5 　大学からの物品援助，施設，用具の使用等は，正団体を優先
する。

　　　附　記
　この方針は，平成 15 年 4 月 1 日から実施する。
　　　附　記　（平成 17 年 2 月 3 日）
　この方針は，平成 17 年 4 月 1 日から実施する。

　4．豊橋技術科学大学学生表彰規程 
　（趣旨）
第 1 条　この規程は，豊橋技術科学大学学則（昭和 53 年 4 月 1日

制定）第 56 条に基づき，学生の表彰に関し必要な事項を定める。
　（表彰対象者）
第 2 条　表彰対象者は，本学に在籍する学生又は在籍する学生で

組織する学生団体（以下「学生等」という。）で，次の各号の一
に該当し表彰に価する者とする。

（ 1 ）学術研究活動で，特に顕著な成果を挙げた学生等
（ 2 ）課外活動で，特に顕著な成果を挙げた学生等
（ 3 ）社会活動で，特に顕著な功績があった学生等
（ 4 ）その他，前各号以外の活動等で，特に顕著な業績・功績等が

あった学生等
　（表彰対象者の推薦）
第 3 条　表彰対象者の推薦は，別紙様式により，各系長，指導教

員又は顧問教員等が行うものとする。
　（表彰対象者の決定）
第 4 条　表彰対象者の決定は，前条の推薦に基づき，学生生活委

員会及び教授会の議を経て，学長が行う。
　（表彰の方法）
第 5 条　表彰は，学長が表彰状を授与することにより行う。
2 　前項の表彰に併せて，記念品を贈呈することができる。
　（表彰の時期）
第 6 条　表彰は，随時行うこととし，表彰対象者の決定後速やか

に行うものとする。
　（事務）
第 7 条　表彰に関する事務は，学生課において処理する。
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　（その他）
第 8 条　この規程に定めるもののほか，表彰の実施に関し必要な

事項は，別に定める。

　　　附　則
　この規程は，平成 9 年 2 月 12 日から施行する。
　　　附　則（平成 10 年 4 月 1 日）
　この規程は，平成 10 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 12 年 3 月 22 日）
　この規程は，平成 12 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 16 年度規程第 92 号）
　この規程は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 19 年度規程第 91 号（平成 20 年 3 月 26 日））
　この規程は，平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 24 年度規程第 36 号（平成 25 年 3 月 25 日））
　この規程は，平成 25 年 3 月 25 日から施行し，平成 24 年 4 月 1

日から適用する。

　5．豊橋技術科学大学学生表彰実施細則 
　（趣旨）
第 1 条　この細則は，豊橋技術科学大学学生表彰規程（平成 9 年

2 月 12 日制定。以下「規程」という。）第 8 条の規定に基づき，
表彰の実施に関し必要な事項を定める。

　（表彰対象者）
第 2 条　規程第 2 条に定める表彰対象者は，別途要項に定める期

間に在籍し，次の各号に掲げる一に該当する学生又は学生団体
とする。

（ 1 ）第1号関係（学術研究活動で，特に顕著な成果を挙げた学生等）
　　イ　学会等で賞を受賞した場合

（ 2 ）第 2 号関係（課外活動で，特に顕著な成果を挙げた学生等）
　　イ　愛知県大会相当以上の競技会，展示会等で入賞した場合
　　ロ　その他これらに準じた競技会，展示会等において，特に

優秀な成績を収めた場合
（ 3 ）第 3 号関係（社会活動で，特に顕著な功績があった学生等）
　　イ　公共団体等から表彰を受け，社会的に特に高い評価を得

た場合 
　　ロ　新聞，雑誌等に掲載され，社会的に特に高い評価を得た

場合 
　　ハ　その他，これらに準じた功績等で，特に高い評価を得た

場合
（ 4 ）第 4 号関係（その他，前各号以外の活動等で，特に顕著な業

績・功績等があった学生等）
　　イ　人命救助，災害救助等に貢献した場合
　　ロ　その他，前各号以外で，特に優れた業績，功績等があっ

た場合
　（表彰状）
第 3 条　規程第 5 条に定める表彰状の文面は，表彰の内容に応じ

てその都度決定するものとする。

　　　附　則
　この細則は，平成 9 年 2 月 12 日から施行する。
　　　附　則（平成 17 年度細則第 6 号（平成 17 年 11 月 10 日））
　この細則は，平成 17 年 11 月 10 日から施行する。
　　　附　則（平成 24 年度細則第 9 号（平成 25 年 3 月 25 日））
　この細則は，平成 25 年 3 月 25 日から施行し，平成 24 年 4 月 1

日から適用する。

　6．学生の文書等の掲示及び配布に関する取扱要領 
　（趣旨）
1 　学生又は学生の団体が，学内において文書，ポスター，立看
板等（以下 ｢文書等｣ という。）を掲示又は配布しようとする場
合の取扱いについては，豊橋技術科学大学学生規則（昭和 53 年
4 月 1 日制定。以下「学生規則」という。）第 12 条に定めるも

ののほか，この要領に定めるところによる。
　（掲示場所）
2 　文書及びポスタ－の掲示場所は，次のとおりとする。ただし，
行事等のため特に認めた場合は，この限りでない。

（ 1 ）福利厚生施設前屋外掲示板［学生用掲示板（1）］
（ 2 ）福利厚生施設内掲示板［学生用掲示板（2），（3）］
（ 3 ）学生宿舎掲示板［学生用掲示板（4），（5），（6），（7），（8），

（9），（10）］
（ 4 ）国際交流会館掲示板［学生用掲示板（11）］
3 　立看板の設置場所は，学生課で指示する。
　（配布場所）
4 　文書の配布場所は，学生課で指示する。
　（文書等の大きさ）
5 　文書及びポスタ－の大きさは，掲示板を過度に占有すること
のないように，原則として JIS A4 （210 × 297）サイズとする。
ただし，特例として大学関係イベントの掲示については，A1

（594 × 841）以内とする。
6 　同一の文書又はポスターを，同じ掲示板に 2 枚以上掲示しな
いこと。

7 　立看板の大きさは，原則として 2m × 1m 以内とする。
　（責任者の記載）
8 　文書等の責任者名の記載に当たっては，所属，学年，氏名を
明確に記入すること。

　（文書等の撤去）
9 　文書等で掲示又は配布期間の終了したものは，掲示又は配布
責任者が撤去する。

10　学生規則第 12 条及びこの要領に定める事項に違反した場合
は，学生課において撤去する。

　　　附　記
　この要領は，昭和 56 年 4 月 1 日から実施する。
　　　附　記（昭和 59 年 3 月 1 日）
　この要領は，昭和 59 年 4 月 1 日から実施する。
　　　附　記（平成 16 年 3 月 8 日）
　この要領は，平成 16 年 4 月 1 日から実施する。
　　　附　記（平成 20 年 3 月 26 日）
　この要領は，平成 20 年 4 月 1 日から実施する。
　　　附　記（平成 22 年 10 月 27 日）
　この要領は，平成 22 年 11 月 1 日から実施する。

　7．豊橋技術科学大学体育施設使用規程 
　（趣旨）
第 1 条　豊橋技術科学大学（以下「本学」という。）の体育施設を，

本学の学生及び国立大学法人豊橋技術科学大学（以下「本法人」
という。）の職員が使用する場合については，この規程の定める
ところによる。

　（体育施設の範囲）
第 2 条　この規程において，体育施設とは，次の施設をいう。

（ 1 ）体育館
（ 2 ）陸上競技場
（ 3 ）テニスコート
（ 4 ）野球場
（ 5 ）プール
（ 6 ）ゴルフ練習場
（ 7 ）トレーニングジム
　（使用目的）
第 3 条　体育施設は，本学の体育授業，行事に使用するほか，次

の場合に使用することができる。
（ 1 ）本学の学生の課外体育活動
（ 2 ）本法人の職員の体育活動
（ 3 ）その他学長が適当と認めた場合
　（使用日時）
第 4 条　第 2 条に規定する体育施設を使用できる時間は，別に定

める。
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2 　学長は，必要があると認めるときは，前項の規定にかかわら
ず，体育施設を使用させ又は使用させないことができる。

　（使用手続）
第 5 条　本学又は本法人が設立を承認した課外活動団体及び職員

の体育クラブが使用しようとする場合は，各月の始めに，使用
願を学生課に提出し，学長の許可を受けなければならない。

2 　前項に定めるもののほか，本学の学生又は本法人の職員が一
時使用する場合で，他に使用予定がないときは，体育施設を使
用することができる。ただし，この場合は，学生課に事前に届
け出なければならない。

　（遵守事項）
第 6 条　体育施設を使用する者（以下「使用者」という。）は，事

故防止に努めるとともに，当該施設の「使用心得」を遵守しな
ければならない。

　（鍵の管理）
第 7 条　体育施設の鍵は，学生課が管理する。
2 　使用者は，使用の都度，学生課で鍵を借り受け，使用後は直
ちに返却しなければならない。ただし，次の各号に掲げる時間
及び日に使用する場合は，予め学生課に届け出て，守衛所にお
いて，鍵を授受するものとする。

（ 1 ）日曜日及び土曜日
（ 2 ）国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定

する休日
（ 3 ）夏季休日（当該年度の 8 月 1 日の曜日を基準として，国立大

学法人豊橋技術科学大学職員就業規則第 36 条別表第 1 に定める
2 日）

（ 4 ）年末・年始の休業日（原則として 12 月 29 日から翌年 1 月 3
日まで。）

（ 5 ）月曜日から金曜日までの 17 時 15 分以降
　（使用許可の取消等）
第 8 条　次の各号の一に該当する場合は，使用の許可を取り消し，

又は使用を中止させることがある。
（ 1 ）本学の体育授業，行事のため，体育施設を使用する必要が生

じた場合
（ 2 ）第 6 条及び豊橋技術科学大学学生規則（昭和 53 年 4 月 1 日

制定）に違反した場合
　（弁償責任）
第 9 条　故意又は過失により，施設備品等を威失し，き損し又は

汚染したときは，国立大学法人豊橋技術科学大学の指示に従い，
使用者はその現状回復に必要な経費を弁償しなければならない。

　　　附　則
1 　この規程は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
2 　豊橋技術科学大学体育施設使用規則（昭和 56 年 2 月 28 日制
定）は，廃止する。

　　　附　則（平成 19 年度規程第 94 号（平成 20 年 3 月 26 日））
　この規程は，平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 20 年度規程第 35 号（平成 21 年 3 月 26 日））
　この規程は，平成 21 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 21 年度規程第 91 号（平成 22 年 3 月 31 日））
　この規程は，平成 22 年 4 月 1 日から施行する。

　8．課外活動施設夜間照明設備使用要領 
　（使用目的）
第 1　夜間照明設備の使用を伴う課外活動施設の使用については，

次の活動の場合とする。
（ 1 ）本学学生の課外体育活動
（ 2 ）本学職員の体育活動
　（使用日時）
第 2　使用できる日及び時間は，次に掲げる日を除いた日の午後 9

時までとする。
（ 1 ）日曜日及び土曜日
（ 2 ）国民の祝日に関する法律に規定する休日
（ 3 ）全学一斉休業日
（ 4 ）12 月 28 日から翌年 1 月 4 日まで

　（使用手続）
第 3　使用責任者は事前に所定の使用願を学生課に提出し，許可

を受けなければならない。
　 なお，使用日時に変更が生じた場合には，使用責任者は速や

かに学生課に届け出なければならない。
第 4　夜間照明設備を使用する場合は，使用日の正午から午後 5

時までの間に，点灯カードの交付を受けなければならない。
第 5　その他本学職員の指示に従わなければならない。
第 6　この要領に定めるもののほか，課外活動施設の使用にあた

っては，豊橋技術科学大学体育施設使用規程（平成 16 年度規程
第 90 号）によるものとする。

　　　附　記
1 　この要領は，平成 20 年 1 月 1 日から実施する。
2 　テニスコート（夜間照明設備）暫定使用要領（平成 6 年 6 月
15 日学生生活委員会決定）は，廃止する。

　　　附　記（平成 20 年 3 月 26 日）
　この要領は，平成 20 年 4 月 1 日から実施する。
　　　附　記（平成 25 年 2 月 14 日）
　この要領は，平成 25 年 4 月 1 日から実施する。

　9．豊橋技術科学大学課外活動共用施設規程 
　（目的）
第 1 条　本学に，学生の課外活動の振興に資するとともに，課外

活動を通じて心身を練磨し，並びに社会生活に必要な自律性，
協調性を養う場として，豊橋技術科学大学課外活動共用施設

（以下「課外施設」という。）を設置し，その管理運営等につい
ては，この規程の定めるところによる。

　（管理運営）
第 2 条　課外施設の管理運営の基本方針は，学生生活委員会の議

を経て，学長が定める。
　（使用者）
第 3 条　課外施設は，本学が設立を承認した課外活動団体（以下
「団体」という。）が，その活動上必要な場合に，使用を許可す
るものとする。ただし，学長が特に使用を認めた場合は，この
限りでない。

　（用途）
第 4 条　課外施設の各室の用途は，次のとおりとする。

（ 1 ）共用室　団体内部の連絡，行事の企画等のため，複数の団体
が共用で使用する。

（ 2 ）音楽等練習室　課外活動としての音楽等の練習のため使用する。
（ 3 ）製作作業室　課外活動としての制作作業のため使用する。
（ 4 ）暗室　課外活動としての写真の現像等のため使用する。
（ 5 ）器具保管室　課外活動用具の保管のため使用する。
　（使用日時）
第 5 条　課外施設を使用できる日及び時間は，原則として，年末・

年始の休業日（原則として 12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで）
を除いた日の午前 9 時から午後 10 時までとする。ただし音を出
す練習は午後 9 時までとする。

2 　学長は，必要と認めるときは，前項の規定にかかわらず，課
外施設を使用させ又は使用させないことができる。

　（使用手続）
第 6 条　課外施設を使用しようとする団体は，次の区分により，

使用願を学生課に提出し，学長の許可を受けなければならない。
（ 1 ）恒常的な活動の場所として使用しようとするときは，各年度

の始めに使用願を提出し，掲載事項に変更が生じたときは，そ
の都度再提出すること。

（ 2 ）一時的に使用しようとするときは，使用の都度使用願を提出
すること。

　（遵守事項）
第 7 条　課外施設を使用する者（以下「使用者」という。）は，次

の事項を遵守しなければならない。
（ 1 ）許可された目的以外の用途に使用しないこと。
（ 2 ）使用の許可時間を守ること。
（ 3 ）火気類は使用しないこと。
（ 4 ）建物内では，喫煙しないこと。
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（ 5 ）設備備品等の取扱いに注意し，無断で模様替え又は移動をし
ないこと。

（ 6 ）活動に直接関わりのない物品を残置しないこと。
（ 7 ）使用後は，清掃，消灯及び戸締まりを行うこと。
（ 8 ）掲示物は所定の場所に貼ること。
（ 9 ）その他係員の指示に従うこと。
　（鍵の管理）
第 8 条　課外施設の鍵は，学生課が管理する。
2 　使用者は，使用の都度，学生課で鍵を借り受け，使用後は直
ちに返却しなければならない。ただし，次の各号に掲げる時間
及び日に使用する場合は，予め学生課に届け出て，守衛所にお
いて，鍵を授受することとする。

（ 1 ）月曜日から金曜日までの午後 5 時 30 分以降
（ 2 ）日曜日及び土曜日
（ 3 ）国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定

する休日
　（使用許可の取消等）
第 9 条　使用者が，第 7 条及び豊橋技術科学大学学生規則（昭和

53 年 4 月 1 日制定）に違反した場合は，使用許可を取り消し又
は使用を中止させることがある。

　（弁償責任）
第 10 条　使用者が，故意又は過失によって，施設備品等を破損又

は紛失したときは，国立大学法人豊橋技術科学大学（以下「本
法人」という。）の指示に従い速やかに修理するか又は本法人の
認定した金額を弁償しなければならない。

　　　附　則
1 　この規程は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
2 　豊橋技術科学大学課外活動共用施設規則（昭和 55 年 4 月 1 日
制定）は，廃止する。

　　　附　則（平成 19 年度規程第 93 号（平成 20 年 3 月 26 日））
　この規程は，平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 24 年度規程第 38 号（平成 25 年 3 月 25 日））
　この規程は，平成 25 年 4 月 1 日から施行する。

　10．課外活動共用施設「課外活動集会棟」の運用について 
　平成 15 年 4 月 1日設置の課外活動共用施設「課外活動集会棟」

（以下「集会棟」という。）の運用については，下記のとおりとする。
1 　集会棟（集会室 1・2・3）は，課外活動共用施設の付属施設
として，「豊橋技術科学大学課外活動共用施設規程」（以下「課
外活動共用施設規程」という。）の定めるところにより運用する。

2 　集会棟は，課外活動団体が会合及び練習等のために共同で使
用するものとし，使用区分は，「課外活動共用施設規程」第 6 条
第 2 号を適用する。

3 　「課外活動共用施設規程」第 5 条第 1 項により，午後 10 時を
限度として，使用を認めることがある。

4 　集会室の使用にあたっては，「課外活動共用施設規程」を遵守
するとともに，以下の事項を遵守することとする。

（ 1 ）集会室を使用しようとする団体は，使用の都度，学生課に
「使用願」を提出し，使用する部屋の鍵を借り受け，使用後は直
ちに返却すること。

（ 2 ）集会室の使用希望日時が重複した場合は，使用を希望する団
体間で調整すること。

（ 3 ）集会室の使用は，当該「使用願」に記載の時間限りとし，使
用後は，当該団体の活動用物品，部員の私物等を残置しないこと。

（ 4 ）同一の集会室を，連続して複数の日に渡って使用する場合
は，日単位で，室内を一旦取り片付け，当該団体の活動用物品，
部員の私物等を残置しないこと。

（ 5 ）使用後は，集会室備え付けの物品以外のものが室内にないこ
とを確認し，清掃を行い，消灯のうえ，施錠し，鍵を返却する
こと。

（ 6 ）飲食を伴う会合には，使用しないこと。
（ 7 ）学外者を交えての会合には使用しないこと。
5 　遵守事項が守られなかった場合は，当該団体の集会室の使用を
中止させ，以後，当該団体に集会室を使用させないことがある。

　11．豊橋技術科学大学課外活動用具貸出要領 
　（趣旨）
1 　この要領は，豊橋技術科学大学（以下「本学」という。）にお
ける学生の課外活動に必要な用具（以下「用具」という。）の貸
出し及び使用について，必要な事項を定めるものとする。

　（使用手続）
2 　用具を使用しようとする者は，使用予定日の一週間前までに，
使用願を学生課に提出し，許可を受けなければならない。

3 　前項に定めるもののほか，課外活動団体が使用しようとする
場合は，各年度の初めに，使用願を学生課に提出し，許可を受
けなければならない。

　（貸出順位）
4 　貸出しの順位は，原則として願い出順とする。ただし，課外
活動団体と個人にあっては，課外活動団体を優先させることが
ある。

　（使用心得）
5 　用具を使用する者は，次のことを守らなければならない。

（ 1 ）目的以外に使用しないこと。
（ 2 ）破損又は紛失しないように，用具の取扱いに注意すること。
（ 3 ）貸出期間を守ること。
（ 4 ）用具を転貸しないこと。
（ 5 ）使用後は，用具の手入れを行い，返却すること。
（ 6 ）その他，係員の指示に従うこと。
　（使用許可の取消し）
6 　用具の使用を許可した後でも，次に掲げる場合は，使用の許
可を取り消すことがある。

（ 1 ）使用を許可した後，本学の体育授業，行事等のため用具を使
用する必要が生じた場合

（ 2 ）使用許可の目的及び条件に違反した場合
（ 3 ）前項の使用心得を守らない場合
　（修理又は弁償）
7 　用具を破損又は紛失した場合は，使用者が修理するか又は弁
償するものとする。

　　　附　記
　この要領は，昭和 55 年 4 月 1 日から実施する。
　　　附　記（昭和 56 年 3 月 24 日）
　この要領は，昭和 56 年 4 月 1 日から実施する。
　　　附　記（平成 6 年 9 月 22 日）
　この要領は，平成 6 年 9 月 22 日から実施する。
　　　附　記（平成 15 年 3 月 26 日）
　この要領は，平成 15 年 4 月 1 日から実施する。
　　　附　記（平成 20 年 3 月 26 日）
　この要領は，平成 20 年 4 月 1 日から実施する。

　12．豊橋技術科学大学入学料免除及び徴収猶予取扱規程 
　（趣旨）
第 1 条　豊橋技術科学大学学則（昭和 53 年 4 月 1 日制定）第 60

条に規定する入学料免除及び徴収猶予の取扱いについては，法
令その他特別の定めのあるもののほか，この規程の定めるとこ
ろによる。

　（大学院の免除対象者）
第 2 条　大学院の研究科に入学する者（研究生，科目等履修生と

して入学する者を除く。以下同じ。）で，経済的理由によって入
学料の納入が困難であり，かつ，学業優秀と認められる場合は，
免除の対象者とすることができる。

2 　前項に規定する者のほか，次の各号の一に該当する特別な事
情により入学料の納入が著しく困難であると認められる場合は，
免除の対象者とすることができる。

（ 1 ）入学前 1 年以内において，入学する者の学資を主として負担
している者（以下「学資負担者」という。）が死亡し，又は入学
する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合

（ 2 ）前号に準ずる場合であって，学長が相当と認める事由がある
場合
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　（学部の免除対象者）
第 3 条　学部に入学する者（科目等履修生として入学する者を除

く。以下同じ。）で次の各号の一に該当する特別な事情により入
学料の納入が著しく困難であると認められる場合は，免除の対
象者とすることができる。

（ 1 ）入学前 1 年以内において，学資負担者が死亡し，又は入学す
る者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合

（ 2 ）前号に準ずる場合であって，学長が相当と認める事由がある
場合

第 3 条の 2　学部に入学する者で独立行政法人日本学生支援機構
（以下「日本学生支援機構」という。）の給付奨学生となった場
合は，免除の対象者とすることができる。

　（免除の申請手続）
第 4 条　第 2 条及び第 3 条の規定による免除を受けようとする者

は，本学の定める日までに，次の書類を学長に提出しなければ
ならない。

（ 1 ）入学料免除申請書
（ 2 ）家庭調書
（ 3 ）納入が困難であることを認定できる本人又は学資負担者居住

地の市区町村長の証明書
（ 4 ）学資負担者が死亡した場合は，その証明書
（ 5 ）災害を受けた場合は，被災証明書
（ 6 ）その他本学が提出を求める書類
2 　第 3 条の 2 の規定により免除を受けようとする者に係る申請
手続きについては，大学等における修学の支援に関する法律

（令和元年度法律第 8 号。以下「修学支援法」という。）等に定
める。

　（免除の額）
第 5 条　入学料の免除の総額は，毎年度学長が定める。
2 　第 2 条及び第 3 条の規定による入学料の免除の額は，原則と
して入学料の一部とする。

3 　第 3 条の 2 の規定による入学料の免除の額は，日本学生支援
機構の認定割合に応じ，修学支援法等に定める額とする。

　（徴収猶予対象者）
第 6 条　大学院の研究科又は学部に入学する者で，次の各号の一

に該当する場合は，徴収猶予の対象者とすることができる。
（ 1 ）経済的理由によって納入期限までに入学料の納入が困難であ

り，かつ，学業優秀と認められる場合
（ 2 ）入学前 1 年以内において，学資負担者が死亡し，又は入学す

る者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け，納入期限ま
でに納入が困難であると認められる場合

（ 3 ）その他やむを得ない事情があると認められる場合
　（徴収猶予の申請手続）
第 7 条　前条の規定による徴収猶予を受けようとする者は，本学

の定める日までに次の書類を学長に提出しなければならない。
（ 1 ）入学料徴収猶予申請書
（ 2 ）その他本学が提出を求める書類
　（選考機関及び許可）
第 8 条　第 2 条及び第 3 条の規定による免除は，別に定める選考

基準に基づき，学生生活委員会の議を経て，学長が許可する。
2 　第 6 条の規定による徴収猶予は，別に定める選考基準に基づ
き，学生生活委員会の議を経て学長が許可する。

　（徴収猶予期間等）
第 9 条　第 6 条の規定による入学料の徴収猶予期間は 8 月末日ま

でとする。ただし，8 月以降の入学者については 2 月末日まで
とする。

第 10 条　免除又は徴収猶予を許可し又は不許可とするまでの間
は，免除又は徴収猶予を申請した者に係る入学料の徴収を猶予
する。

2 　免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部の額につ
いて免除を許可された者については，免除若しくは徴収猶予の
不許可又は一部免除の許可を告知した日から起算して 14 日以内
に，納入すべき入学料を納入しなければならない。

3 　免除を不許可とされた者又は一部免除を許可された者は，不
許可又は許可を告知した日から起算して 14 日以内に，徴収猶予

の申請をすることができる。
　（死亡等による免除）
第 11 条　次の各号の一に該当する場合は，未納の入学料の全額を

免除する。
（ 1 ）免除又は徴収猶予を申請した者が，第 9 条及び前条第 1 項に

規定する徴収猶予期間に死亡し，除籍された場合
（ 2 ）免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部免除を許

可された者が，前条第 2 項に規定する期間において死亡し，除
籍された場合

（ 3 ）免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部免除を許
可された者が，納入すべき入学料を納入しないことにより，除
籍された場合

　　　附　則
1 　この規程は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
2 　豊橋技術科学大学入学料免除及び徴収猶予取扱規則（平成 4
年 11 月 25 日制定）は，廃止する。

　　　附　則（令和 2（2020）年度規程第 3 号（令和 2（2020）年
6 月 10 日））

　この規程は，令和 2（2020）年 6 月 10 日から施行し，令和 2
（2020）年 4 月 1 日から適用する。

　13．豊橋技術科学大学授業料等の免除及び徴収猶予取扱規程 
目　次
　第 1 章　総則（第 1 条～第 3 条）
　第 2 章　授業料の免除（第 4 条～第 9 条）
　第 3 章　授業料の徴収猶予（第 10 条，第 11 条）
　第 4 章　宿舎料の免除（第 12 条，第 13 条）
　第 5 章　許可の取消し（第 14 条）
　附則

　　　第 1 章　総則

　（趣旨）
第 1 条　豊橋技術科学大学学則（昭和 53 年 4 月 1 日制定。以下
「学則」という｡）第 60 条に規定する授業料の免除及び徴収猶予
並びに寄宿料の免除（以下「授業料の免除等」という。）の取扱
いについては，法令その他特別の定めのあるもののほか，この
規程の定めるところによる。

　（対象者）
第 2 条　授業料の免除等の対象となる者は，本学学生（科目等履

修生，特別聴講学生研究生及び特別研究学生等を除く。）とする。
　（選考機関及び許可）
第 3 条　授業料の免除等は，別に定める選考基準に基づき学生生

活委員会の議を経て学長が許可する。

　　　第 2 章　授業料の免除

　（授業料免除の取扱い）
第 4 条　授業料の免除の取扱いは，年度を前期及び後期の二期に

分けた区分によるものとし，免除の許可は，当該期分限りとする。
　（経済的理由による免除）
第 5 条　経済的理由により授業料の納入が困難であり，かつ，学

業優秀と認められる場合については，その授業料を免除するこ
とができる。ただし，令和 2（2020）年度以降に学部に入学し
た者を除く。

2 　前項の規定により授業料の免除を受けようとする者は，本学
の定める日までに，次の書類を学長に提出しなければならない。

（ 1 ）授業料免除申請書
（ 2 ）家庭調書
（ 3 ）納入が困難であることを認定できる申請者又は申請者の学資

を主として負担している者（以下「学資負担者」という。）の居
住地の市区町村長の証明書

（ 4 ）その他本学が提出を求める書類
第 5 条の 2　令和 2（2020）年度以降に独立行政法人日本学生支援
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機構（以下「日本学生支援機構」という。）の給付奨学生に採用
された者については，申請に基づき，当該期分の授業料を免除
することができる。ただし，日本学生支援機構が実施する適格
認定において，継続されない者は除く。

2 　令和元（2019）年度以前に日本学生支援機構の給付奨学生に
採用された者で，前項に定める給付奨学生に移行できなかった
者については，別に定めるところにより，当該期分の授業料を
免除することができる。

　（特別な事情による免除）
第 6 条　次の各号の一に該当する特別な事情により授業料の納入

が著しく困難であると認められる場合については，その授業料
を免除することができる。

（ 1 ）授業料の納期前 6 か月以内（新入学者に対する入学した日の
属する期分の免除に係る場合は，入学前 1 年以内）において，
学資負担者が死亡し，又は申請者若しくは学資負担者が風水害
等の災害を受けた場合

（ 2 ）前号に準ずる場合であって，学長が相当と認める事由がある
場合

2 　前項の授業料の免除は，当該事由が発生した期の翌期の授業
料について行う。ただし，当該事由の発生時期が当該期の授業
料の納期限以前であり，かつ，当該期分の授業料を納入してい
ない場合は，当該期分の授業料を免除することができる。

3 　第 1 項の規定により授業料の免除を受けようとする者は，本
学の定める日までに第 5 条第 2 項に定めるもののほか，次の書
類を学長に提出しなければならない。

（ 1 ）学資負担者が死亡した場合は，それを証明する書類
（ 2 ）災害を受けた場合は，被災証明書
　（免除の額）
第 7 条　授業料の免除の総額は，毎年度学長が定める。
2 　第 5 条及び前条に規定する授業料の免除の額は，各期分の授
業料の全額又は一部とする。

3 　第 5 条の 2 第 1 項に規定する授業料の免除の額は，日本学生
支援機構の認定割合に応じ，大学等における修学の支援に関す
る法律（令和元年度法律第 8 号。以下「修学支援法」という。）
等に定める額とする。

　（休学による免除）
第 8 条　休学を許可した場合は，次の算式により算定した授業料

の全額を免除する。

                       休学当月の翌月から復学当月までの月数
　授業料年額×
                                                 12

　（除籍等による免除）
第 9 条　死亡又は行方不明のため除籍した場合は，未納の授業料

の全額を免除することができる。
2 　授業料の未納を理由として除籍した場合は，未納の授業料の
全額を免除することができる。

3 　入学料の免除が不許可となった者又は半額免除が許可となっ
た者で，所定の期日までに入学料を納入しないことにより除籍
した場合は，未納の授業料の全額を免除することができる。

4 　授業料の徴収の猶予を許可している学生に対し，その願出に
より退学を許可した場合，月割計算により退学の翌月以降に納
入すべき授業料の全額を免除することができる。

　　　第 3 章　授業料の徴収猶予

　（徴収猶予）
第 10 条　次の各号の一に該当する場合は，授業料の徴収を猶予す

ることができる。
（ 1 ）経済的理由によって納期限までに納入が困難であり，かつ，

学業優秀と認められる場合
（ 2 ）行方不明の場合
（ 3 ）申請者又は学資負担者が災害を受け，納期限までに納入が困

難と認められる場合
（ 4 ）その他やむを得ない事情があると認められる場合
2 　前項の規定により授業料の徴収猶予を受けようとする者（行
方不明の場合は当該学生の連帯保証人）は，本学の定める日ま
でに，次の書類を学長に提出しなければならない。

（ 1 ）授業料徴収猶予申請書
（ 2 ）その他本学が提出を求める書類
3 　授業料の徴収猶予期間は，前期分については 8 月末日まで，
後期分については 2 月末日までとする。

　（月割分納）
第 11 条　特別の事情があると認められる場合は，授業料の月割分

納を許可することができる。
2 　前項の規定により授業料の月割分納の許可を受けようとする
者は，本学の定める日までに，次の書類を学長に提出しなけれ
ばならない。

（ 1 ）授業料月割分納申請書
（ 2 ）その他本学が提出を求める書類
3 　授業料の月割分納の額は，授業料年額の 12 分の 1 に相当する
額とし，その納期限は，毎月 10 日とする。

　　　第 4 章　寄宿料の免除

　（除籍による免除）
第 12 条　死亡，行方不明又は授業料の未納を理由として除籍した

場合は，未納の寄宿料の全額を免除することができる。
2 　入学料の免除が不許可となった者又は半額免除が許可になっ
た者で，所定の期日までに入学料を納入しないことにより除籍
した場合は，未納の寄宿料の全額を免除することができる。

　（災害による免除）
第 13 条　申請者又は学資負担者が風水害等の災害を受け寄宿料の

納入が著しく困難と認められる場合については，寄宿料を免除
することができる。

2 　前項の寄宿料の免除は，当該事由の発生した日の属する月の
翌月から起算して 6 か月の範囲内で学長が必要と認める期間に
納入すべき寄宿料の全額とする。

3 　前項の必要と認める期間が翌年度にわたる場合は，翌年度当
初において，翌年度分の免除を改めて申請しなければならない。

4 　第 1 項の規定により寄宿料の免除を受けようとするものは，
本学の定める日までに，次の書類を学長に提出しなければなら
ない。

（ 1 ）寄宿料免除申請書
（ 2 ）家庭調書
（ 3 ）納入が著しく困難であることを認定できる申請者又は学資負

担者の居住地の市区町村長の証明書
（ 4 ）被災証明書

　　　第 5 章　許可の取消し

　（許可の取消し）
第 14 条　授業料の免除等を許可された者で，許可の理由が消滅し

た場合若しくは学則第 57 条による懲戒処分を受けた場合又は申
請について虚偽の事実が判明した場合は学生生活委員会の議を
経て，学長がこれを取消すことができる。

2 　前項の規定により許可を取り消された者は，次の各号により，
授業料又は寄宿料を納入しなければならない。

（ 1 ）理由の消滅により又は懲戒処分を受けたことにより許可を取
り消された場合は取消しの日の属する月から月割計算による額

（ 2 ）申請について虚偽の事実が判明したことにより許可を取り消
された場合は，免除された額

　　　附　則
1 　この規程は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
2 　豊橋技術科学大学授業料の免除及び徴収猶予取扱規則（平成
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4 年 11 月 25 日制定）は，廃止する。
　　　附　則（令和 2（2020）年度規程第 2 号（令和（2020）年 6

月 10 日））
1 　この規程は，令和 2（2020）年 6 月 10 日から施行し，令和 2
（2020）年 4 月 1 日から適用する。2　令和元（2019）年度以前
入学の学部学生で，修学支援法による制度の対象外若しくは第
7 条第 3 項による免除額が第 7 条第 2 項による免除額と比較し
て減少する場合は，経過措置として，第 7 条第 2 項による額を
免除するものとする。

3 　前項の規定は，該当者からの申請に基づき，各期分の授業料
について措置するものとする。

　14．豊橋技術科学大学豊橋奨学金規則 
　（目的）
第 1 条　この規則は，豊橋技術科学大学学部学生及び博士前期課

程学生の学資として給付する豊橋技術科学大学豊橋奨学金（以
下「豊橋奨学金」という。）に関し，その適正な運用を図ること
を目的とする。

　（資金）
第 2 条　豊橋奨学金の資金は，豊橋市長のあっせんによる西島株

式会社，三菱ケミカル株式会社，シンフォニアテクノロジー株
式会社，トピー工業株式会社及びトヨタ自動車株式会社からの
寄附金を原資として充てるものとする。

　（奨学生の資格）
第 3 条　豊橋奨学金を受ける者（以下「奨学生」という｡）の資格

は，別に定める基準を満たす者のうち，学業・人物ともに優れ，
かつ，学資の支弁が特に困難と認められる者とする。

　（豊橋奨学金の支給）
第 4 条　豊橋奨学金の支給に関し必要な事項は，別に定める。
　（奨学生の決定）
第 5 条　学長は，学生生活委員会の議を経て，奨学生を決定する

ものとする。
　（豊橋奨学金の経理）
第 6 条　豊橋奨学金の経理は，国立大学法人豊橋技術科学大学寄

附金受入要領（平成 16 年 4 月 1 日制定）の定めるところにより
取り扱う。

　（豊橋奨学金の事務）
第 7 条　豊橋奨学金の事務は，学生課において処理する。
　（雑則）
第 8 条　この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必

要な事項は，別に定める。

　　　附　則
　この規則は，昭和 58 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 5 年 10 月 27 日）
1 　この規則は，平成 5 年 10 月 27 日から施行する。
2 　改正後の豊橋技術科学大学豊橋奨学金規則は，平成 6 年度以
降の採用に係る奨学生に適用し，平成 5 年度以前の採用に係る
奨学生は，なお従前の例による。

　　　附　則（平成 10 年 7 月 22 日）
　この規則は，平成 10 年 7 月 22 日から施行し，改正後の豊橋技

術科学大学豊橋奨学金規則の規定は，平成 10 年 4 月 1 日から適
用する。

　　　附　則（平成 16 年度規則第 18 号）
　この規則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 19 年度規則第 22 号（平成 20 年 3 月 26 日））
　この規則は，平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 21 年度規則第 12 号（平成 22 年 3 月 19 日））
　この規則は，平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（令和 5（2023）年度規則第 1 号（令和 5（2023）年

5 月 24 日））
　この規則は，令和 5（2023）年 5 月 24 日から施行し，令和 5
（2023）年 4 月 1 日から適用する。

　15．豊橋技術科学大学豊橋奨学金細則 
　（趣旨）
第 1 条　この細則は，豊橋技術科学大学豊橋奨学金規則（昭和 58

年 3 月 17 日制定。以下「規則」という。）第 4 条，第 5 条及び
第 8 条の規定に基づき，豊橋技術科学大学豊橋奨学金（以下

「奨学金」という。）の実施に関し必要な事項を定める。
　（給付月額及び支給人数）
第 2 条　奨学金の給付月額は，年 24 万円とし，支給人数は各年度

3 名とする。
　（給付期間）
第 3 条　奨学金の給付期間は，奨学生（規則第 5 条により決定さ

れた者をいう。以下同じ｡）に採用した年度の 4 月から 2 年間と
する。ただし，奨学生の最短修業年限が 2 年に満たない場合は，
最短修業年限の終期までとする。

　（出願手続）
第 4 条　奨学金の給付を受けようとする者は，所定の申請書類を

所定の期日までに，学長に提出しなければならない。
　（奨学生の選考）
第 5 条　奨学生は，独立行政法人日本学生支援機構第一種奨学金

奨学生かつ授業料免除対象者のうち，家計困窮度が高く，学業
優秀と認められる者から順に対象者とする。

　（決定通知）
第 6 条　学長は，奨学生に採用が決定した者に決定通知書（別記

様式第 2 号）を交付する。
　（誓約書及び奨学金振込口座届）
第 7 条　前条の決定通知書の交付を受けた者は，採用が決定され

た日から 15 日以内に誓約書（別記様式第 3 号）及び銀行振込依
頼書を学長に提出しなければならない。

　（奨学金の給付）
第 8 条　奨学金の給付は，原則として年額の 2 分の 1 の金額を各

期に一度奨学生の届け出た口座へ振り込むものとする。
　（奨学金の返還）
第 9 条　学長は，出願について虚偽の事実が判明した場合は，採

用を取り消し，既に給付した奨学金の全額を返還させるものと
する。

2 　学長は，前項により奨学金を返還させようとするときは，当該
奨学生に返還通知書（別記様式第 4 号）を交付するものとする。

　（異動届）
第 10 条　奨学生は，身分，住所その他重要な事項に異動のあった

場合は，速やかに学長に報告しなければならない。
　（廃止）
第 11 条　学長は，奨学生が次の各号の一に該当したときは，当該

月以降に給付する奨学金から廃止するものとする。
（ 1 ）休学となったとき。
（ 2 ）学業成績が別に定める基準に満たないとき。
（ 3 ）豊橋技術科学大学学則（昭和 53 年 4 月 1 日制定）第 57 条に

規定する懲戒処分を受けたとき。
（ 4 ）奨学金を必要としなくなったとき。
（ 5 ）その他奨学生としての資格を失ったとき。
2 　学長は，前項により奨学金の給付を廃止するときは，当該奨
学生に廃止通知書（別記様式第 5 号）を交付するものとする。

　　　附　則
　この細則は，昭和 58 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（昭和 60 年 3 月 13 日）
1 　この細則は，昭和 60 年 4 月 1 日から施行する。
2 　第 2 条の規定にかかわらず，昭和 58 年度以前の第 1 年次入学
者及び昭和 60 年度以前の第 3 年次入学者の給与月額は，日本育
英会大学一般貸与月額に 100 分の 70 を乗じて得た額とする。

3 　第 5 条の規定にかかわらず，昭和 58 年度以前の第 1 年次入学
者及び昭和 60 年度以前の第 3 年次入学者に係る奨学生の選考
は，なお従前の例による。

　　　附　則（平成 5 年 7 月 12 日）
　この細則は，平成 5 年 7 月 12 日から施行する。
　　　附　則（平成 5 年 10 月 27 日）
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1 　この細則は，平成 5 年 10 月 27 日から施行する。
2 　改正後の豊橋技術科学大学豊橋奨学金細則は，平成 6 年度以
降の採用に係る奨学生に適用し，平成 5 年度以前の採用に係る
奨学生は，なお従前の例による。

　　　附　則（平成 16 年度細則第 28 号）
1 　この細則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
2 　改正後の豊橋技術科学大学豊橋奨学金細則は，平成 16 年度以
降の採用に係る奨学生に適用し，平成 15 年度以前の採用に係る
奨学生は，なお従前の例による。

　　　附　則（平成 21 年度細則第 16 号（平成 22 年 3 月 19 日））
1 　この細則は，平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
2 　改正後の豊橋技術科学大学豊橋奨学金細則は，平成 22 年度以
降の採用に係る奨学生に適用し，平成 21 年度以前の採用に係る
奨学生は，なお従前の例による。

　　　附　則（令和 5（2023）年度細則第 1 号（令和 5（2023）年
5 月 24 日））

　この細則は，令和 5（2023）年 5 月 24 日から施行し，令和 5
（2023）年 4 月 1 日から適用する。

　16．豊橋技術科学大学学部，博士前期課程に係る優秀学生経 
　　　済的支援制度に関する規程 
　（趣旨）
第 1 条　この規程は，豊かな人間性と国際的視野及び自然と共生

する心を持つ実践的創造的かつ指導的な技術科学者の育成を目
指し，特に，学業優秀，深い教養及び国際性を備える次世代を
先導する人材を確保・養成するための，学部入学から博士後期
課程修了までを一貫した学優秀な学生を支援する制度のうち博
士前期課程修了までの経済的支援（以下「本経済支援制度」と
いう。）について，必要な事項を定める。

　（支援の種類）
第 2 条　本経済支援制度の種類は次の各号に掲げるとおりとする。

（ 1 ）学部 1 年次新入学生支援　学部第 1 年次入試における成績優
秀な入学生に対し，経済的支援を行う。

（ 2 ）学部 3 年次新入学生支援　学部 3 年次推薦入試による入学生
のうち，支援を希望する優秀な者に対し，経済的支援を行う。

（ 3 ）博士前期課程学内進学者支援　成績優秀な博士前期課程学内
進学者に対し，経済的支援を行う。

（ 4 ）学部在学生支援　学部の成績優秀な学生に対し，学則第 56
条に基づき表彰するとともに，経済的支援を行う。

（ 5 ）博士前期課程在学生支援　博士前期課程の成績優秀な学生に
対し，学則第56条に基づき表彰するとともに，経済的支援を行う。

　（支援の取消し）
第 3 条　本経済支援制度を受ける学生（以下「支援学生」という。）

としてふさわしくない，あるいは成果が認められないと大学が
認めるときは，その資格を取り消すことがある。

　（担当部局）
第 4 条　本経済支援制度は，国立大学法人豊橋技術科学大学学生

支援統括センター（以下「学生支援統括センター」という。）が
担当する。

　（経済的理由等による授業料免除等）
第 5 条　この規程は，支援学生が「豊橋技術科学大学入学料免除

及び徴収猶予取扱規程」第 2 条及び第 3 条，「豊橋技術科学大学
授業料等の免除及び徴収猶予取扱規程」第 2 条の対象者となる
ことを妨げない。

　（事務）
第 6 条　本経済支援制度に関する事務は，学生課が業務内容に応

じて，各課の協力を得て行う。
　（規程の改廃）
第 7 条　この規程の改廃は，国立大学法人豊橋技術科学大学の規

則の種類及び制定等に関する規程（平成 16 年規程第 1 号）の規
定により，教授会の議を経て学長が行う。

　（その他）
第 8 条　この規程に定めるもののほか，本経済支援制度に関し必

要な事項は別に定める。

　　　附　則
　この規程は，平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 24 年度規程第 37 号（平成 25 年 3 月 25 日））
　この規程は，平成 25 年 4 月 1 日から施行する。ただし，第 2 条

第 4 号及び第 4 条第 1 項第 4 号の規定は，平成 26 年 4 月に博士
前期課程に学内進学する者から適用する。

　　　附　則（平成 26 年度規程第 13 号（平成 26 年 9 月 10 日））
1 　この規程は，平成 26 年 9 月 10 日から施行する。
2 　第 2 条第 8 号及び第 4 条第 1 項第 8 項は，文部科学大臣によ
り「研究大学強化促進事業」の補助金の交付を受けている期間
中の適用とする。

　　　附　則（平成 26 年度規程第 29 号（平成 27 年 1 月 21 日））
1 　この規程は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
2 　平成27年4月に博士前期課程2年次に進級する者については，
第 2 条第 6 号の規定にかかわらず従前の例による。

　　　附　則（平成 27 年度規程第 33 号（平成 28 年 3 月 9 日））
　この規程は，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 30 年度規程第 25 号（平成 31 年 3 月 20 日））
　この規程は，平成 31 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（令和 3（2021）年度規程第 92 号（令和 4（2022）

年 3 月 31 日））
1 　この規程は，令和 4（2022）年 4 月 1 日から施行する。
2 　豊橋技術科学大学優秀学生支援制度委員会規程（平成 24 年 3
月 26 日規程第 34 号）は，廃止する。

　17．豊橋技術科学大学学生宿舎規程 
（平成 16 年 4 月 1 日規程第 86 号）

　（趣旨）
第 1 条　この規程は，豊橋技術科学大学学則（昭和 53 年 4 月 1 日

制定。以下「学則」という。）第 58 条第 2 項の規定に基づき，
豊橋技術科学大学学生宿舎（以下「学生宿舎」という。）に関
し，必要な事項を定めるものとする。

　（目的）
第 2 条　学生宿舎は，学生に良好な勉学の環境を提供し，自主自

律的な生活を通じて協調性を養わせることを目的とする。
　（管理運営）
第 3 条　学生宿舎の管理運営の基本方針は，学生生活委員会の議

を経て，学長が定める。
　（学生宿舎の事務）
第 4 条　学生宿舎の管理運営に関する事務は，学生課が行う。
　（入居資格）
第 5 条　学生宿舎に入居できる者は，本学の学生とする。ただし，

休学又は停学期間中の者，留年している者及び学部にあっては
学則第 15 条に定める修業年限又は大学院にあっては学則第 39
条に定める標準修業年限を超えた者は除く。

2 　グローバル技術科学アーキテクト養成コースに所属する学部
学生については，前項の規定にかかわらず，留年又は修業年限
を超えた場合においても，本人からの申請があった場合は 1 年
間に限り TUT グローバルハウスに入居することができる。

　（入居願）
第 6 条　学生宿舎に入居を希望する者は，所定の学生宿舎入居願
（以下「入居願」という。）に必要書類を添えて，学長に願い出
るものとする。

　（入居者の選考）
第 7 条　学生宿舎に入居する者の選考の基準は，別に定める。
　（入居許可）
第 8 条　入居の許可は，前条の選考の結果に基づき，学長が行う。
　（入居許可期間）
第 9 条　学生宿舎の入居許可期間は 2 年以内とし，入居を許可し

た日から本学が指定した日までとする。ただし，最終学年の者
は当該年度限りとする。

　（入居手続）
第 10 条　入居の許可を受けた者（以下「入居者」という。）は，

大学の定める手続を経て，指定した期日までに入居しなければ
ならない。
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　（入居許可の取消し）
第 11 条　入居の許可を受けた者が，理由なく入居の手続を怠り，

又は指定した期日までに入居しないときは，入居の許可を取り
消すことがある。

　（寄宿料の納入）
第 12 条　寄宿料は，毎月所定の期日までに経理課へ納入しなけれ

ばならない。
　（光熱水料等の経費）
第 13 条　入居者が，私生活のために使用する電気料及び水道料等

の次の各号に掲げる経費（以下「光熱水料等」という。）は，入
居者の負担とし，所定の期日までに学長が指定した者へ納入し
なければならない。

（ 1 ）入居者の私生活に必要な電気料金，ガス料金及び水道料金
（ 2 ）預り金
（ 3 ）学生宿舎の運営に必要な共益費
2 　光熱水料等の経費負担区分は，別表 1 のとおりとする。
　（遵守事項）
第 14 条　入居者は，次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（ 1 ）居室に本人以外の者を宿泊させないこと。
（ 2 ）居室を目的外に使用し，又は使用させないこと。
（ 3 ）防災管理，保健衛生管理，災害防止その他学生宿舎の管理運

営上必要とする指示等に従うこと。
（ 4 ）学生宿舎における学生の団体集会及び文書の掲示等の取扱い

については，豊橋技術科学大学学生規則（昭和 53 年 4 月 1 日制
定）を準用する。

　（弁償責任）
第 15 条　故意又は過失により，施設備品等を滅失し，き損し又は

汚染したときは，国立大学法人豊橋技術科学大学の指示に従い，
入居者はその原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。

　（退居手続）
第 16 条　学生宿舎から退居しようとする者は，事前に所定の学生

宿舎退居願を学長に提出し，承認を受け，学生課の指示に従い
退居しなければならない。

　（退居命令）
第 17 条　入居者で，次の各号の一に該当する者は，学長が退居を

命ずることができる。
（ 1 ）入居許可期間が終了しても，なお居住するとき。
（ 2 ）寄宿料又は光熱水料等を理由なく 3 か月以上滞納したとき。
（ 3 ）疾病その他保健衛生上共同生活に適しないと認めるとき。
（ 4 ）第 6 条の入居願に虚偽の記載があったとき。
（ 5 ）第 14 条の規定に違反したとき。
（ 6 ）その他，学生宿舎の管理運営上支障をきたす行為があったとき。
　（入居資格を失った場合の退居）
第 18 条　入居者が第 5 条に規定する入居資格を失ったときは，直

ちに学生宿舎から退居しなければならない。ただし，学長が特
別に認めた場合は，この限りでない。

2 　前項の規定に違反する者については，学長が退居を命ずる。
　（規程の改廃）　
第 19 条　この規程の改廃は，国立大学法人豊橋技術科学大学の規

則の種類及び制定等に関する規程（平成 16 年度規程第 1 号）の
規定により，教授会の議を経て学長が行う。

　（その他）
第 20 条　この規程に定めるもののほか，学生宿舎に関し必要な事

項は，別に定める。

　　　附　則
1 　この規程は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
2 　豊橋技術科学大学学生宿舎規則（昭和 56 年 3 月 23 日制定）
は，廃止する。

　　　附　則（平成 19 年度規程第 89 号（平成 20 年 3 月 26 日））
　この規程は，平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 20 年度規程第 33 号（平成 21 年 3 月 26 日））
　この規程は，平成 21 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 21 年度規程第 71 号（平成 22 年 3 月 19 日））
1 　この規程は，平成 22 年 4 月 1 日から施行する。

2 　施行日以前の入居者については，なお従前の例による。
　　　附　則（令和 4（2022）年度規程第 63 号（令和 5（2023）

年 3 月 31 日））
　この規程は，令和 5（2023）年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（令和 5（2023）年度規程第 20 号（令和 6（2024）

年 1 月 31 日））
　この規程は，令和 6（2024）年 4 月 1 日から施行する。

別表 1（第 13 条関係）
学生宿舎における光熱水料の負担区分に関する基準
区
分

大学負担 入居者負担
（A-D棟）

入居者負担
（E棟）

入居者負担
（F棟）

入居者負担
（G棟）

電
気
料

基本料金
居室以外の施
設において使
用 す る 電 気

（洗濯室等の
入居者の私生
活のために使
用するものを
除く）

居室で使用
する電気料
金
補食室，大
浴場室等そ
の他私生活
のために使
用する電気
料金

居室で使用
する電気料
金
大浴場，洗
濯室等その
他私生活の
ために使用
する電気料
金

個別で電力
会 社 と 契
約，支払

居室及びユ
ニットで使
用する電気
料金

水
道
料

基本料金
施設の管理の
ために使用す
る水道料金

大浴場，ト
イレ，補食
室等で使用
する水道料
金

居室で使用
する水道料
金
大浴場，洗
濯室等共通
部分で使用
する水道料
金

居室で使用
する水道料
金

ユニットで
使用する水
道料金

ガ
ス
料

基本料金
施設の管理の
ために使用す
る燃料費

大浴場，補
食室，洗濯
室等で使用
するガス料
金

居室で使用
するガス料
金
大浴場，洗
濯室等共通
部分で使用
するガス料
金

個別でガス
会 社 と 契
約，支払

ユニットで
使用するガ
ス料金

消
耗
品
等
の
費
用

施設の管理上
必要な消耗品
の購入費用
保健衛生上必
要な清掃費等

入居者の私
生活のため
に必要な消
耗品等費用

入居者の私
生活のため
に必要な消
耗品等費用

入居者の私
生活のため
に必要な消
耗品等費用

入居者の私
生活のため
に必要な消
耗品等費用

光熱水料は，各施設に設置したメーターに基づき計算し徴収する。
請求料金は定額とし，電気料金または使用量等の大幅な変動があっ
た場合は，請求料金の見直しを行うことがある。

　18．豊橋技術科学大学グローバルアセンブリールーム内集会 
　　　室の使用方法・使用心得 

（平成 31（2019）年 1 月 10 日　学生生活委員会承認）
（令和 3（2021）年 11 月 4 日　学生生活委員会承認）

（令和 4（2022）年 10 月 6 日　一部改正）
（令和 6（2024）年 4 月 1 日　一部改正）

【目　的】
　学生及び職員が，TUTグローバルハウスに関連する講演会・ミー
ティング・集会等に利用でき，また，勉強や懇談等に利用することが
できる。
　

【使用可能時間帯等】
使用可能時間及び休日の扱いは，次のとおりとする。

（ 1 ）使用可能時間　　　　　平日　8：30 ～ 22：00
（ 2 ）時間外・土日・祝日　　許可を得た者及び団体のみ使用可

【使用方法】
1 ． 集会室の使用においては，所定の方法で申請を行ったうえ，
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許可を受ける。
2 ． 集会室で集会及び行事を開催する時は，5 日前（業務日）ま

でに，教務課，担当教員及び学生課へ申請（「学生集会届」に
記入）し，許可を受ける。

3 ． 給湯室の使用を希望する場合は，前項までに定める申請に併
せ，予め申し出ること。

4 ．許可を受けた後，集会室入口の利用表に記入し，使用する。
5 ．使用後は許可された時間内に片付け・清掃をする。
　

【使用心得】
1 ．使用時間を厳守すること。
2 ．他の者に転貸しないこと。
3 ．使用中，大声，騒音等を出さないこと。
4 ． 集会室内の物品を無断で持ち出さないこと，また私物等を置

かないこと。
5 ．集会室内で火器類は一切使用しないこと。
6 ． 使用後は集会室内を清掃し，エアコンの電源を切る，ゴミ処

理（持ち帰る），窓の戸締まり，消灯をすること。
7 ． 施設，設備，備品等を故意又は過失により破損させた場合は，

使用者がその損害を弁償すること。
8 ．その他教務課，担当教員及び学生課の指示に従うこと。

※使用方法・使用心得を遵守できない場合，不正使用が認められ
た場合，申請者及び利用者全員については，厳重注意等の対象
とし，以後集会室の使用を禁止します。

How to use and the rules for the meeting room of the Toyohashi 
University of Technology Global Assembly Room

　
（Translation. The original one is only in Japanese.）

（November 2021 4 Approved by the Student Life Committee）
（Partially amended on October 6, 2022）

（Partially amended on April 1, 2024）
[Purpose]
　Students and staff  can use the global assembly room for lectures, 
meetings, gatherings, etc. related to TUT Global House, and also 
for studying and socializing

[Available time, etc.]
　The available hours for weekdays, off hours, weekends and 
holidays are as follows.

（1）Available time: Weekdays 8:30-22:00
（2） Off  hours, Saturdays, Sundays, and holidays: Only available to 

persons and groups with permission

[How to use]
1 ． Application for use of the meeting room must be made in the 

prescribed manner and permission must be obtained.
2 ． When holding an assembly or event in the Meeting Room, 

you must apply to the Academic Aff airs Division, the teacher 
in charge, and the Student Aff airs Division （by fi lling in the 

“Student Gathering Notifi cation”） at least 5 days in advance 
and obtain permission.

3 ． If you wish to use the hot water supply room, please make a 
request in advance along with the application for the use of 
the venue.

4 ． After getting permission, fi ll in the usage table at the entrance 
of the meeting room and use it.

5 ．After use, tidy up and clean within the permitted time.

[Rules of use]
1 ．Strictly adhere to the usage time.　
2 ．Do not sublease to others.
3 ．Do not talk loudly or make noises during use.
4 ． Do not take out items in the meeting room without 

permission, and do not leave personal belongings.
5 ．Do not use any fi rearms in the meeting room.
6 ． After use, clean the meeting room, turn off  the air conditioner, 

dispose of garbage （take it home）, close the windows, and 
turn off  the lights.

7 ． If the facility, equipment, etc. are damaged intentionally or 
accidentally, the user shall compensate for the damage.　

8 ． Other: Follow Educational Affairs Division, Teachers in 
charge, and Student Aff airs Division in charge instructions.

*  If the way of using and rules cannot be observed, or if 
unauthorized use is found, the applicant and all users will be 
subject to strict caution, and the use of the meeting room will be 
prohibited thereafter.

　19．豊橋技術科学大学国際交流会館規程 
　（設置）
第 1 条　豊橋技術科学大学（以下「本学」という。）に，国際交流

の促進に資するため，外国人留学生（以下「留学生」という。）
及び外国人研究者（以下「研究者」という。）の居住施設とし
て，豊橋技術科学大学国際交流会館（以下「会館」という。）を
置く。

　（会館の施設）
第 2 条　会館は，外国人留学生用施設（以下「留学生用施設」と

いう。），外国人研究者用施設（以下「研究者用施設」という。）
及び共通施設を有する。

　（館長）
第 3 条　会館に館長を置き，学長が指名する専任教授をもって充

てる。
2 　館長は，会館の管理運営にあたる。
　（会館主事）
第 4 条　会館に会館主事（以下「主事」という。）を置き，本学教

員のうちから学長が任命する。
2 　主事の任期は 1 年とする。ただし，再任を妨げない。
3 　主事は，館長を補佐し館長に事故があるときは，その職務を
代行する。

4 　主事は，在館する留学生の生活上の諸問題について助言を行
うとともに，相談に応ずるものとする。

　（会館の運営）
第 5 条　会館の運営等に関する基本事項については，学生生活委

員会において審議するものとする。
　（入館資格）
第 6 条　会館に入居できる者は，次の各号の一に該当する者とする。

（ 1 ）留学生用施設には，本学に在学する単身又は家族同伴の留学生
（ 2 ）研究者用施設には，本学において研究に従事する家族同伴の

研究者で本学に在留する期間が原則として 1 月以上の者
（ 3 ）その他館長が適当と認めた者
　（入居の願い出及び許可）
第 7 条　会館に入居を希望する者は，所定の入居願を館長に提出

し，その許可を受けなければならない。
　（入居手続）
第 8 条　入居を許可された者は，速やかに所定の誓約書を館長に

提出しなければならない。
2 　入居を許可された者は，所定の期日までに入居しなければな
らない。

　（許可の取消し）
第 9 条　館長は，入居を許可された者が，理由なく前条に定める

手続きを完了しないときは，入居許可を取消すことがある。
　（入居期間）
第 10 条　会館に入居できる期間は，入居を許可した日から 1 年間

とする。ただし，館長が必要と認めたときは期間を限って延長
することができる。

　（寄宿料等）
第 11 条　会館に入居した者（同居の家族を含む。以下「入居者」

という。）は，別に定める寄宿料（留学生の場合）又は，使用料
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（研究者の場合）を毎月所定の期日までに納入しなければならない。
2 　既納の寄宿料又は使用料は返還しない。
3 　入居者は，寄宿料又は使用料のほか，別に定める光熱水料等
を所定の期日までに納入しなければならない。

　（施設保全の義務）
第 12 条　入居者は，施設，設備及び備品等の保全に留意しなけれ

ばならない。
2 　入居者は，防災，保健衛生等に留意し，快適な環境の保持に
努めなければならない。

　（損害賠償）
第 13 条　入居者が，故意又は過失により施設，設備及び備品等を

滅失，き損又は汚損したときは，直ちに館長に届け出るととも
に，その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。

　（退居手続）
第 14 条　入居者が退居しようとするときは，所定の退居届を館長

に提出しなければならない。
　（退居命令）
第 15 条　館長は，入居者が次の各号の一に該当したときは，速や

かに退居させるものとする。
（ 1 ）第 6 条に定める入居の資格を失ったとき。
（ 2 ）第 7 条により提出した書類の記載内容に虚偽の事実が判明し

たとき。
（ 3 ）第 10 条に定める入居期間が満了してもなお居住するとき。
（ 4 ）第 11 条に定める寄宿料等の納入を怠り，督促してもなお納

入しないとき。
（ 5 ）第 13 条に定める損害賠償の義務を履行しないとき。
（ 6 ）健康上会館における集団生活に適さないと認められたとき。
（ 7 ）その他会館の管理運営上著しく支障があるとき。
　（集会・行事等）
第 16 条　入居者が会館内で入居者以外の者を含む集会，行事等を

行うときは，事前に所定の集会・行事届を館長に提出しなけれ
ばならない。

　（事務）
第 17 条　会館の事務は，学生課が業務内容に応じて，事務局各課

の協力を得て処理する。
　（規程の改廃）
第 18 条　この規程の改廃は，国立大学法人豊橋技術科学大学の規

則の種類及び制定等に関する規程（平成 16 年規程第 1 号）の規
定により，教授会の議を経て学長が行う。

　（雑則）
第 19 条　この規程に定めるもののほか，会館の運営に関し必要な

事項は別に定める。

　　　附　則
1 　この規程は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
2 　豊橋技術科学大学国際交流会館規則（昭和 58 年 3 月 23 日制
定。以下「旧国際交流会会館規則」という。）は，廃止する。

3 　旧国際交流会館規則の規定により会館への入居を許可された
者は，この規程により会館への入居を許可されたものとみなす。

　　　附　則（平成 19 年度規程第 90 号（平成 20 年 3 月 26 日））
　この規程は，平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 21 年度規程第 72 号（平成 22 年 3 月 19 日））
　この規程は，平成 23 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 23 年度規程第 25 号（平成 24 年 3 月 14 日））
　この規程は，平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 25 年度規程第 15 号（平成 25 年 9 月 11 日））
　この規程は，平成 25 年 10 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 25 年度規程第 94 号（平成 26 年 3 月 31 日））
　この規程は，平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 28 年度規程第 22 号（平成 29 年 2 月 9 日））
　この規程は，平成 29 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 29 年度規程第 51 号（平成 30 年 3 月 30 日））
　この規程は，平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（令和 2（2020）年度規程第 27 号（令和 3（2021）

年 3 月 18 日））

　この規程は，令和 3（2021）年 4 月 1 日から施行する。

　20．豊橋技術科学大学国際交流会館細則 
（平成 16 年度細則第 29 号）

　（趣旨）
第 1 条　この細則は，豊橋技術科学大学国際交流会館規程（平成

16 年度規程第 95 号。以下「規程」という。）第 19 条の規定に
基づき，豊橋技術科学大学国際交流会館（以下「会館」という。）
の運営に関し必要な事項を定める。

　（入居の願い出）
第 2 条　規程第 7 条の規定により入居を願い出るときは，原則と

して入居を希望する日の 1 月前までに入居願（別記様式第 1 号）
を提出するものとする。

　（入居の許可）
第 3 条　入居の許可は，館長が行い，入居を許可したときは，入

居許可書（別記様式第 2 号）を交付する。
　（入居手続）
第 4 条　入居を許可された者は，規程第 8 条第 1 項の規定による

誓約書（別記様式第 3 号）を入居許可期間の初めの日の前日ま
でに提出しなければならない。

2 　入居を許可された者は，入居許可期間の初めの日から 10 日以
内に入居しなければならない。ただし，特別の事由があると認
められたときは，この限りでない。

3 　入居したときは，入居届（別記様式第 4 号）を直ちに館長に
提出しなければならない。

　（入居期間の延長）
第 5 条　入居許可期間満了後も引き続き入居を希望する者は，入

期間延長願（別記様式第 5 号）を原則として入居許可期間の最
終日の 1 月前までに提出し，館長の許可を受けなければならな
い。

2 　入居期間の延長を許可したときは，入居期間延長許可書（別
記様式第 6 号）を交付する。

　（寄宿料）
第 6 条　規程第 11 条第 1 項に規定する留学生等の寄宿料は，国立

大学法人豊橋技術科学大学における授業料等に関する規程（平
成 16 年度規程第 75 号）に定める額とする。

2 　前項に定める寄宿料は，所定の期日までに当該月分を納入し
なければならない。ただし，入居期間の初めの日の属する月及
び退居した日の属する月の寄宿料の納入期限については別に定
める。

　（光熱水料等）
第 7 条　規程第 11 条第 3 項に規定する光熱水料等は，次の各号に

定めるとおりとする。
（ 1 ）入居者の私生活に必要な電気・ガス・水道その他の経費
（ 2 ）入居保証金（退去時清掃費を含む。）
（ 3 ）会館の運営に必要な共益費
（ 4 ）銀行口座振替手数料
2 　光熱水料等の経費負担区分は，別表第 1 のとおりとする。
　（退居手続）
第 8 条　規程第 14 条の規定により退居しようとするときは，原則

として 1 月前までに退居届（別記様式第 7 号）を提出しなけれ
ばならない。

　（退居命令）
第 9 条　規程第 15 条による退居命令は，館長が交付する退居命令

書（別記様式第 8 号）により行う。
　（集会・行事等）
第 10 条　規程第 16 条による集会・行事届（別記様式第 9 号）は，

集会，行事等を行おうとする 3 日前までに提出しなければなら
ない。

　（入居者以外の者の宿泊禁止）
第 11 条　会館には入居者以外の者を宿泊させてはならない。ただ

し，館長が特に必要と認めたときは，この限りでない。
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　　　附　則
1 　この細則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
2 　豊橋技術科学大学国際交流会館細則（昭和 58 年 3 月 23 日制
定）は，廃止する。

　　　附　則（令和 5（2023）年度細則 12 号（令和 6（2024）年
1 月 31 日））

　この細則は，令和 6（2024）年 4 月 1 日から施行する。

別表第 1（第 7 条関係）
国際交流会館における光熱水料の負担区分に関する基準

区
分

大学負担 入居者負担
（A棟単身室）

入居者負担
（A・B棟単身室
（ユニットバス付））

入居者負担
（夫婦室）

入居者負担
（家族室）

電
気
料

基本料金
居室以外の施
設において使
用する電気

居室で使用
する電気料
金
食事室，シ
ャワー室，
トイレ等そ
の他私生活
のために使
用する電気
料金

居室で使用
する電気料
金

居室で使用
する電気料
金

居室で使用
する電気料
金

水
道
料

基本料金
施設の管理の
ために使用す
る水道料金

シ ャ ワ ー
室， ト イ
レ， 食 事
室，等で使
用する水道
料金

居室で使用
する水道料
金

居室で使用
する水道料
金

居室で使用
する水道料
金

ガ
ス
料

基本料金
施設の管理の
ために使用す
る燃料費

シ ャ ワ ー
室，食事室
で使用する
ガス料金

居室で使用
するガス料
金

居室で使用
するガス料
金

居室で使用
するガス料
金

消
耗
品
等
の
費
用

施設の管理上
必要な消耗品
の購入費用
保健衛生上必
要な清掃費等

入居者の私
生活のため
に必要な消
耗品等費用

入居者の私
生活のため
に必要な消
耗品等費用

入居者の私
生活のため
に必要な消
耗品等費用

入居者の私
生活のため
に必要な消
耗品等費用

光熱水料は，各施設に設置したメーターに基づき計算し徴収する。
請求料金は定額とし，電気料金または使用量等の大幅な変動があっ
た場合は，請求料金の見直しを行うことがある。

　21．豊橋技術科学大学福利厚生施設の多目的室使用要領 
　（設置）
1 　この多目的室は，本法人の職員及び本学の学生（以下 ｢職員
及び学生｣ という。）の会合等の場として供するもので，その使
用については，この要領の定めるところによる。

　（使用者の範囲）
2 　使用できる者は，職員及び学生並びに学長が特に認めた者と
する。

　（使用手続）
3 　使用しようとする者は，原則として使用日の 3 日前までに所
定の使用願を学生課に提出し，許可を受けなければならない。

　（使用時間）
4 　使用できる時間は，原則として平日の午前 9 時から午後 8 時
までとする。

　（遵守事項）
5 　使用する者は，次の事項を遵守しなければならない。

（ 1 ）指定された施設設備以外は，使用しないこと。
（ 2 ）火気には十分注意すること。
（ 3 ）他の者の迷惑になるような行為をしないこと。
（ 4 ）使用時間を厳守すること。
（ 5 ）許可された目的以外の用途に使用し，又は第三者に転貸しな

いこと。
（ 6 ）施設設備等を破損し，又は紛失したときは，直ちに学生課へ

届けること。
（ 7 ）使用責任者は，終了の際，整理，整とんを行うこと。
　（使用許可の取消し及び中止）
6 　次の各号の一に該当する場合は，使用許可を取消し，又は使
用を中止させることがある。

（ 1 ）本学において使用する必要が生じた場合
（ 2 ）前項の遵守事項を守らない場合
　（弁償責任）
7 　使用者が，故意又は過失によって施設設備等を破損し，又は
紛失したときは，本法人の指示に従い，速やかに修理するか又
は本法人の認定した金額を弁償しなければならない。

　（管理）
8 　多目的室の管理は，学生課がこれに当たる。

　　　附　記
　この要領は，平成 15 年 5 月 27 日から実施する。
　　　附　記
　この要領は，平成 16 年 4 月 1 日から実施する。
　　　附　記（平成 20 年 3 月 26 日）
　この要領は，平成 20 年 4 月 1 日から実施する。

　22．学生交流会館使用心得 
1 　目的
　　学生交流会館は，学生相互，学生・職員及び同窓生等が教育

研究以外での文化的な学園生活を有意義に過ごし，憩いの場と
するための施設である。

2 　使用者の範囲
　　会館を使用できる者は，原則として本学の学生及び職員とす

る。ただし，学生課長が必要と認めるときは，その他の者に使
用を許可することができる。

3 　開館時間および休日
　　開館時間および休日は，次のとおりとする。ただし，学生課

長が必要と認めるときは，これを変更することがある。
（ 1 ）開館時間
　　 8 時から 24 時まで

（ 2 ）休館日
　　日曜日
　　国民の祝日に関する法律に規定する休日
　　全学一斉休業日
　　12 月 28 日から翌年 1 月 4 日まで
4 　各施設の用途

（ 1 ）スチューデント・コモンズ
　　学生及び職員が，自由に談話し，休憩することができる。

（ 2 ）和室
　　学生及び職員が，邦楽・茶道・華道等の練習，発表会及び懇

談会等に利用できる。
（ 3 ）キャリア情報室
　　学生及び職員が，就職情報を得るために自由に利用すること

ができる。
5 　使用の手続
　　和室を使用しようとする者は，所定の使用願を原則として使

用しようとする日の 3 日前までに学生課に提出し，学生課長の
許可を得なければならない。

　　各室の使用は，時間又は日を単位とし，2 日以上の継続使用
は認めない。ただし，学生課長が必要と認めるときは，その延
長を許可することがある。継続使用が許可された場合も閉館時
間帯は，一旦使用を中断し退館することとする。

6 　使用上の注意
（ 1 ）許可された目的以外の用途に使用しないこと。
（ 2 ）他の者に転貸しないこと。
（ 3 ）使用時間を厳守すること。
（ 4 ）火気類は使用しないこと。
（ 5 ）会館内は，常に清潔，整頓，および美化に心掛けること。
（ 6 ）集会等における室の準備は，すべて使用者が行うこと。
（ 7 ）他の者の使用を妨げ，または不快を感じさせるような行為を
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しないこと。
（ 8 ）備品の移動は，無断で行わないこと。
（ 9 ）使用後は，室内を清掃し，備品を現状に復すること。
（10）建物，電気および給排水設備等の破損または盗難等の異常を

認めたときは，速やかに届け出ること。
（11）施設，設備，備品等を故意または過失により毀損または滅失

したときは，使用者がその損害を弁償すること。
（12）福利施設内で営業する厚生会事業に支障を及ぼした場合は，

金銭的責任を含め賠償の責を負うこと。
（13）販売（厚生会事業を除く）・勧誘活動（課外活動団体への加

入勧誘を除く）には使用しないこと。
（14）掲示類は所定の掲示板以外に掲示しないこと。また，掲示の

大きさは，本学が指定する範囲内とし，学生課において掲示期
間指定の認印を受けたものでなければならない。

（15）以上の事項を守らないときは，使用許可を取消し，または使
用の停止を命じ，若しくは事後の使用を許可しないことがある。

7 　管理及び事務
　　会館の管理運営は，学生課が行う。

　　　附　記
　この心得は，平成 19 年 12 月 19 日から実施する。
　　　附　記
　この心得は，平成 20 年 6 月 3 日から実施する。
　　　附　記
　この心得は，令和 6 年 4 月 1 日から実施する。

　23．豊橋技術科学大学附属図書館利用規程 
（昭和 59 年 3 月 29 日制定）

　（趣旨）
第 1 条　この規程は，豊橋技術科学大学附属図書館規則第 7 条の

規定に基づき，豊橋技術科学大学附属図書館（以下「図書館」
という。）の利用について必要な事項を定める。

　（利用者の範囲）
第 2 条　図書館を利用できる者（以下「利用者」という。）は，次

の各号に該当する者とする。
（ 1 ）国立大学法人豊橋技術科学大学（以下「本法人」という。）

の職員及びこれに準ずる者
（ 2 ）豊橋技術科学大学（以下「本学」という。）の学生及びこれ

に準ずる者
（ 3 ）図書館の利用を申し出た学外者（以下「学外者」という。）
　（開館時間）
第 3 条　図書館の開館時間は月曜日から金曜日の午前 9 時から午

後 8 時までとする。
2 　前項の規定にかかわらず，春期，夏期及び冬期の各休業期間
中の開館時間は，月曜日から金曜日の午前 9 時から午後 5 時ま
でとする。

3 　前 2 項の規定にかかわらず，館長が必要と認めたときは開館
時間を変更することができる。

　（休館日）
第 4 条　図書館の休館日は次のとおりとする。

（ 1 ）土曜日
（ 2 ）日曜日
（ 3 ）国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定

する休日
（ 4 ）本学の開学記念日（10 月 1 日）
（ 5 ）12 月 28 日から翌年 1 月 4 日まで
（ 6 ）夏季休日
2 　前項の規定にかかわらず，館長が必要と認めたときは臨時に
休館することができる。

　（特別利用）
第 5 条　館長は，開館時間外の図書館の利用（以下「特別利用」

という。） を認めることができる。
2 　特別利用に関し必要な事項は別に定める。

　（館内利用）
第 6 条　利用者は，閲覧室又は指定された場所で閲覧するものと

する。
2 　開架されている図書及び学術雑誌等の閲覧が終ったときは，
所定の位置に返却するものとする。

3 　視聴覚資料（マイクロ資料を含む。）を利用する場合は，所定
の手続きを経ることとする。

4 　次の各号に掲げる場合においては閲覧を制限することができる。
（ 1 ）資料に「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律

（平成 13 年法律第 140 号）」（以下「情報公開法」という。）第 5
条第 1 号，第 2 号及び第 4 号イに掲げる情報が記録されている
と認められる場合における，当該情報が記録されている部分

（ 2 ）資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個
人又は情報公開法第 5 条第 2 号に規定する法人等から寄贈又は
寄託を受けている場合における，当該期間が経過するまでの間

（ 3 ）資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくは
その汚損を生じるおそれがある場合又は図書館において当該原
本が現に使用されている場合

　（館外貸出）
第 7 条　図書の館外貸出を希望する者は，所定の手続きを経て館

外貸出を受けることができる。ただし，次に掲げる図書は，原
則として貸出を行わない。

（ 1 ）貴重図書及び特殊図書
（ 2 ）参考図書
（ 3 ）新聞，雑誌その他逐次刊行物
（ 4 ）視聴覚資料（館外貸出著作権承認資料を除く。）
（ 5 ）マイクロ資料
（ 6 ）その他館長が特に指定したもの
　（貸出数及び期間）
第 8 条　図書の館外貸出数及び期間は次のとおりとする。

（ 1 ）本法人の職員及びこれに準ずる者 　10 冊以内 　30 日以内
（ 2 ）本学の学生及びこれに準ずる者 　　 7 冊以内 　20 日以内
（ 3 ）学外者 　　　　　　　　　　　　　 5 冊以内 　14 日以内
（ 4 ）視聴覚資料のうち館外貸出著作権承認資料
　　 利用者の区分にかかわらず　　　　  3 点以内 　 3 日以内
2 　春期，夏期及び冬期の各休業期間中の学生に対する貸出につ
いては，前項の規定にかかわらず館長がその都度定めることが
できる。

　（貸出図書の予約及び更新）
第 9 条　貸出中の図書について，返却後最初の貸出を希望する者

は予約することができる。
2 　返却時において引き続き当該図書の貸出を希望する者は，前項
に規定する予約がない場合，1回に限り更新することができる。

　（貸出図書の返却及び転貸の禁止）
第 10 条　貸出を受けた図書は，所定の期日までに返却しなければ

ならない。また，他の者に転貸してはならない。
2 　館長が必要と認めたときは，貸出期間中であっても，点検又
は返却を求めることができる。

3 　図書の貸出を受けた者が，その身分又は資格を失った場合は，
直ちに返却しなければならない。

　（特別貸出）
第 11 条　研究費で購入した図書で研究上必要があるものは，第

7 条ただし書及び第 8 条の規定にかかわらず長期にわたり貸出
（以下「特別貸出」という。）をすることができる。
2 　前項の規定により特別貸出をした図書は，当該研究が終了し，
又は利用の必要がなくなったときは，直ちに図書館に返却する
ものとする。

3 　特別貸出中の図書であっても，他の利用者が特に閲覧を希望
するときは，支障のない限り，利用させるものとする。

4 　館長は，毎年 1 回定期的に特別貸出図書の点検を行うものと
する。

　（施設の利用）
第 12 条　図書館内の次に掲げる施設を利用しようとする者は，所

定の手続きを経て利用することができる。
（ 1 ）ミーティングルーム
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（ 2 ）個室
（ 3 ）グル－プ研究室
　（文献複写）
第 13 条　教育及び研究のため図書館所蔵図書の複写を希望する者

は，所定の手続きにより複写を依頼することができる。
2 　複写文献の著作権に関する一切の責任は，複写依頼者が負う
ものとする。

3 　複写料金その他の必要な事項は別に定める。
　（参考調査）
第 14 条　利用者は，次の事項について，係員に相談又は調査を依

頼することができる。
（ 1 ）図書又は図書館の利用
（ 2 ）事項調査
（ 3 ）文献調査
（ 4 ）学術情報の調査
　（他の図書館の利用）
第 15 条　利用者は，教育及び研究又は学習の目的で他の図書館等

が所蔵する図書の閲覧，貸出又は複写を希望するときは，所定
の手続きにより，図書館へ申し込むものとする。

　（他の図書館等からの利用）
第 16 条　図書館は，他の図書館等から，教育及び研究又は学習を

目的とした図書館所蔵の図書の閲覧，館外貸出又は複写の依頼
があったときは，支障のない限りこれに応ずるものとする。

　（利用者の遵守事項）
第 17 条　利用者は，次の各号に掲げる事項を遵守しなければなら

ない。
（ 1 ）図書又は設備，機器等は大切に取り扱い，無断持ち出しをし

ないこと。
（ 2 ）許可なく文書等の掲示又は配布をしないこと。
（ 3 ）他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
　（弁償責任）
第 18 条　利用者は故意又は過失により施設，設備及び機器を損傷

し，又は図書を紛失若しくは損傷した場合は，館長の指示に従
い，速やかに弁償しなければならない。

　（利用の停止）
第 19 条　館長は，この規程に違反した者で館長の指示に従わない

ものに対し，図書館の利用を停止することができる。
　（個人情報の漏えい防止）
第 20 条　図書館資料に記録されている個人情報（生存する個人に

関する情報であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その
他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他
の情報と照合することができ，それにより特定の個人を識別す
ることができることとなるものを含む。）をいう。以下同じ。）
については，豊橋技術科学大学個人情報管理規程（平成 17 年 3
月 23 日規程第 178 号）の規定に準じて，その漏えい防止のため
の措置を講ずるものとする。

　（規程の改廃）
第 21 条　この規程の改廃は，国立大学法人豊橋技術科学大学の

規則の基準及び制定等に関する規程（平成 16 年度規程第 1 号）
の規定にかかわらず，教育研究評議会の議を経て学長が行う。

　（その他）
第 22 条　資料を利用者の閲覧に供するため，資料の目録及びこの

規定を常時閲覧室に備え付けるものとする。
第 23 条　この規程に定めるもののほか，図書館の利用に関し必要

な事項は，情報基盤委員会の議を経て館長が定める。

　　　附　則
1 　この規程は，昭和 59 年 4 月 1 日から施行する。
2 　豊橋技術科学大学附属図書館利用暫定規程（昭和 55 年 6 月 6
日制定）は，廃止する。

　　　附　則（平成 4 年 5 月 12 日）
　この規程は，平成 4 年 5 月 12 日から施行し，改正後の豊橋技術

科学大学附属図書館利用の規定は，平成 4 年 5 月 1 日から適用
する。

　　　附　則（平成 16 年 4 月 1 日規程第 78 号）

　この規程は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 16 年度規程第 151 号（平成 17 年 3 月 18 日））
　この規程は，平成 17 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 20 年度規程第 31 号（平成 21 年 3 月 26 日））
　この規程は，平成 21 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 21 年度規程第 30 号（平成 22 年 3 月 19 日））
　この規程は，平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 22 年度規程第 39 号（平成 22 年 3 月 16 日））
　この規程は，平成 23 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 27 年度規程第 152 号（平成 22 年 3 月 22 日））
　この規程は，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（令和元（2019）年度規程第 40 号（令和 2（2020）

年 3 月 11 日））
　この規程は，令和 2（2020）年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（令和 3（2021） 年度規程第 21 号（令和 4（2022）

年 3 月 9 日））
　この規程は，令和 4（2022）年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（令和 5（2023） 年度規程第 26 号（令和 6（2024）

年 3 月 13 日））
　この規程は，令和 6（2024）年 4 月 1 日から施行する。

　24．豊橋技術科学大学附属図書館特別利用要項 
（令和 4（2022）年 3 月 9 日制定）

　（趣旨）
第 1 条　この要項は，豊橋技術科学大学附属図書館利用規程（昭

和 59 年 3 月 29 日制定。以下「利用規程」という。）第 5 条の規
定に基づき，豊橋技術科学大学附属図書館（以下「図書館」と
いう。）の特別利用について必要な事項を定める。

　（定義）
第 2 条　この要項において特別利用とは，利用規程第 3 条に規定

された開館時間以外に，自動入退館管理方式により図書館を利
用することをいう。

　（目的）
第 3 条　特別利用は，図書館資料の有効利用を図ることにより，

豊橋技術科学大学（以下「本学」という。）の教育及び研究に資
することを目的とする。

　（利用者）
第 4 条　特別利用ができる者は，次の各号のいずれかに該当する

者とする。
（ 1 ）本法人の職員
（ 2 ）本学の学生
（ 3 ）館長が必要と認める者
　（利用施設）
第 5 条　特別利用ができる施設は，次の各号に掲げるとおりとする。

（ 1 ）1 階マルチプラザ
（ 2 ）2 階閲覧室及び 3 階閲覧室
2 　前項第 2 号に掲げる施設または 1 階ワークステーションエリ
アを利用する場合は，所定の手続きを経ることとする。

　（利用範囲）
第 6 条　特別利用ができる範囲は，次の各号に定めるとおりとする。

（ 1 ）館内閲覧及び自動貸出返却装置による一般図書の貸出と返却
（ 2 ）文献複写
（ 3 ）情報の検索
　（規程等の遵守）
第 7 条　特別利用する者は，利用規程，本要項及び館長の指示す

る事項を遵守しなければならない。
　（利用の制限）
第 8 条　館長が必要と認めた場合は，特別利用を制限することが

できる。
　（その他）
第 9 条　この要項に定めるもののほか，特別利用に関し必要な事

項は，情報基盤委員会の議を経て館長が定める。
　　　附　記
　この要項は，令和 4（2022）年 4 月 1 日から実施する。
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　25．豊橋技術科学大学職業紹介業務運営規程 
　（趣旨）
第 1 条　この規程は，職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号。以下
「法」という。）第 33 条の 2 の規定に基づき，豊橋技術科学大学
（以下「本学」という。）の学生及び卒業者（以下「求職者」と
いう。）の無料の職業紹介業務の運営について，必要な事項を定
める。

　（求人）
第 2 条　本学は，いかなる求人の申込みも，これを受理する。た

だし，次の各号の一に該当する場合は受理しない。
（ 1 ）申込みの内容が法令に違反しているとき。
（ 2 ）労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認

めるとき。
（ 3 ）求人者が労働条件を明示しない求人
（ 4 ）一定の労働関係法令違反の求人等による求人
（ 5 ）暴力団員などによる求人
2 　求人申込みについては，所定の求人票を提出するものとする。
3 　求人者は，求人申込みに際して，その従事すべき業務の内容，
賃金，労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

　（求職）
第 3 条　本学は，いかなる求職の申込みについても，これを受理す

る。ただし，申込みの内容が法令に違反する場合は受理しない。
2 　求職しようとする者は，所定の求職票を提出しなければなら
ない。

　（紹介）
第 4 条　本学は，求職者に対して，その希望と能力に応ずる職業

を紹介し，求人者に対しては，その雇用条件に適合する求職者
を紹介するものとする。

2 　労働争議に対する中立を維持するため，争議行為の行われて
いる事業所に対する職業紹介は行わない。

　（職業紹介業務体制）
第 5 条　職業紹介業務の総括は，学生支援統括センター長（以下
「センター長」という。）が行い，当該業務を遂行するため，各
系の就職担当教員を置く。

2 　前項の就職担当教員は，センター長が指名する教授をもって
充てる。

3 　センター長は，職業紹介業務の連携を図るため，就職担当教
員等関係者を構成員とする就職担当教員連絡会を置き，必要に
応じて開催するものとする。

4 　職業紹介業務の事務は，学生課が業務内容に応じて，事務局
各課の協力を得て行う。

　（採否の報告）
第 6 条　本学の職業紹介を受けた求人者は，当該求職者の採否を

決定した場合は，速やかにその旨を本学に報告しなければなら
ない。

2 　本学は，職業紹介状況等について，本学管轄の公共職業安定
所に対し，法第 33 条の 2 第 7 項において準用する法第 32 条の
16 の規定に基づき必要な報告を行うものとする。

　（担当者の遵守事項）
第 7 条　職業紹介業務を担当する者は，次のことを守らなければ

ならない。
（ 1 ）法 51 条の 2 の規定に基づき，求職者又は求人者から知り得

た個人的な情報は，全て秘密とし，他にこれを漏らしてはなら
ない。

　　 なお，当該業務に従事する者でなくなった後においても，同
様とする。

（ 2 ）求職者又は求人者に対して，その申込みの受理，紹介等はす
べて平等に取扱うこと。

　（規程の改廃）
第 8 条　この規程の改廃は，国立大学法人豊橋技術科学大学の規

則の種類及び制定等に関する規程（平成 16 年度規程第 1 号）の
規定により，教授会の議を経て学長が行う。

　（その他）
第 9 条　本学の職業紹介業務の運営は，この規程に定めるものの

ほか，法及び関係法令並びに通達等によるものとする。

　　　附　則
1 　この規程は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
2 　豊橋技術科学大学職業紹介業務運営規則（昭和 54 年 6 月 4 日
制定）は，廃止する。

　　　附　則（令和 3（2021）年度規程第 34 号（令和 4（2022）
年 3 月 24 日））

　この規程は，令和 4（2022）年 4 月 1 日から施行する。

　26．豊橋技術科学大学学生の懲戒に関する規程 
（平成 27 年 2 月 25 日規程第 31 号）

　（趣旨） 
第 1 条　この規程は，豊橋技術科学大学学則（昭和 53 年 4 月 1 日

制定）第 57 条の規定に基づき，豊橋技術科学大学（以下「本
学」という。）に所属する学生の懲戒に関し，懲戒の適正及び公
正を図るため必要な事項について定めることを目的とする。

　（懲戒の種類及び内容） 
第 2 条　学則第 57 条第 2 項に定める懲戒の種類及び内容は，次の

とおりとする。 
（ 1 ）退学　学生としての身分を喪失させることをいう。この場合，

学則第 22 条及び第 44 条に規定する再入学は認めない。
（ 2 ）停学　一定期間（1 日以上 6 か月以下をいう。），又は期間を

定めず（以下「無期停学」という。）に，本学の学生としての活
動（登校による教育課程の履修，研究活動及び課外活動等）を
禁止することをいう。

（ 3 ）訓告　学生に対して文書により注意を喚起し，戒めることを
いう。

2 　前項第 2 号の場合において，停学期間は在学年限に含め，修
業年限には含めない。ただし，停学期間が 1 か月未満の場合は，
修業年限に算入することができる。

3 　停学期間は暦日計算とし，期間の初日は算入しない。
4 　停学中の学生は，必要に応じて，学長が指名する教員が行う
定期的な面接等による，教育上の指導を受けなければならない。

5 　第 1 項の懲戒は，同一の懲戒対象行為に対して，重ねて行う
ことはできない。

　（懲戒の対象行為）
第 3 条　懲戒の対象となりうる行為（以下「懲戒対象行為」とい

う。）は，次の各号に掲げるとおりとする。
（ 1 ）学内又は学外において非違行為（交通事故・違反を含む。）

を行った場合
（ 2 ）本学の規則等又は命令に違反する行為を行った場合
（ 3 ）本学が実施する試験，レポート提出及び研究報告並びに授業

（以下「試験等」という。）において，監督者の注意又は指示に
従わなかった場合及び不正行為を行った場合

（ 4 ）本学の秩序を乱し，本学の教育研究活動を妨げる行為を行っ
た場合

（ 5 ）国立大学法人豊橋技術科学大学におけるハラスメントの防止
等に関する規程（平成 16 年度規程第 71 号）（以下「ハラスメン
ト規程」という。）第 2 条第 1 号に規定する行為（以下「ハラス
メントに関する行為」という。）を行った場合

（ 6 ）国立大学法人豊橋技術科学大学研究公正規程（平成 18 年度
規程第 76 号）（以下「研究公正規程」という。）第 2 条第 4 号に
規定する行為（以下「研究不正行為」という。）を行った場合

（ 7 ）国立大学法人豊橋技術科学大学における競争的研究費等の取
扱いに関する規程（平成 19 年度規程第 6 号）（以下「競争的研
究費等取扱い規程」という。）第 3 条第 2 項に規定する行為（以
下「研究費不正」という。）を行った場合

（ 8 ）本学の名誉・信用を失墜させる行為を行った場合
（ 9 ）情報倫理に反する行為を行った場合
（10）その他学生の本分に反する行為を行った場合
　（懲戒の指針）
第 4 条　懲戒対象行為における標準的な量定は，別表に定める懲戒

の指針によるところとする。ただし，具体的な量定の決定に当た
っては，次の各号に掲げる事項のほか，適宜，日頃の学業態度や
非違行為の後の対応等も含め総合的に勘案の上，判断する。

（ 1 ） 非違行為の動機，態様及び結果
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（ 2 ） 故意又は過失の度合い
（ 3 ） 他の学生及び社会に与える影響
（ 4 ） 過去の非違行為
2 　悪質性は，当該学生の態様，非違行為に至る動機等を勘案の
上，判断する。

3 　個別の事案の内容によっては，別表に掲げる量定以外のもの
とすることができる。

4 　過去に懲戒を受けた者が，同一の懲戒に相当する行為を行っ
た場合は，悪質性が高いものとみなし，重い処分を課すことが
できる。

5 　別表に定めのない非違行為についても懲戒の対象となる場合
もあり，これらについての量定は，別表に定める量定を参考と
して判断する。

　（学長等への報告） 
第 5 条　学生生活委員会委員長は，第 3 条第 3 号の懲戒対象行為

の場合を除き，懲戒対象行為を知り得た場合は，速やかに状況
を把握し，学長及び理事・副学長に報告する。

2 　教務委員会委員長は，試験等の担当教員から第 3 条第 3 号に
該当する懲戒対象行為の報告を受けた場合は，速やかに状況を
把握し，学長，理事・副学長及び学生生活委員会委員長に報告
する。

　（教育的措置）
第 6 条　学長は，前条の報告を受けたときは，懲戒対象行為が懲

戒に該当することが明白であり，かつ，懲戒がなされることが
確実である場合は，懲戒対象行為を行った学生に教育的措置と
して謹慎を命ずることができる。

2 　謹慎の期間は，停学期間に算入することができる。
　（調査部会）
第 7 条　学生生活委員会委員長は，第 5 条第 1 項により，懲戒対

象行為と判断した場合は，速やかに学生生活委員会委員により
構成される調査部会を設置して，懲戒対象行為を行った学生に
対する事情聴取（以下「事実確認」という。）を行うものとす
る。ただし，学生生活委員会委員長が，別表「懲戒の指針」の

「交通事故・違反」の区分に相当すると判断した場合は，学生生
活委員会委員長からの依頼に基づき，当該学生が所属する課程・
専攻を統括する系（以下「該当系」という。）において系長が調
査部会を設置し，事実確認を行うものとする。

　　また，教務委員会委員長は，第 5 条第 2 項により，懲戒対象
行為と判断した場合は，速やかに事実確認を行うものとする。

2 　学生生活委員会委員により構成される調査部会は，次に掲げ
る者をもって構成し，第 1 号の者を部会長とする。

（ 1 ）学生生活委員会委員長
（ 2 ）学生生活委員会副委員長
（ 3 ）学生生活委員会委員長が指名する委員若干名
（ 4 ）その他部会長が必要と認める者
3 　該当系において設置する調査部会は，次に掲げる者をもって
構成し，第 1 号の者を部会長とする。

（ 1 ）系長
（ 2 ）当該学生の指導教員又はクラス担任以外の該当系に所属する

教員若干名
（ 3 ）該当系の学生生活委員会委員
（ 4 ）その他部会長が必要と認める者
4 　前 2 項に定める調査部会は，当該学生に対し，口頭又は文書
による意見陳述の機会を与えなければならない。この場合，当
該学生からの求めに応じ，2 人以内の補佐人の同席及び陳述を
認める。

5 　調査部会は，必要に応じて調査部会構成員以外の者の出席を
求め，意見を聴くことができる。

6 　調査部会は，事実確認の結果に基づき当該学生の同意を得た
調査報告書を作成し，学生生活委員会委員長に提出する。

7 　ハラスメントに関する行為の場合は，第 1 項から前項の規定
にかかわらず，ハラスメント規程第 7 条に基づく調査部会（以
下「ハラスメント調査部会」という。）の調査結果を前項の調査
報告書に代えることができる。

8 　研究不正行為の場合は，第 1 項から第 6 項の規定にかかわら

ず，研究公正規程第 11 条に基づく予備調査委員会及び第 12 条
に基づく調査委員会（以下「研究不正調査委員会等」という。）
の調査結果を第 6 項の調査報告書に代えることができる。また，
研究費不正の場合は，競争的研究費等取扱い規程第 17 条に基づ
き，研究公正規程に準じて取り扱う。

9 　試験等における不正行為の場合は，第 1 項から第 6 項の規定
にかかわらず，教務委員会による調査結果を第 6 項の調査報告
書に代えることができる。

10　前 3 項に定める他，学生生活委員会委員長が適当であると認
めた場合は，第 1 項から第 6 項の規定にかかわらず，調査部会
に相当する別の調査組織の調査結果を第 6 項の調査報告書に代
えることができる。

　（学生生活委員会等の審議）
第 8 条　学生生活委員会委員長は，懲戒の要否及び懲戒を要する

場合の種類及び内容について，学生生活委員会で審議し，意見
書を付した処分等申請書（（別記様式第 1 号），以下「処分等申
請書」という。）を作成し，学長に提出する。

2 　教務委員会委員長は，懲戒の要否及び懲戒を要する場合の種
類及び内容について，教務委員会で審議し，処分等申請書を作
成し，学長に提出する。

　（不服申立の確認）
第 9 条　学生生活委員会委員長又は教務委員会委員長（以下「各

委員長」という。）は，処分等申請書を前条により学長に提出す
る際は，当該懲戒対象行為を行った学生に対して，処分理由を
記載した懲戒処分の案を書面により提示し，不服申立の有無を
確認するものとする。

2 　当該学生は，不服を申し立てる場合，懲戒処分の案の提示を
受けた日の翌日から起算して，14 日以内に口頭又は文書により
行うものとする。

3 　各委員長は，前項で定める期間内に当該学生が不服を申し立
てなかった場合には，直ちに処分等申請書を学長に提出する。

4 　各委員長は，当該学生からの申立内容が妥当でないと判断し
た場合は，前項と同様に扱う。

5 　各委員長は，当該学生からの申立内容が妥当であると判断し
た場合には，その旨を学長に報告するとともに，第 7 条の規定
により当該学生への事実確認を行った調査部会等に，再調 査
を依頼することができる。

6 　各委員長は，調査部会等の調査結果を踏まえ再度審議し，処
分等申請書を作成し，学長に提出する。

　（懲戒の決定）
第 10 条　学長は，前 2 条の処分等申請書に基づき，懲戒処分の必

要があると認めるときは，教授会の議を経て懲戒を決定する。
　（懲戒の告知）
第 11 条　懲戒の告知は，学長が懲戒処分告知書（別記様式第 2 号）

を当該学生に交付して行うものとする。
2 　 学長は，当該学生の保証人又は保護者等に前項の告知内容に

ついて，文書をもって通知することができる。
3 　学長は，第 1 項により懲戒の告知を行った場合は，懲戒の決
定を当該学生の所属（学部・大学院の区分は除く），氏名，学
籍番号を伏して公示する。ただし，学長が必要と認めた場合は，
氏名等を公表することができる。

4  前項の公示の期間は，1 週間とする。
　（懲戒の効力）
第 12 条　懲戒の効力は，懲戒処分告知書を当該学生に交付したと

きに生じるものとする。ただし，交付による通知ができない場
合は，他の適切な方法により通知する。

　（再審査請求）
第 13 条　懲戒の告知を受けた当該学生は，当該処分の根拠となっ

た事実が存在しないことが明らかになった場合その他正当な理
由がある場合には，学長に対し，根拠となる資料を添えた文書
により再審査請求をすることができる。

2 　前項の再審査請求は，懲戒の告知を受けた日の翌日から起算
して，14 日以内に行わなければならない。

3 　学長は，第 1 項の再審査請求があったときは，教授会の議を
経て受理又は棄却を決定する。
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4 　学長は，再審査請求の受理又は棄却を決定したときは，速や
かにその旨を文書により当該学生に通知する。

5 　学長は，教授会の議を経て再審査請求を受理すると決定した
場合は，各委員長に第 8 条の審議を再度命じ，各委員長は，再
審議の結果に基づき，改めて処分等申請書を作成し，学長に提
出する。

6 　前項の審議に当たって各委員長は，必要と認める場合は，第
7 条の規定により当該学生への事実確認を行った調査部会，ハ
ラスメント調査部会，研究不正調査委員会，教務委員会及び第
7 条第 9 項に定める調査部会に相当する別の調査組織の設置者
に対し，再調査を行うよう依頼することができる。

7 　前項の依頼を受けた調査部会の設置者は，再審査請求前の構
成員の 3 分の 1 以上を変更することとする。

8 　学長は，第 5 項の処分等申請書に基づき，教授会の議を経て
懲戒の種類又は内容を変更する必要があると認めた場合は，当
該処分の変更を決定する。

9 　前項により決定された変更は，前条による効力発生時に遡及
する。

10　懲戒の変更の告知は，学長が処分等変更通知書（別記様式第
3 号）を学生に交付して行うものとする。なお，懲戒の変更を
認めない場合は，その旨を文書により学生に通知する。

11　その他懲戒の変更に伴う通知及び公示については，第 11 条に
準じて行うものとする。

12　再審査請求は，1 回限りとする。
　（無期停学の解除）
第 14 条　各委員長は，無期停学の処分を受けた学生について，そ

の反省の程度，学習意欲等を総合的に判断して当該処分の解除
が妥当であると認めた場合は，学生生活委員会又は教務委員会
で審議し，無期停学処分解除申請書（別記様式第 4 号）を作成
し，学長に提出するものとする。

2 　学長は，前項の無期停学処分解除申請書を受理した場合は，
教授会の議を経て，当該処分の解除の適否を決定する。

3 　当該処分の解除の通知は，学長が，無期停学処分解除通知書
（別記様式第 5 号）を学生に交付して行うものとする。 
4 　第 1 項の規定にかかわらず，無期停学は，当該学生に懲戒処
分告知書を交付した時から，原則として 6 か月を経過した後で
なければ，解除することができない。

　（取得単位の無効）
第 15 条　試験等において，不正行為を行った学生に対しては，次

の各号に定める単位を無効とする。
（ 1 ）退学又は停学の処分を受けたときは，原則として，当該不正

行為を行った学期において履修した全授業科目の単位
（ 2 ）訓告の処分を受けたときは，原則として，当該不正行為を行

った授業科目の単位
2 　前項に定めるもののほか，試験等における学生の不正行為に
対する取扱いは，別に定める。

　（懲戒の処理）
第 16 条  懲戒の有無及び内容は，学籍簿に記載する。
2 　成績証明書及び就職，進学に際しての推薦書類等には懲戒の
有無，懲戒の内容等を記載しない。

　（懲戒処分及び学籍異動）
第 17 条　学長は，懲戒の対象となっている当該学生から当該懲戒

の決定前に自主退学の願い出があったときは，この願い出を受
理しない。

2 　学長は，当該懲戒の決定前に懲戒の対象となっている当該学
生に，学則第 38 条に規定する除籍となる事由が発生した場合
は，除籍処分を保留し，次の各号のとおり取り扱う。

（ 1 ）退学の処分の場合は，除籍となる日をもって退学の懲戒を行う。
（ 2 ）退学以外の処分の場合は，除籍となる日をもって当該懲戒を

行うと同時に除籍する。
（ 3 ）除籍事由が死亡の場合は，死亡の日をもって除籍し，懲戒手

続きは中止する。
3 　学長は，懲戒の対象となっている当該学生から当該懲戒期間
を含む期間の休学の願い出があったときは，この願い出を受理
しない。

4 　学長は，休学中の学生に対して当該処分を命ずる場合は，当
該学生の休学許可を取り消す。

　（その他の教育的措置）
第 18 条　学生が懲戒対象行為を行った場合において，各委員長が

必要であると認めた場合には，当該学生に対し，各委員長は厳
重注意を行うことができる。

2 　厳重注意は，訓告に至らないものであって，当該学生に対し
て厳重に注意をすることをいう。

3 　厳重注意は，口頭もしくは文書により行うものとする。
　（守秘義務）
第 19 条　学生の懲戒に関する事項に関わった職員は，職務上知る

ことのできた情報を他に漏らしてはならない。
　（科目等履修生等に関する準用）
第 20 条　この規程は，科目等履修生，研究生，特別聴講学生及び

特別研究学生に準用する。
　（事務）
第 21 条　この規程に関する事務は，教務課及び学生課において処

理する。
　（規程の改廃）
第 22 条　この規程の改廃は，国立大学法人豊橋技術科学大学の規

則の種類及　び制定等に関する規程（平成 16 年度規程第 1 号）
の規定により，教授会の議を経て学長が行う。

　（雑則）
第 23 条　この規程に定めるもののほか，この規程の実施にあたっ

て必要な事項は別に定める。

　　　附　則 
　この規程は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（令和元（2019）年度規程第 4 号（令和元（2019）

年 5 月 15 日））
1 　この規程は，令和元（2019）年 5 月 15 日から施行する。
2 　この規程の施行の日に，改正前の規程による懲戒を受けてい
る場合は，改正後の規程に関わらず，なお従前の例による。

　　　附　則（令和 3（2021）年度規程第 17 号（令和 4（2022）
年 2 月 8 日））

　この規程は，令和 4（2022）年 2 月 8 日から施行する。
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学内又は
学外での
非違行為

本学の教育研究又は管理運営を著しく妨げる
行為を行った場合 ○ ○ ○

本学が管理する土地又は建造物への不法侵入
又はその不正使用若しくは占拠を行った場合 ○ ○ ○

本学が管理する土地，建造物又は器物の破壊，
汚損，不法改築等を行った場合 ○ ○

本学構成員に対する暴力行為，威嚇，拘禁，
拘束等を行った場合 ○ ○ ○

ハラスメント等に当たる行為を行った場合 ○ ○ ○

その他 本学の規則等に違反した場合又は学生として
の本分に反した場合 ○ ○ ○

　27．豊橋技術科学大学構内交通規制に関する内規 
　（目的）
第 1 条　この内規は，本学構内における車両（自動車，自動二輪

車，原動機付自転車をいう。以下同じ。）の交通規制を行い，構
内の交通安全と教育研究の環境を保持することを目的とする。

　（入構許可車両）
第 2 条　本学へ入構できる車両は，次に掲げるものとする。

（ 1 ）職員の通勤に必要な車両
（ 2 ）学生の通学上必要な車両
（ 3 ）本学の教育研究及び事務に必要な車両（以下「公用車」とい

う｡）
（ 4 ）本学に用務をもって来学する車両（以下「外来者」）という｡）
（ 5 ）本学の建設工事施工のための車両（以下「工事関係車」とい

う｡）
（ 6 ）その他本学が特に必要と認める車両
　（通行規則）　
第 3 条　本学構内での車両の運行は，定められた交通方法と交通

道徳を遵守するほか，次のことについて守らなければならない。
（ 1 ）構内における最高速度は時速 20km とする。
（ 2 ）交通騒音の防止につとめなければならない。
（ 3 ）構内道路標識及び表示に従わなければならない。
　（駐車場の指定）　
第 4 条　構内の駐車は，次の区分により，指定された場所に駐車

するものとする。
（ 1 ）職員の通勤及び学生の通学上必要な車両
（ 2 ）公用車，外来者及びその他本学が特に必要と認める車両
　（入構及び駐車許可）　
第 5 条　入構及び構内に駐車をしようとする者は，あらかじめ所

定の手続きにより許可を受けなければならない。
2 　前項の申請に基づき，入構及び駐車を許可した者に対しては，
許可証を交付する。

3 　許可証を交付された者は，車両の指定場所に許可証を貼付する。
　（通行禁止区域）
第 6 条　本学が指定する道路以外，構内の通行を禁止する。ただ

し，次に掲げる車両は除く。
（ 1 ）公用車
（ 2 ）工事関係車
（ 3 ）その他本学が特に必要と認める車両
　（違反規制）
第 7 条　交通整理は守衛が随時行い，不励行車両に対し，警告，

口頭注意等適宜の処置を取ることができるものとする。
　（事故処理）
第 8 条　本学構内の駐車場における盗難等については，本学はそ

の責めを負わない。
2 　構内における交通事故が発生した場合は，道路交通法に準拠
した一般処理方法によるものとする。

　（適用除外）
第 9 条　この内規は，緊急車（消防車，救急車等をいう｡）につい

ては適用しないものとする。
　（所掌事務）
第 10 条　構内交通規則に関する事務は，総務課総務係において処

理する。

別表（第 4 条関係）
懲戒の指針

区　分 非違行為の種類

懲戒の標準
的な量定
退
学

停
学

訓
告

犯　罪
行為等

殺人，強盗，放火等の凶悪な犯罪行為又はそ
の未遂行為 ○

故意又は重大な過失による傷害行為 ○ ○
薬物等に関わる犯罪行為 ○ ○
窃盗，万引き，恐喝，詐欺等の犯罪行為 ○ ○ ○
他人を傷つけるに至らないが，迷惑を掛ける
ような暴力行為又は言動 ○ ○

痴漢行為（覗き見，盗撮その他の迷惑行為を含む。）○ ○ ○
ストーカー行為 ○ ○ ○
コンピュータ又はネットワークを利用した悪
質な不正行為又は目的外使用 ○ ○

コンピュータ又はネットワークを利用した不
正行為又は目的外使用 ○ ○

交通事
故・違反

無免許運転，飲酒運転又は暴走運転等により
死亡又は高度な後遺症を残す人身事故を伴う
交通事故を起こした場合

○ ○

無免許運転，飲酒運転，暴走運転等により人
身事故を伴う交通事故を起こした場合又はそ
の事故後の救護を怠る等の措置義務違反をし
た場合

○ ○

無免許運転，飲酒運転，暴走運転等の悪質な
交通法規違反をした場合 ○ ○

死亡又は高度な後遺症を残す人身事故を伴う
交通事故を起した場合 ○ ○ ○

故意若しくは重大な過失により人身若しくは
物損事故を伴う交通事故を起こした場合又は
その事故後の救護を怠る等の措置義務違反を
した場合

○ ○ ○

故意若しくは重大な過失により交通違反をし
た場合又は事故後の危険防止を怠る等の措置
義務違反をした場合

○ ○ ○

飲酒
未成年者が飲酒をした場合又は未成年者と知
りながら飲酒をさせた場合 ○ ○ ○

飲酒を強要して重大な事態を生じさせた場合 ○ ○ ○

研究不正
行為

発表された研究成果等の中に示されたデータ
や調査結果等の捏造，改ざん，盗用又はその
他の研究成果の不正公表を行った場合

○ ○ ○

研究費
不正

研究費を本来の用途以外の用途に使用した場
合，虚偽の請求に基づき研究費を支出した場合 ○ ○ ○

試験等に
おける

不正行為

試験等において，身代わりをさせ，又は身代わ
りをして受験等をする不正行為を行った場合 ○ ○

試験において，次に掲げる不正行為のいずれ
かを行った場合で悪質なもの

（ 1 ）　 隠し持ったメモ， 書籍， 機器若しくは
他者の答案を見ること又は他者に教わ
ること。

（ 2 ）　 他者に答案を見せること又は他者に教
えること。

○

レポート提出又は研究報告において，他者の
レポートやウェブ，書籍等から内容を引き写
し，又は出典を明記せずに引用した場合

○ ○

試験等において，監督者の注意又は指示に従
わなかった場合で悪質なもの ○ ○

試験等において，不正行為を繰り返し行った
場合，当該不正行為が社会的に重大な影響を
及ぼすに至った場合又は当該不正行為が組織
的に行われた場合

○ ○

試験等において不正行為を行った場合 ○ ○ ○
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　　　附　則
　この内規は，昭和 53 年 4 月 1 日から施行する

　28．学生の構内における車両の登録，通行及び駐車等に 
　　　関する定め 
　良好な教育研究環境の保持，環境美化及び交通事故の防止等の
ため，構内における車両の登録，通行及び駐車等の取扱いについ
て，下記のとおり定める。

記
1 　この定めにおける車両とは，自動車及びバイクをいう。
2 　通学者又は学生宿舎入居者で，本学構内に車両での入構を希
望する者は，所定の車両登録申請書を提出して許可証（ステッ
カー）の交付を受け，所定の箇所に貼付しなければならない。

　　なお，登録手続き等については，別途指示する。
3 　自動車は，東，東第二（守衛所裏），南及び北駐車場に駐車し
なければならない。ただし，学生宿舎 F 棟入居者にあっては，
専用の駐車場へ駐車することができる。

4 　構内は，毎時 20㎞以内で走行するとともに，かつ，交通標識
に従わなければならない。

5 　特別な場合を除き，構内の移動に際しては，車両の使用を禁
止する。

6 　所定の駐車場以外に駐車した場合は，警告書の貼付のほか，
適宜チェーンロック等を行うことがある。

7 　長期間にわたって放置された車両及び未登録車両は，適宜処
理することがある。

8 　構内において交通事故を起こした場合は，警察等への通報の
ほか，その事故の大小にかかわらず，必ず学生課（勤務時間外
にあっては守衛所）に届けなければならない。

9 　本学教職員又は守衛が適宜の指示を与えた場合は，この定め
にかかわらず，その指示に従わなければならない。

　　　附　記
1 　この定めは，平成 11 年 2 月 24 日から施行する。
2 　昭和 54 年 6 月 20 日施行の「学生の構内車両駐車に関する暫
定措置について」は廃止する。

　　　附　記（令和 2（2020）年 3 月 23 日））
　この定めは，令和 2（2020）年 3 月 23 日から実施する。

　29．国立大学法人豊橋技術科学大学におけるハラスメントの 
　　　防止等に関する規程 

（平成 16 年 4 月 1 日規程第 71 号）

　（目的）
第 1 条　この規程は，国立大学法人豊橋技術科学大学（以下「本

法人」という。）におけるハラスメントが，本法人の構成員及び
豊橋技術科学大学（以下「本学」という。）の学生並びに関係者

（学生等の保護者及び関係業者等を含む。）の人権や就学，就労，
教育及び研究（以下 ｢就学・就労｣ という。）の権利等を侵害す
るものであるという認識にたち，本法人においてその発生を防
止するとともに，事後，適切に対応し，併せて本法人の構成員
及び本学の学生並びに関係者を個人として尊重し，法の下にお
ける平等を守り，特に性差別の撤廃に務め，就学・就労のため
の適切な環境を維持することを目的とする。

2 　この規程に定めるもののほか，本法人におけるハラスメント
に関しては，雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の
確保等に関する法律（昭和 47 年法律第 113 号）その他関係法令
によるものとする。

　（定義）
第 2 条　この規程において，次の各号に掲げる用語の意義は，当

該各号に定めるところによる。
（ 1 ）ハラスメント　セクシュアル・ハラスメントを含む性暴力等，

アカデミック・ハラスメント，パワー・ハラスメント，妊娠・
出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント及びその他
のハラスメントをいう。

（ 2 ）セクシュアル・ハラスメント　一定の就学・就労上の関係に

ある本法人の構成員及び本学の学生が，相手の意に反する性的
な性質の不適切な言動（性的指向又は性自認に対する不適切な
言動を含む。）を行い，これによって相手が，精神的な面を含め
て，学業や職務遂行に関連して一定の不利益・損害を被るか，
若しくは学業や職務に関連して一定の支障が生じること，又は
就学・就労のための環境を悪化させることをいう。

（ 3 ）性暴力等　本法人の構成員及び本学の学生並びに関係者が，
同意のない性的な行為を強要する行為，及び教育職員等による
児童生徒性暴力等の防止等に関する法律（令和 3 年法律第 57
号）第 2 条第 3 項に定める児童生徒性暴力等に該当する行為と
同等の行為をいい，前号に含むものとする。

（ 4 ）アカデミック・ハラスメント　一定の就学・就労上の関係に
ある本法人の構成員及び本学の学生が，他の職員又は学生等に，
教育及び研究の場において，優位な立場や権限を利用し又は逸
脱して，その指示，指導等を受ける者の向学意欲及び教育研究
環境等を，阻害又は悪化させる結果となる不適切な言動等を行
うことをいう。

（ 5 ）パワー・ハラスメント　一定の就学・就労上の関係にある本
法人の構成員及び本学の学生が，他の職員又は学生等に，就労
の場における自らの地位若しくは権限又は事実上の上下関係を
不当に利用して，その指示，指導等を受ける者の労働意欲及び
就労環境等を，阻害又は悪化させる結果となる不適切な言動等
を行うことをいう。

（ 6 ）妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント　
職務上優位にある職員または職員間において，妊娠・出産，育
児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動や当該措置
を利用したことによる嫌がらせ等により，相手方に身体的若し
くは精神的苦痛若しくは不利益を与え，または教育上，研究上
および就労上の環境を悪化させることをいう。

（ 7 ）その他のハラスメント　前 5 号のハラスメントにはあたらな
いが，一定の就学・就労上の関係にある本法人の構成員及び本
学の学生が，相手の意に反する不適切な言動を行い，これによ
って相手が，精神的な面を含めて，学業や職務遂行に関連して
一定の不利益・損害を被るか，若しくは学業や職務に関連して
一定の支障が生じること，又はそのようなおそれがあることを
いう。

（ 8 ）相談者　ハラスメントについて，この規程に基づく苦情相談
を申し出た者（被害を受けている者を含む。）

（ 9 ）当事者　相談者及びハラスメントをしていると苦情相談の対
象となった者

　（学長の責務）
第 3 条　学長は，本法人におけるハラスメントの防止等に関し，

総括する。
2 　学長は，本法人の構成員及び本学の学生に対し，この規程の
周知徹底を図る。

3 　学長は，ハラスメントの防止等のため，本法人の構成員及び
本学の学生に対し，パンフレットの配布，ポスターの掲示，意
識調査等により啓発活動を行う。

4 　学長は，ハラスメントの防止等を図るため，本法人の構成員
及び本学の学生に対し，必要な研修を実施する。

5 　学長は，ハラスメントに関する事実関係に基づき，加害者へ
の処分・教育，被害者の救済及び就学・就労のための環境の改
善等について，必要な措置を講じる。

　（構成員の責務）
第 4 条　本法人の構成員及び本学の学生は，この規程及び別に定

める国立大学法人豊橋技術科学大学ハラスメントの防止等に関
するガイドラインに従い，ハラスメントを行なわないことはも
とより，他者が行うハラスメントを容認してはならない。

2 　本法人の構成員及び本学の学生は，前条第 3 項及び第 4 項に
基づき行う啓発活動及び研修に積極的に参加しなければならな
い。

3 　本法人の構成員及び本学の学生は，前条第 5 項の措置及び第
7 条に規定する調査部会の協力要請があった場合は，これに協
力しなければならない。
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　（相談員）
第 9 条　ハラスメントに係る苦情相談に対応するため，相談員を

置く。
2 　相談員は，次の各号に掲げる者をもって充てる。

（ 1 ）人事課副課長
（ 2 ）看護師又は保健師
（ 3 ）その他ハラスメント防止対策責任者が指名した者
3 　前項第 3 号の相談員の任期は，1 年とする。ただし，再任を
妨げない。

　（相談員の責務）
第 10 条　相談員は，苦情相談に係る問題の事実関係の確認並びに

相談者に対する助言及び情報提供により，当該問題の適切かつ
迅速な解決のための援助に努めなければならない。この場合に
おいて，相談員は，別に定める苦情相談への対応方法について
十分留意しなければならない。

2 　相談員が苦情相談を受けるに当たっては，複数で，かつ，相
談者と同性の相談員が同席するよう努めるものとする。

3 　相談員は，第 1 項により相談者から調査申立があった場合は，
ハラスメント防止対策責任者へ速やかに報告するものとする。

　（緊急措置）
第 11 条　ハラスメント防止対策責任者は，ハラスメントにより，

被害を受けた者の緊急の保護・救済が必要な場合には，緊急措
置を講じなければならない。

　（プライバシーの保護）
第 12 条　防止対策委員会，調査部会及び相談員は，苦情相談への

対応に当たっては，当事者の意志をできる限り尊重するととも
に，関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重しなけれ
ばならない。また，知り得た秘密を任期中及び任期後において
も他に漏らしてはならない。

　（不利益な取扱の禁止）
第 13 条　いかなる者も，ハラスメントに関する苦情相談及び当該

苦情に係る調査への協力その他ハラスメントに関し正当な対応
をした者に対し，そのことをもって不利益な取扱いをしてはな
らない。

　（虚偽申立の禁止）
第 14 条　当事者及び関係者は，ハラスメントの相談・調査申立・

事情聴取に際し，虚偽の申立てをしてはならない。
　（事務）
第 15 条　この規程に関する事務は，人事課において処理する。
　（規程の改廃）
第 16 条　この規程の改廃は，国立大学法人豊橋技術科学大学の規

則の種類及び制定等に関する規程（平成 16 年度規程第 1 号）の
規定により，戦略企画会議の議を経て学長が行う。

　（その他）
第 17 条　この規程は，必要が生じた場合にはその都度適切に見直

しを行うものとする。
2 　この規程に定めるもののほか，ハラスメントの防止等に関し
必要な事項は，別に定める。

　　　附　則
1 　この規程は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
2 　豊橋技術科学大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防
止等に関する規程（平成 14 年 3 月 27 日制定）は，廃止する。

　　　附　則（平成 16 年度規程第 171 号（平成 17 年 3 月 18 日））
　この規程は，平成 17 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 18 年度規程第 62 号（平成 19 年 3 月 13 日））
　この規程は，平成 19 年 3 月 13 日から施行する。
　　　附　則（平成 19 年度規程第 4 号（平成 19 年 7 月 4 日））
　この規程は，平成 19 年 7 月 4 日から施行する。
　　　附　則（平成 19 年度規程第 53 号（平成 20 年 3 月 26 日））
　この規程は，平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 25 年度規程第 58 号（平成 26 年 3 月 26 日））
　この規程は，平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（平成 27 年度規程第 118 号（平成 28 年 3 月 31 日））
　この規程は，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。

　（ハラスメント防止対策責任者）
第 5 条　本法人に，ハラスメントの防止及びハラスメント相談へ

の適切な対応を図るため，ハラスメント防止対策責任者を置き，
学長が指名する副学長をもって充てる。

　（ハラスメント防止対策委員会）
第 6 条　本法人のハラスメント防止等に関する事項は，ハラスメ

ント防止対策委員会（以下「防止対策委員会」という。）の議を
経るものとする。

2 　前項の防止対策委員会に関し必要な事項は，別に定める。
　（調査部会）
第 7 条　本法人に調査部会を置く。調査部会は，本法人の構成員

及び本学の学生並びに関係者若しくは第 9 条に規定する相談員
からの苦情相談についての報告を受けて，ハラスメントに関す
る事実関係等を調査する。

2 　調査部会は，苦情相談の状況に応じて調停を行うことができ
る。

第 8 条　調査部会は，苦情相談の事例ごとに次の各号に掲げる部
会員 3 名以上をもって組織する。

（ 1 ）ハラスメント防止対策責任者
（ 2 ）学生生活委員会委員長
（ 3 ）人事課長
（ 4 ）学生課長
（ 5 ）その他ハラスメント防止対策責任者が指名した者
2 　調査部会が必要と認めるときは，弁護士等学外の専門家を部
会員に加えることができる。

3 　第 1 項第 2 号から第 5 号の部会員は，苦情相談の事例ごとに
指名し，その任期は事実関係の調査及び調停の結果が調査部会
に報告される日までとする。

4 　調査部会に部会長を置き，ハラスメント防止対策責任者をもっ
て充てる。

5 　部会長に事故があるとき，部会長が欠けたとき，又は部会長
が次項に該当するときは，あらかじめ部会長の指名した部会員
がその職務を代行する。

6 　部会員が当該苦情相談に係る当事者又は当事者の利害関係者
である場合は，議事に加わることができない。

7 　調査部会が必要と認めるときは，当事者及び関係者から事情
聴取を行うなど調査することができる。

8 　調査部会は，必要に応じて学生生活委員会と連携を図るもの
とする。

9 　調査部会の部会長が必要と認めるときは，部会員から数名の
調査員を指名し，事実関係の調査及び調停を行わせることがで
きるものとし，その結果を調査部会へ報告させるものとする。

10　調査部会の部会長は，前項の結果を審査のうえ，ハラスメン
トの事実が確認された場合，その他何らかの措置が必要と判断
した場合は，防止対策委員会へ報告し，相互に連携を図るもの
とする。

　（当事者への通知等）
第 8 条の 2　ハラスメント防止対策責任者は，調査部会の調査結

果等に基づき結論を出したときには，速やかにその内容を当事
者に通知し，説明をするとともに，学長に報告しなければなら
ない。

2 　当事者は，前項の説明の内容に不服があるときは，説明を受
けた日から 2 週間以内に理由を付した文書によりハラスメント
防止対策責任者へ不服申立てを行うことができる。

3 　ハラスメント防止対策責任者は，前項の不服申立てがあった
場合，その妥当性について審査し，次に掲げる措置をとるもの
とする。

（ 1 ）不服申立てが妥当であると判断される場合は，調査部会によ
る再調査等に基づく再審査並びに第 1 項に定める通知及び説明
を行うものとする。

（ 2 ）不服申立てが妥当でないと判断される場合は，不服申立て不
受理の決定を行うものとする。

4 　前項各号に掲げる措置に対する再度の不服申立ては認めない
ものとする。
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　　　附　則（平成 28 年度規程第 15 号（平成 28 年 11 月 22 日））
　この規程は，平成 29 年 1 月 1 日から施行する。
　　　附　則（令和 2（2020）年度規程第 10 号（令和 2（2020）

年 11 月 18 日））
　この規程は，令和 2（2020）年 11 月 18 日から施行する。
　　　附　則（令和 3（2021）年度規程第 11 号（令和 3（2021）

年 12 月 1 日））
　この規程は，令和 3（2021）年 12 月 1 日から施行する。
　　　附　則（令和 3（2021）年度規程第 84 号（令和 4（2022）

年 3 月 31 日））
　この規程は，令和 4（2022）年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則（令和 5（2023）年度規程第 14 号（令和 5（2023）

年 12 月 20 日））
　この規程は，令和 5（2023）年 12 月 20 日から施行する。
　　　附　則（令和 6（2024）年度規程第 7 号（令和 6（2024）年

6 月 19 日））
　この規程は，令和 6（2024）年 6 月 19 日から施行する。
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